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(単位  千円)

競 輪 事 業 14,250,300 14,894,000 △ 643,700

国 民 健 康 保 険 27,327,000 23,836,300 3,490,700

食 肉 セ ン タ ー 食 肉 市 場 644,800 540,400 104,400

土 地 区 画 整 理 事 業 824,300 1,119,800 △ 295,500

交 通 災 害 共 済 事 業 126,200 162,700 △ 36,500

住宅新築資金等貸付事業 40,300 61,500 △ 21,200

老 人 保 健 医 療 20,799,700 20,957,100 △ 157,400

公 共 用 地 取 得 事 業 667,744 546,600 121,144

農 業 集 落 排 水 事 業 521,800 542,300 △ 20,500

介 護 保 険 14,425,600 14,415,400 10,200

計 79,627,744 77,076,100 2,551,644

水 道 事 業 11,320,521 11,655,704 △ 335,183

市 立 四 日 市 病 院 事 業 20,076,900 19,243,408 833,492

下 水 道 事 業 21,440,264 23,914,908 △ 2,474,644

計 52,837,685 54,814,020 △ 1,976,335

28,700 28,500 200

230,632,129 227,318,620 3,313,509合                    計

桜 財 産 区 100.7

101.5

103.3

公

営

企

業

会

計

97.1

104.3

89.7

96.4

特
　
　
　
別
　
　
　
会
　
　
　
計

95.7

119.3

100.1

一 般 会 計 98,138,000 95,400,000 102.92,738,000

65.5

99.2

122.2

96.2

会     計     名 予算額(A)

平 成 19 年 度 会 計 別 予 算

区        分 平成19年度 平成18年度 差引増減額

予算額(B) (A) - (B)

73.6

77.6

114.6

(A)

× 100(%)

(B)
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(単位  千円)

① 市 税 58,053,600 53,605,700 4,447,900 59.2

２． 地 方 譲 与 税 1,415,000 3,649,000 △ 2,234,000 1.4

３． 利 子 割 交 付 金 180,000 160,000 20,000 0.2

４． 配 当 割 交 付 金 192,000 125,000 67,000 0.2

５． 株式等譲渡所得割交付金 183,000 90,000 93,000 0.2

６． 地 方 消 費 税 交 付 金 2,950,000 2,950,000 0 3.0

７． ゴ ル フ 場 利 用 税交 付金 90,000 90,000 0 0.1

８． 自動車取得税交付金 750,000 740,000 10,000 0.8

９． 地 方 特 例 交 付 金 546,000 1,661,700 △ 1,115,700 0.5

１０．地 方 交 付 税 1,710,000 2,300,000 △ 590,000 1.7

　　うち普通交付税 710,000 1,200,000 △ 490,000 0.7

１1．交通安全対策特別交付金 73,400 73,400 0 0.1

⑫ 分 担 金 及 び 負 担 金 1,322,550 1,253,276 69,274 1.3

⑬ 使 用 料 及 び 手 数 料 2,336,400 2,364,873 △ 28,473 2.4

１4．国 庫 支 出 金 8,529,342 8,522,516 6,826 8.7

１5．県 支 出 金 4,509,589 3,824,192 685,397 4.6

⑯ 財 産 収 入 120,510 171,128 △ 50,618 0.1

⑰ 寄 附 金 41,211 8,111 33,100 0.0

⑱ 繰 入 金 1,918,958 1,164,677 754,281 2.0

⑲ 繰 越 金 900,248 950,129 △ 49,881 0.9

⑳ 諸 収 入 4,368,692 3,227,598 1,141,094 4.5

　　うち減税補てん債 572,000 △ 572,000 0.0

　　うち臨時財政対策債 2,339,000 2,506,000 △ 167,000 2.4

　　○付数字は自主財源

2.6

100.0

△ 521,200 93.8

2,738,000 102.9

1.0

3.4

8.9

0.6

4.0

0.2

0.0

1.2

0.1

1.3

2.5

8.9

0.8

1.7

2.4

1.3

56.2

3.8

0.2

0.1

0.1

3.1

0.1

歳     入     合     計

21． 市 債

0.0

93.3

7,947,500

98,138,000

105.5

164.8

94.8

135.4

98.8

100.1

117.9

70.4

108.3

差引増減額

(A) - (B)

59.2

100.0

32.9

74.3

101.4

100.0

508.1

構 成 比 率 (%)

平成18年度

38.8

112.5

100.0

平成19年度

153.6

203.3

平 成 19 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 歳 入 ）

平成18年度

予算額(B)

平成19年度

予算額(A)

(A)

(B)

              区        分

 款        別

×100(%)

8,468,700

95,400,000

8.1

100.0
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【款別の主な増減（歳入）】 （単位：千円）

H18 H19 差引額

負担金
保育所負担金 1,174,748 ⇒ 1,224,519 （ 49,771 ）

使用料及び手数料
保健体育使用料 50,222 ⇒ 8,291 （ △41,931 ）

ごみ処理手数料 625,280 ⇒ 593,300 （ △31,980 ）

建築構造計算適合判定手数料 0 ⇒ 27,473 （ 27,473 ）

文化会館使用料 71,417 ⇒ 95,770 （ 24,353 ）

国庫支出金
障害者自立支援法給付費負担金 0 ⇒ 857,620 （ 857,620 ）

義務教育施設整備費負担金 515,983 ⇒ 16,118 （ △ 499,865 ）

知的障害者福祉費負担金 476,764 ⇒ 0 （ △ 476,764 ）

身体障害者保護費負担金 225,278 ⇒ 0 （ △ 225,278 ）

児童手当支給費負担金 955,292 ⇒ 1,136,542 （ 181,250 ）

合併市町村補助金 170,000 ⇒ 0 （ △ 170,000 ）

住宅・建築物耐震改修事業補助金 0 ⇒ 142,386 （ 142,386 ）

自立支援医療費負担金 0 ⇒ 92,725 （ 92,725 ）

義務教育施設整備費補助金 34,139 ⇒ 111,890 （ 77,751 ）

県支出金
障害者自立支援法給付費負担金 0 ⇒ 428,808 （ 428,808 ）

県税徴収取扱費委託金 434,420 ⇒ 613,900 （ 179,480 ）

参議院議員選挙費委託金 0 ⇒ 75,982 （ 75,982 ）

児童手当支給費負担金 627,602 ⇒ 666,655 （ 39,053 ）

財産収入
市有地売払収入 126,000 ⇒ 67,000 （ △59,000 ）

寄附金
防災対策費寄附金 0 ⇒ 32,500 （ 32,500 ）

繰入金
職員退職手当基金繰入金 0 ⇒ 1,570,000 （ 1,570,000 ）

財政調整基金繰入金 800,000 ⇒ 300,000 （ △500,000 ）

減債基金繰入金 330,000 ⇒ 0 （ △330,000 ）

繰越金
一般繰越金 950,000 ⇒ 900,000 （ △50,000 ）

諸収入
中小企業等融資資金貸付金元利収入 790,159 ⇒ 1,666,649 （ 876,490 ）

北勢公設地方卸売市場組合事務受託費 46,860 ⇒ 201,480 （ 154,620 ）

健康増進センター整備費 99,892 ⇒ 179,372 （ 79,480 ）

市債
減税補てん債 572,000 ⇒ 0 （ △572,000 ）

臨時財政対策債 2,506,000 ⇒ 2,339,000 （ △167,000 ）
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１． 議 会 費 660,805 848,896 △ 188,091 0.7

２． 総 務 費 14,239,569 11,547,379 2,692,190 14.5

３． 民 生 費 25,188,811 24,133,141 1,055,670 25.7

４． 衛 生 費 8,468,587 8,431,139 37,448 8.6

５． 労 働 費 27,298 27,354 △ 56 0.0

６． 農 林 水 産 業 費 2,027,856 1,864,938 162,918 2.1

７． 商 工 費 3,072,821 2,563,881 508,940 3.1

８． 土 木 費 19,655,547 19,281,653 373,894 20.0

９． 消 防 費 3,881,052 3,647,587 233,465 3.9

１０．教 育 費 8,195,339 10,117,428 △ 1,922,089 8.4

１２．予 備 費 100,000 100,000 0 0.1

13.5

0.1

100.02,738,000 102.9

△ 216,289 98.3

2.7

20.2

3.8

10.6

(単位  千円)

100.0

12.9

平成18年度

0.9

12.1

25.3

8.8

0.0

2.0

平 成 19 年 度 一 般 会 計 歳 入 歳 出 予 算 （ 歳 出 ）

       区        分 平成19年度 平成18年度 差引増減額 (A) 構 成 比 率 (%)

×100(%)

 款        別 予算額(A) 予算額(B) (A) - (B) (B) 平成19年度

77.8

123.3

104.4

100.4

99.8

108.7

119.9

12,620,315

101.9

106.4

81.0

12,836,604

歳     出     合     計

１１．公 債 費

100.0

95,400,00098,138,000
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【款別の主な増減（歳出）】 （単位：千円）

H18 H19 差引額

議会費
議員報酬等 563,966 ⇒ 414,911 （ △149,055 ）

総務費
庁舎等整備事業費 814,940 ⇒ 2,064,717 （ 1,249,777 ）

退職手当 1,290,000 ⇒ 2,409,000 （ 1,119,000 ）

土地開発公社経営健全化基金 0 ⇒ 1,000,000 （ 1,000,000 ）

職員退職手当基金積立金 303,631 ⇒ 3,631 （ △300,000 ）

市町村合併に伴うシステム統合事業費 291,000 ⇒ 31,400 （ △259,600 ）

民生費
更生援護施設事務事業費 1,194,059 ⇒ 0 （ △1,194,059 ）

旧法施設支援事業費 0 ⇒ 983,258 （ 983,258 ）

児童手当 2,210,500 ⇒ 2,469,855 （ 259,355 ）

保育所事務費事業費 1,569,433 ⇒ 1,794,083 （ 224,650 ）

民間社会福祉施設等整備助成事業費（介護・高齢福祉） 119,938 ⇒ 246,127 （ 126,189 ）

臨時職員賃金（児童福祉） 500,000 ⇒ 593,000 （ 93,000 ）

老人保健医療特別会計繰出金 1,289,493 ⇒ 1,359,577 （ 70,084 ）

保育所民営化推進事業費 26,146 ⇒ 79,862 （ 53,716 ）

乳幼児医療 288,627 ⇒ 338,238 （ 49,611 ）

後期高齢者医療広域連合運営経費分賦金 0 ⇒ 48,124 （ 48,124 ）

児童扶養手当 1,007,400 ⇒ 1,055,100 （ 47,700 ）

相談支援事業費 0 ⇒ 44,500 （ 44,500 ）

衛生費
保健所準備事業費 0 ⇒ 107,021 （ 107,021 ）

病院企業会計繰出金 853,473 ⇒ 768,760 （ △84,713 ）

清掃工場管理運営費 844,197 ⇒ 909,626 （ 65,429 ）

応急診療所管理運営費 62,919 ⇒ 28,359 （ △34,560 ）

農林水産業費
北勢公設組合施設整備事務受託事業費 46,860 ⇒ 201,480 （ 154,620 ）

商工費
中小企業振興資金融資預託金 697,000 ⇒ 1,571,182 （ 874,182 ）

企業立地奨励金交付事業費 749,235 ⇒ 220,000 （ △529,235 ）

民間研究所立地奨励金等交付事業費 100,000 ⇒ 230,000 （ 130,000 ）

ものづくりエキスパート育成事業費 0 ⇒ 104,000 （ 104,000 ）

土木費
連続立体交差事業負担金 12,500 ⇒ 265,000 （ 252,500 ）

石原南五味塚線（磯津橋）橋梁整備事業費 250,000 ⇒ 460,000 （ 210,000 ）

土地区画整理事業特別会計繰出金 847,447 ⇒ 688,614 （ △158,833 ）

消防費
消防通信指令システム更新事業負担金 376,600 ⇒ 0 （ △376,600 ）

退職手当 194,000 ⇒ 426,000 （ 232,000 ）

（仮称）中消防署中央分署整備事業費 53,700 ⇒ 260,300 （ 206,600 ）

消防車両購入費 105,100 ⇒ 214,300 （ 109,200 ）

教育費
ＰＦＩ学校施設整備費 （小・中学校） 1,242,665 ⇒ 121,473 （ △1,121,192 ）

校舎増築事業（小・中学校） 489,914 ⇒ 5,618 （ △484,296 ）

看護系大学設立支援事業費 400,000 ⇒ 100,000 （ △300,000 ）

公債費
地方債利子 2,212,410 ⇒ 2,055,616 （ △156,794 ）

地方債元金償還金 10,621,894 ⇒ 10,554,699 （ △67,195 ）
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本　年　度

予　算　額 国 庫 支 出 金 県 支 出 金 地 方 債

１． 議 会 費 660,805

２． 総 務 費 14,239,569 163,800 957,325 2,169,200

３． 民 生 費 25,188,811 6,863,695 3,009,113

４． 衛 生 費 8,468,587 187,221 193,874 123,900

５． 労 働 費 27,298

６． 農林水産業費 2,027,856 128,793 22,000

７． 商 工 費 3,072,821 621

８． 土 木 費 19,655,547 1,131,665 25,424 2,508,800

９． 消 防 費 3,881,052 134,965 287,600

１０． 教 育 費 8,195,339 182,961 59,474 497,000

１１． 公 債 費 12,620,315

１２． 予 備 費 100,000

98,138,000 8,529,342 4,509,589 5,608,500

2,339,000

98,138,000 8,529,342 4,509,589 7,947,500

構成比については端数処理のため合計が合わない場合があります

計

歳入振替項目

総　　　　　　計

歳      出      予      算      款      別

款　　　　　別
左            の            財   
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（単位   千円)　

前　年　度

使 用 料 及 び 手
数 料

そ の 他 一 般 財 源 一 般 財 源

150 660,655 848,746 0.9 1.2

266,011 1,703,834 8,979,399 8,845,068 12.9 12.5

1,811 1,440,768 13,873,424 13,797,381 19.9 19.5

956,982 1,215,614 5,790,996 5,687,889 8.3 8.0

265 1,000 26,033 26,354 0.0 0.0

201 379,241 1,497,621 1,527,560 2.1 2.2

1 1,684,096 1,388,103 1,749,420 2.0 2.5

613,373 148,123 15,228,162 15,060,894 21.8 21.3

71,791 329,458 3,057,238 2,750,338 4.4 3.9

179,854 173,813 7,102,237 7,960,394 10.2 11.2

243,425 216,790 12,160,100 12,482,677 17.4 17.6

100,000 100,000 0.1 0.1

2,333,714 7,292,887 69,863,968 70,836,721 100.0 100.0

2,686 1,379,282 △ 3,720,968 △ 5,391,921

2,336,400 8,672,169 66,143,000 65,444,800

    財      源      内      訳      表

一般財源投入率  (%)源　　　　　　内　　　　　　訳

本年度 前年度

― ―

――
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予 算 額 (A) 一般財源(B) 予 算 額 (C) 一般財源(D)

１． 18,983,791 15,436,752 18,360,040 16,505,343

（１） 667,268 658,400 809,358 802,867

（２） 8,170,263 6,559,997 8,573,163 7,529,820

（３） 4,744,761 4,507,326 4,875,626 4,341,415

（４） 3,171,000 1,601,000 1,736,000 1,719,794

（５） 7,086 7,086 11,851 11,851

（６） 2,223,413 2,102,943 2,354,042 2,099,596

２． 12,879,315 10,118,596 12,450,179 10,104,201

３． 1,587,308 992,993 1,683,541 995,302

４． 14,119,184 4,965,418 13,357,364 4,904,626

５． 14,977,083 13,714,200 14,655,335 13,458,935

６． 2,110,814 388,259 1,509,143 565,908

７． 1,523,714 1,117,159 830,514 418,179

８． 6,710,597 5,882,000 6,640,325 5,818,749

９． 12,620,315 12,160,100 12,836,604 12,482,677

１０． 12,525,578 4,988,491 12,976,803 5,482,801

（１） 12,190,778 4,963,691 12,876,494 5,463,092

イ、 補 助 2,371,154 324,811 2,792,118 439,555

ロ、 単 独 9,819,624 4,638,880 10,084,376 5,023,537

（２） 0 0

イ、 補 助 0 0

ロ、 単 独 0 0

（３） 0 0

イ、 補 助 0 0

ロ、 単 独 0 0

（４） 334,800 24,800 100,309 19,709

１１． 100,301 100,000 100,152 100,000

98,138,000 69,863,968 95,400,000 70,836,721

本       年       度 前       年       度

人 件 費

報 酬

基 本 給

区　　　　　分

そ の 他 の 手 当

退 職 手 当

恩 給 退 職 年 金

そ の 他

物 件 費

維 持 補 修 費

合    　 　   計

災 害 復 旧 事 業

失 業 対 策 事 業

県 営 事 業 負 担 金

            歳    出    予    算    性    質    別

予 備 費

繰 出 金

公 債 費

投 資 的 経 費

普 通 建 設 事 業

扶 助 費

補 助 費 等

投資・出資金・貸付金

積 立 金
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  目    的    別    分    類    表   (単位   千円)

(A) - (C) (B) - (D)

623,751 103.4 △ 1,068,591 93.5 19.3 22.1 19.2 23.3

△ 142,090 82.4 △ 144,467 82.0 0.7 0.9 0.8 1.1

△ 402,900 95.3 △ 969,823 87.1 8.3 9.4 9.0 10.6

△ 130,865 97.3 165,911 103.8 4.8 6.5 5.1 6.1

1,435,000 182.7 △ 118,794 93.1 3.2 2.3 1.8 2.4

△ 4,765 59.8 △ 4,765 59.8 0.0 0.0 0.0 0.0

△ 130,629 94.5 3,347 100.2 2.3 3.0 2.5 3.0

429,136 103.4 14,395 100.1 13.1 14.5 13.1 14.3

△ 96,233 94.3 △ 2,309 99.8 1.6 1.4 1.8 1.4

761,820 105.7 60,792 101.2 14.4 7.1 14.0 6.9

321,748 102.2 255,265 101.9 15.3 19.6 15.4 19.0

601,671 139.9 △ 177,649 68.6 2.2 0.6 1.6 0.8

693,200 183.5 698,980 267.1 1.6 1.6 0.9 0.6

70,272 101.1 63,251 101.1 6.8 8.4 7.0 8.2

△ 216,289 98.3 △ 322,577 97.4 12.9 17.4 13.5 17.6

△ 451,225 96.5 △ 494,310 91.0 12.8 7.1 13.6 7.7

△ 685,716 94.7 △ 499,401 90.9 12.4 7.1 13.5 7.7

△ 420,964 84.9 △ 114,744 73.9 2.4 0.5 2.9 0.6

△ 264,752 97.4 △ 384,657 92.3 10.0 6.6 10.6 7.1

234,491 333.8 5,091 125.8 0.3 0.0 0.1 0.0

149 100.1 0 100.0 0.1 0.1 0.1 0.1

2,738,000 102.9 △ 972,753 98.6 100.0 100.0 100.0 100.0

※構成比については、四捨五入しておりますので合計が合わない場合があります。

   構   成   比    率    (%)

一    般    財    源予     算     額

比                        較

予 算 額 一般財源

本    年    度 前    年    度

予 算 額 一般財源(A)/(C)×100 (%) (B)/(D)×100 (%)

9



一 般 会 計 歳 入

市 税 市 債 繰　入

税収 普通 特別 発行額 市　債 ３基金

比率 依存度

平成 ％ ％  実績  実績 ％

86,102,300 1.2 48,784,000 56.7 - 861,254 4,159,300 4.8 2,983,000

88,012,300 2.2 45,720,000 52.0 - 850,921 8,786,200 10.0 3,108,000

91,952,800 4.5 47,794,000 52.0 - 897,915 9,573,900 10.4 2,900,000

94,337,200 2.6 48,511,700 51.4 - 951,334 13,814,300 14.7 1,090,120

94,917,000 0.6 53,613,680 56.5 - 980,457 10,425,900 11.0 700,000

91,013,000  △ 4.1 52,890,100 58.1 - 1,079,724 6,460,200 7.1 2,470,000

90,900,000  △ 0.1 52,202,800 57.4 2,348,319 1,215,065 5,299,300 5.8 1,692,000

93,280,000 2.6 50,140,900 53.8 3,042,159 1,288,142 5,868,500 6.3 2,908,000

95,760,000 2.7 51,120,000 53.4 2,988,761 1,236,052 8,382,800 8.7 2,840,000

94,580,000  △ 1.2 49,616,000 52.4 4,100,304 1,183,361 8,394,200 8.9 3,175,000

90,990,000  △ 3.8 47,339,000 52.0 3,974,549 1,105,390 9,451,300 10.4 2,600,000

95,980,000 5.5 48,305,000 50.3 2,039,446 1,105,338 13,373,200 13.9 1,445,000

93,290,000 △ 2.8 50,395,300 54.0 2,769,273 1,162,118 8,782,500 9.4 180,000

９月補正後

95,400,000 2.3 53,605,700 56.2 781,664 1,100,000 8,468,700 8.9 1,130,000

98,138,000 2.9 58,053,600 59.2 710,000 1,000,000 7,947,500 8.1 300,000
19

18

年度

地 方 交 付 税

伸び率

10

11

5

6

7

17

16

一 般 会 計 当 初

12

13

14

15

8

9

10



歳 出

金 公 債 費 地方債年 繰 出 金

競　輪 度末残高

補　助 単　独

実績 ％ 実績

1,500,000 7,106,655 8.3 59,616,712 20,750,541 5,640,637 14,953,681 8,159,289

300,000 7,366,140 8.4 68,139,476 20,857,103 6,233,614 14,473,851 8,544,711

0 7,499,239 8.2 76,704,095 22,571,833 6,917,095 15,511,417 8,671,542

50,000 7,889,890 8.4 89,283,768 23,714,303 6,947,530 16,729,274 8,907,190

20,000 8,815,769 9.3 99,938,335 22,358,602 4,789,663 17,539,125 9,254,338

50,000 9,759,014 10.7 105,489,490 16,663,239 4,384,578 12,234,355 9,736,790

50,000 10,322,312 11.4 106,062,498 13,739,059 5,857,512 7,827,935 10,218,412

50,000 11,402,980 12.2 105,427,282 13,757,572 4,660,986 8,470,905 11,993,916

50,000 11,635,219 12.2 105,328,737 15,957,660 5,532,111 9,865,564 12,115,049

10,000 12,484,540 13.2 104,684,936 13,142,840 1,999,812 10,322,178 5,068,066

50,000 12,343,622 13.6 104,476,960 10,305,917 1,359,639 8,529,628 5,439,030

100,000 18,557,091 19.3 105,425,611 9,605,201 2,007,201 7,521,250 5,762,733

20,000 12,733,510 13.6 102,599,283 11,515,480 3,504,972 7,853,883 6,397,305

12月補正後

10,000 12,836,604 13.5 101,136,796 12,976,803 2,792,118 10,084,376 6,621,011

当初

0 12,620,315 12.9 98,529,591 12,525,578 2,371,154 9,819,624 6,623,754

（単位　:千円）

投  資  的  経  費

構成比
うち普通建設事業費

予 算 の 推 移
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　　　　　　　　（単位　千円）

税目 調定見込額
収納率
見込％

本年度当初予算
計上額（Ａ）

前年度当初予算
計上額（B）

（Ａ）　  100
×

（Ｂ）　　 ％

市税 60,580,505 95.8 58,053,600 53,605,700 108.3

　 １．市民税　 26,925,273 95.5 25,712,600 22,643,100 113.6

       一個人 19,296,865 93.9 18,114,500 14,915,500 121.4

     　　 イ、現年度分 18,267,313 97.9 17,883,700 14,686,100 121.8

      所　得　割 17,823,587 97.9 17,449,300 14,275,300 122.2

      均　等　割 443,726 97.9 434,400 410,800 105.7

           ロ、繰越分 1,029,552 22.4 230,800 229,400 100.6

   　　二法人 7,628,408 99.6 7,598,100 7,727,600 98.3

     　　 イ、現年度分 7,609,000 99.8 7,593,800 7,714,700 98.4

       法 人 税 割 6,624,000 99.8 6,610,800 6,756,700 97.8

       均   等   割    

985,000 99.8 983,000 958,000 102.6

           ロ、繰越分 19,408 22.2 4,300 12,900 33.3

　 ２．固定資産税 28,305,862 95.9 27,157,500 25,903,800 104.8

　　　 一固定資産税 28,244,462 95.9 27,096,100 25,838,800 104.9

     　　 イ、現年度分 27,253,600 98.6 26,860,300 25,612,800 104.9

       土　 地　 分 8,823,791 97.8 8,628,800 9,035,000 95.5

       家　 屋 　分 8,526,706 97.8 8,338,300 7,877,800 105.8

       償却資産分 9,903,103 99.9 9,893,200 8,700,000 113.7

           ロ、繰越分 990,862 23.8 235,800 226,000 104.3

　　　 二国有資産等所在

　　　　　市町村交付金

　　　　　及び納付金 61,400 100.0 61,400 65,000 94.5

     　　 イ、現年度分 61,400 100.0 61,400 65,000 94.5

　　　交   付   金 35,800 100.0 35,800 37,200 96.2

　　　納   付   金 25,600 100.0 25,600 27,800 92.1

 　３．軽自動車税 529,399 89.3 472,700 459,500 102.9

     　　 イ、現年度分 101,143(台) 　1,000(円)

～7,200（円） 480,400 96.6 464,000 451,000 102.9

           ロ、繰越分 48,999 17.8 8,700 8,500 102.4

　 ４．市たばこ税

2,221,300 100.0 2,221,300 2,129,600 104.3

　 ５．入湯税 日帰り 6,250人 1人 80円

宿泊　　　　0人 1人1泊 150円 500 100.0 500 500 100.0

　 ６．都市計画税 2,598,171 95.8 2,489,000 2,468,700 100.8

     　　 イ、現年度分 2,500,921 98.6 2,465,900 2,446,000 100.8

       土　 地　 分 1,430,004 98.6 1,410,000 1,454,000 97.0

       家　 屋 　分 1,070,917 98.6 1,055,900 992,000 106.4

           ロ、繰越分 97,250 23.8 23,100 22,700 101.8

0.2％

0.2％

3,298(円)/千本

1,564(円)/千本

(旧楠町は課さない）

1.4%

1.4%

 

1.4%

1.4%

1.4%

４１、１７５、３００

 

13.5％（旧楠町は12.3％）

(万円）

　５、１２、１３

１５、１６、４０

3,000（円）

8,271(社)

平 成 １ ９ 年 度 税 収 入 予 算 資 料

税　率　等

149,896(人)

6%
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　　　　　　　　（単位　千円）

税目 調定見込額
収納見
込率％

本年度予算
計上額（Ａ）

前年度予算
計上額（B）

（Ａ）　  100
×

（Ｂ）　　 ％

　 特別土地保有税 0 0 500 皆減

     　　 イ、現年度分

0 0 0

           ロ、繰越分 0 0 500 皆減

地方譲与税 1,415,000 100.0 1,415,000 3,649,000 38.8

　 １．自動車重量譲与税 800,000 100.0 800,000 820,000 97.6

　 ２．地方道路譲与税 285,000 100.0 285,000 300,000 95.0

　 ３．特別とん譲与税 330,000 100.0 330,000 330,000 100.0

　　　 所得譲与税 0 0 2,199,000 皆減

利子割交付金 180,000 100.0 180,000 160,000 112.5

　 利子割交付金 180,000 100.0 180,000 160,000 112.5

配当割交付金 192,000 100.0 192,000 125,000 153.6

　 配当割交付金 192,000 100.0 192,000 125,000 153.6

株式等譲渡所得割交付金 183,000 100.0 183,000 90,000 203.3

株式等譲渡所得割交付金 183,000 100.0 183,000 90,000 203.3

地方消費税交付金 2,950,000 100.0 2,950,000 2,950,000 100.0

地 方 消 費 税 交 付 金 2,950,000 100.0 2,950,000 2,950,000 100.0

ゴルフ場利用税交付金 90,000 100.0 90,000 90,000 100.0

ゴルフ場利用税交付金 90,000 100.0 90,000 90,000 100.0

自動車取得税交付金 750,000 100.0 750,000 740,000 101.4

自 動 車 取 得 税 交 付 金 750,000 100.0 750,000 740,000 101.4

地方特例交付金 546,000 100.0 546,000 1,661,700 32.9

地 方 特 例 交 付 金 546,000 100.0 546,000 1,661,700 32.9 

保有分 1.4% 

取得分 3.0%

 

 

税　率　等

 

 

 

 

 

 

（単位：千円）

平 成 19 年 度 末 平 成 19 年 度 末

残 高 見 込 残 高 見 込

職員退職手当基金 1,010,052 中小企業振興基金 12,392

土地開発公社経営健全化基金 1,000,000 広域基幹道路整備基金 966,680

桜運動広場整備基金 31,947 緑化基金 187,142

国際交流基金 113,382 市営住宅整備基金 187,642

財政調整基金 1,871,556 学校施設整備基金 573,420

都市基盤・公共施設等整備基金 319,087 小菅科学教育振興基金 27,963

減債基金 306,755 文化振興基金 222,672

まちづくり事業基金 994,139 土地開発基金 1,151,154

社会福祉事業振興基金 416,147 競輪事業財政調整基金 684,774

災害救助基金 111,454 国民健康保険支払準備基金 1,950

廃棄物処理施設整備基金 367,120 東橋北住環境整備基金 76

ふるさと・水と土保全基金 15,500 介護保険給付費支払準備基金 54,765

基 金 の 状 況

基　金　名 基　金　名
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105.8% 97.0% 100.6% 97.2% 98.5%

55,983,052 54,319,396 54,651,840 53,104,170 52,310,758

113.3% 91.3% 97.2% 95.2% 97.1%

17,547,601 16,023,051 15,576,141 14,822,715 14,389,736

88.0% 90.7% 87.7% 103.7% 104.9%

6,125,288 5,552,950 4,868,823 5,051,204 5,296,663

105.7% 102.9% 104.6% 96.6% 98.0%

26,762,052 27,539,521 28,816,683 27,845,859 27,293,990

65.2% 68.7% 103.5% 96.3% 105.9%

1,917,259 1,317,439 1,363,067 1,312,385 1,389,423

75.3% 77.8% 115.3% 464.0% 98.7%

522,420 406,516 468,528 2,174,040 2,145,652

皆増 436.3% 92.9% 103.1% 92.7%

762,966 3,328,940 3,093,121 3,189,836 2,955,812

97.6% 96.0% 100.7% 103.9% 103.5%

109,853 105,505 106,263 110,445 114,287

213.7% 99.7% 93.6% 18.9% 17.6%

63,695 63,504 59,414 11,207 1,978

91.0% 83.0% 97.9% 98.3% 94.4%

982,000 815,316 798,108 784,199 740,568

皆増 136.3% 102.8%

0 0 1,245,994 1,698,909 1,747,237

105.4% 106.8% 222.3% 117.3% 95.3%

1,984,797 2,120,003 4,711,899 5,526,255 5,267,926

109.0% 103.4% 376.6% 122.0% 95.1%

853,913 883,245 3,326,420 4,058,554 3,859,379

102.8% 109.4% 112.0% 105.9% 96.0%

1,130,884 1,236,758 1,385,479 1,467,701 1,408,547

※　平成１６年度までについては、旧四日市市と旧楠町の決算額の合計

自 動 車 取 得 税 交 付 金

特別地方消費税交付金

地 方 消 費 税 交 付 金

配 当 割 交 付 金

平成９年度

利 子 割 交 付 金

う ち 特 別 交 付 税

う ち 普 通 交 付 税

地 方 交 付 税

地 方 特 例 交 付 金

う ち 法 人 市 民 税

ゴルフ場利用税交付金

市 税

う ち 個 人 市 民 税

株式等譲渡所得割交付金

地 方 譲 与 税

う ち 固 定 資 産 税

年　　　　　度

市税等の推移

平成13年度平成10年度 平成11年度 平成12年度
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（単位　千円）

平成18年度 平成18年度 平成19年度
（12月補正後） （決算見込） （当初予算）

97.2% 98.6% 100.4% 104.8% 101.8% 102.0% 108.0%

50,839,465 50,133,200 50,317,982 52,724,859 53,693,950 53,760,692 58,053,600

98.7% 93.6% 97.1% 106.1% 108.9% 108.8% 121.6%

14,204,296 13,294,067 12,907,800 13,696,359 14,915,500 14,898,970 18,114,500

84.7% 122.2% 108.8% 126.8% 102.1% 100.2% 100.2%

4,487,950 5,485,014 5,967,750 7,568,809 7,727,600 7,580,700 7,598,100

98.6% 97.4% 100.1% 100.1% 99.0% 99.6% 103.8%

26,899,992 26,199,571 26,221,424 26,253,016 25,992,050 26,151,292 27,157,500

96.0% 104.9% 141.5% 126.5% 145.6% 145.3% 38.9%

1,334,308 1,400,068 1,981,641 2,506,349 3,649,000 3,641,121 1,415,000

28.8% 70.5% 98.1% 58.5% 64.0% 72.4% 99.5%

617,784 435,386 426,981 249,861 160,000 180,886 180,000

皆増 151.5% 93.1% 143.0% 100.0%

88,672 134,296 125,000 192,028 192,000

皆増 227.1% 42.4% 71.8% 120.0%

93,516 212,386 90,000 152,437 183,000

91.3% 107.4% 109.0% 92.4% 100.9% 102.3% 98.7%

2,699,183 2,900,256 3,162,038 2,922,551 2,950,000 2,988,649 2,950,000

95.2% 98.0% 96.8% 98.8% 88.3% 92.6% 95.3%

108,754 106,614 103,217 101,969 90,000 94,421 90,000

皆減

94.8% 107.2% 102.1% 100.3% 96.0% 99.3% 98.0%

701,758 752,335 768,479 770,963 740,000 765,484 750,000

96.6% 99.6% 101.4% 101.8% 95.7% 90.9% 34.6%

1,687,946 1,681,143 1,705,436 1,736,681 1,661,700 1,578,349 546,000

119.4% 94.7% 66.8% 98.9% 47.9% 47.9% 90.9%

6,290,170 5,954,225 3,976,031 3,931,391 1,881,664 1,881,664 1,710,000

128.1% 94.7% 58.8% 100.6% 28.2% 28.2% 90.8%

4,942,661 4,681,823 2,753,891 2,769,273 781,664 781,664 710,000

95.7% 94.4% 96.0% 95.1% 94.7% 94.7% 90.9%

1,347,509 1,272,402 1,222,140 1,162,118 1,100,000 1,100,000 1,000,000

上段は対前年度比

平成16年度 平成17年度平成14年度 平成15年度

（決算ベース）
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地　方　債　年　度　末

108,529,475 107,836,450 107,705,872 105,425,611 102,599,283

うち減税補てん債
（ 借 換 債 含 む ）

11,343,675 11,412,161 11,460,394 11,515,586 11,366,740

うち臨時財政対策債 50,000 2,614,600 7,837,100 11,592,700 14,365,675

土地区画整理事業 4,259,555 4,450,693 4,321,225 4,588,744 4,399,074

福祉資金貸付事業 103,851

住 宅 新 築 資 金 等
貸 付 事 業

395,765 327,917 266,454 217,561 160,701

公共用地取得事業 1,291,456 3,087,312 3,913,568 5,411,024 8,619,030

323,900 375,200 463,100 563,100

114,580,102 116,026,273 116,582,320 116,106,041 116,341,188

う ち 合 併 特 例 債
（基金造成含む）

523,000 2,052,100

収
益

250,000 225,300 175,700 125,835 75,703

1,582,605 1,633,873 1,707,240 1,747,392 1,749,747

102,811,495 3,120,096 3,244,177

1,399,884 1,503,253 1,602,311 1,757,867 1,864,438

105,793,984 6,257,222 6,553,728 3,505,259 3,614,185

22,082,458 22,094,408 21,891,518 21,620,128 21,375,796

3,377,945 3,590,787 3,310,040 2,978,137 2,627,307

100,789,253 101,392,179 104,125,263 103,002,712

25,460,403 126,474,448 126,593,737 128,723,528 127,005,815

323,900 375,200 463,100 563,100

246,084,489 248,659,343 249,530,285 247,997,563 246,473,791

17決算
区  分

年   度
16決算13決算 15決算14決算

水 道 事 業

一  般  会  計
普

通

会

計

準

公

営

企

業

計

農 業 集 落 排 水 事 業

競 輪 事 業 会 計

食 肉 セ ン タ ー
食 肉 市 場 事 業

公 共 下 水 道 事 業

市 営 駐 車 場 事 業

特

別

会

計

（都市下水路分）

重複分

市立四日市病院事業

下 水 道 事 業

計

合       計

公

営

企

業
計

16



　現　在　高　の　推　移　　　（過去の決算額に楠町分を含む）
(単位   千円)

101,136,790 10,554,699 2,055,616 12,610,315 7,947,500 98,529,591

11,082,711 925,264 149,426 1,074,690 10,157,447

16,803,350 428,149 255,148 683,297 2,339,000 18,714,201

4,079,507 343,051 79,410 422,461 3,736,456

(※会計廃止、14年度に全額償還済)

119,838 21,485 6,146 27,631 98,353

8,176,963 546,267 121,477 667,744 7,630,696

609,505 20,084 5,463 25,547 589,421

114,122,603 11,485,586 2,268,112 13,753,698 7,947,500 110,584,517

5,592,300 128,490 128,490 4,077,600 9,669,900

25,302 25,302 68 25,370

1,783,229 100,270 31,736 132,006 132,400 1,815,359

（※14年度以降については、四日市市分は公営企業会計で計上）

(※13年度以降については、一般会計に含む)

1,990,603 55,421 46,110 101,531 149,200 2,084,382

3,773,832 155,691 77,846 233,537 281,600 3,899,741

21,197,872 1,087,729 748,368 1,836,097 830,000 20,940,143

3,138,248 672,889 46,669 719,558 3,154,100 5,619,459

103,052,315 4,708,879 3,323,764 8,032,643 2,721,700 101,065,136

127,388,435 6,469,497 4,118,801 10,588,298 6,705,800 127,624,738

609,505 20,084 5,463 25,547 589,421

244,700,667 18,115,992 6,459,364 24,575,356 14,934,900 241,519,575

発行額償還利子 元利合計
18見込

残高償還元金

19　当　初　予　算

17



（単位：千円、％）

部　局 Ａ Ｂ Ａ－Ｂ　　　Ｃ Ｃ／Ｂ×100

22,796,487 22,158,082 638,405 2.9

6,702,714 6,387,132 315,582 4.9

3,777,101 2,502,185 1,274,916 51.0

1,793,989 1,833,965 ▲ 39,976 ▲ 2.2

21,253,480 20,347,003 906,477 4.5

4,652,525 4,035,554 616,971 15.3

6,004,536 5,948,220 56,316 0.9

8,641,706 8,064,063 577,643 7.2

21,791 15,592 6,199 39.8

660,805 848,896 ▲ 188,091 ▲ 22.2

330,700 73,695 257,005 348.7

91,972 92,882 ▲ 910 ▲ 1.0

8,012,903 9,663,707 ▲ 1,650,804 ▲ 17.1

3,876,151 3,643,619 232,532 6.4

165,380 261,932 ▲ 96,552 ▲ 36.9

上 下 水 道 局 8,587,000 8,670,000 ▲ 83,000 ▲ 1.0

市 立 四 日 市 病 院 768,760 853,473 ▲ 84,713 ▲ 9.9

98,138,000 95,400,000 2,738,000 2.9

企

業

会

計

に

対

す

る

補

助

費

等

税 務 理 財 部

19年度当初

収 入 役 室

議 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会

保 健 福 祉 部

商 工 農 水 部

環 境 部

総 務 部

都 市 整 備 部

増減額 伸率区　分 18年度当初

一般会計歳出予算【部局別】

楠 総 合 支 所

合　　　　　　計

監 査 事 務 局

教 育 委 員 会

消 防 本 部

市 民 文 化 部

経 営 企 画 部
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経 営 企 画 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

  平成１９年度を初年度とする「第２次行政経営戦略プラン」について、第 1 次行政経

営戦略プラン（平成１６年度～１８年度）の成果である「集中と選択による施策展開」や

「財政の健全化」を堅持しつつ、積極的かつ着実な事業の推進を図る。 

 また、中核市への移行に向けた第１段階のステップとして、平成２０年４月に「保健

所政令市」へ移行することを目標に準備を進め、市民に身近な行政機関として住民サ

ービスの充実を図るとともに、集中改革プランに基づく行財政改革を推進し、地方分

権時代に相応しい「自主自立」の都市経営を進める。 

 なお、持続的な景気回復や税源委譲の影響を受けて、市税収入は増加する一方

で、地方譲与税や地方特例交付金等が減収となり、実質的には、依然として厳しい財

政状況にあるため、新年度においても堅実な財政運営に努めることとする。 

 

１．総合計画の推進について 

  第２次行政経営戦略プランを推進しつつ、平成２２年度を最終年度とする現総合計

画の改訂に向けて、現状分析・市民意向把握などの準備作業を開始する。 

  また、食育推進計画などの新たな市民ニーズや政策課題に対応した調査研究を

進めるとともに、社会経済状況の変化に応じた行政課題について、四日市大学や四

日市看護医療大学などの関係機関と連携を図りつつ、政策推進監会議や各部局を横

断する庁内研究体制を整え政策研究を進める。 

【主な事業】   総合計画推進事業                 ４，７００千円 

                食育推進事業                      ６８０千円 

 

２．土地開発公社の経営健全化について 

  土地開発公社については、依然として 196 億円（平成 17 年度末）の債務残を抱え

ており、金利上昇局面にある今日、このまま債務処理を先送りすれば、経営破綻を来

たす恐れがあり、しいては債務保証を行っている市にとって、財政負担がより一層拡

大する可能性がある。 

  このため、「四日市市土地開発公社経営改善検討委員会」の提言に基づき、新

保々工業用地を始めとする不良資産について、債務処理を行うための財源として、新

たに土地開発公社健全化基金を造成するとともに、早期に具体的な健全化策を推進

する。 

部局別予算説明資料 
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【主な事業】   土地開発公社経営健全化基金積立金  １，０００，０００千円 

 

３．行財政改革の推進及び行政経営システムの構築について 

  行財政改革の推進については、第２次行政経営戦略プラン・行革プラン（平成 19

～21 年度）に基づき、計画的かつ着実な実施するべく進捗管理を強化する。また、指

定管理者制度については、指定管理の実施等に係るチェック、保守点検体制の整備

に継続して取り組む。さらに、外郭団体の統廃合・業務の整理合理化については、平

成 18 年度策定の基本方針に沿って具体的な取組に着手する。一方、市場化テストに

ついては、制度の研究と導入の検討を行い、導入指針等の策定を目指す。 

業務棚卸表による行政評価については、指標や目標設定、評価技法等の改善・向

上のため１次、２次、外部の多角的な評価体制の構築を図る。また、パブリックコメント

手続については、運用と実績の蓄積を図る中で、市民への周知の充実など制度の適

正かつ円滑な運用を進める。  

【主な事業】  行財政改革推進費                  ３，９０９千円 

 

４．健全な財政運営の推進について 

  予算編成においては、引き続き財源配分方式による業務棚卸表等を活用した決

算評価に基づく成果・決算重視の編成を行う。 

   また、企業会計的な財務諸表などによる財政分析の取り組みを進め、第２次財政

プランに示す「財政運営の指針」に掲げる目標の達成に向け、中長期的な観点から

の財政運営を推進する。 

  【主な事業】   財政管理経費                   ５，１１５千円 

 

５．保健所政令市移行準備について 

中核市への段階的移行に向けたステップとして平成２０年４月の保健所政令市移行

を目指し、引き続き、保健所等の設置準備、県への職員派遣、条規整備、各種システ

ム整備など移行準備作業を円滑に進める。 

また、保健所設置を契機として、市の保健、福祉、医療施策の充実につなげるため、

保健、福祉、医療の効果的な連携のあり方について調査を行う。 

  【主な事業】    保健所準備事業               １０７，０２１千円 

             保健・福祉・医療の連携事業          １，０００千円 

 

６．四日市港の整備促進について 

  伊勢湾スーパー中枢港湾の指定を受けた四日市港について、中部地域の産業活

動を支え国際競争力を維持・強化されるよう、四日市港管理組合と協議を進める。また、

臨港道路霞４号幹線を始めとする港湾の整備を促進する。 
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また、浜園旅客ターミナルの利用客について年間 20 万人を目指し、臨時駐車場の

改修など利便性の向上を図り、市民に利用しやすい環境整備に努める。 

【主な事業】  四日市港管理組合負担金            １,６３５，３００千円 

海上アクセス関連経費                 ８０, １６５千円 

 

７．四日市看護医療大学育成会への補助について 

平成１９年４月に開学予定の「四日市看護医療大学」に優秀な学生を確保す

るとともに、卒業後には市内医療機関への就業を促し、地域医療の充実と看護

師不足の解消を図るため、「四日市看護医療大学育成会」が創設する奨学制度に

対して補助金を交付する。 

【主な事業】  四日市看護医療大学奨学資金           ３１，８００千円 
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１．目的 

平成２０年４月の保健所設置に備え、保健所業務の事務引継ぎを行うとともに、シ

ステムや検査機器など施設設備の整備を進める。 

 

２．内容 

（１）各種電算システムの整備 ２０，０００千円 

県から移譲される事務に伴う各種電算システムについて、本市の既存システム

に合わせ、整備を行う。 

      食品衛生システム(営業許可、台帳管理、統計等) 

      薬事衛生システム（薬局、薬品販売等営業許可、台帳管理、統計等） 

      医事監視システム（病院、診療所開設許可、台帳管理、統計等）など 

（２）保健所設備の整備 ５４，０００千円 

平成２０年４月の市保健所設置に備え、検査機器・車両などの導入を行う。 

      細菌検査機器等の検査備品 

      感染症患者対応車・捕獲車  など 

 

３．予算額  １０７，０２１千円（財源内訳） 一般財源  １０７，０２１千円 

（前年度      ０ 千円）        

 

４．その他 

   保健所の場所については、当初、県四日市保健所を借用することとし、早期に市独自の保

健所を整備することとしたい。 

 

担当 経営企画部中核市推進課

            伊藤

   ℡ ３５４－８５６２ 

保健所整備事業 
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１．目的 

近年、看護、医療技術等の多様化、高度化に伴い、それらに携わる関係者の資質・能力

向上への社会的期待が高まる一方、看護師不足の解消は地域医療の大きな課題の一つにな

っている。このような社会状況の中、平成１９年４月に開学予定の「四日市看護医療大学」

に優秀な学生を確保するとともに、卒業後には市内医療機関への就業を促し、地域医療の

充実と看護師不足の解消を図るため、「四日市看護医療大学育成会」が創設する奨学制度に

対して補助金を交付する。 

 

２．内容 

（１）運営主体   四日市看護医療大学育成会 

（２）奨学金対象  四日市看護医療大学に在籍し、将来四日市市内の医療機関に従事し 

          ようとする学生 

（３）奨学金の額  ８８，４００円／月 以内 

（４）返還の免除  卒業後１年以内に市内の医療機関等に勤務した場合に、貸与年数に 

          １年間を加えた期間以上勤務すると返還免除される。 

（５）理事会    四日市看護医療大学育成会に大学教員、市職員、市立病院職員等で 

          構成する理事会を設置し、奨学金貸与の審査・決定等を行う。 

 

３．予算額   ３１，８００千円  （財源内訳） 一般財源 ３１，８００千円 

 （前年度        ０千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 経営企画部 政策課

渡辺

四日市看護医療大学育成会への補助事業 

四日市看護医療大学イメージ図 
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総  務  部 

 
新年度予算における基本的な方針 

市民が安全に暮らせるように、近い将来に発生すると想定されている東南海地震及

び南海地震などへの地震防災対策を引き続き推進するとともに、平成 18 年度に策定

した四日市市国民保護計画について市民への周知を行う。 

また、一人ひとりの人権が尊重されるまちを目指し、よっかいち人権施策推進プラ

ンに掲げた施策や各種答申を踏まえた人権・同和施策に取り組む。 

そのほか、デジタル地図の整備・施設予約システムの導入等、電子自治体への取り

組みを県下共同で実施し、市民の利便性向上や行政内部の情報の共有化と業務の効率

化を図る。 

内部管理面においては、市民の視点に立ち高い職務遂行能力を有する人材の育成の

ため、新たに管理職を対象とした危機管理意識養成研修を行うなど多様な職員研修を

実施する。 

 

１．防災対策の推進について 

 地震防災対策として木造住宅の無料耐震診断、補強計画策定補助、耐震補強補助等

を継続するとともに、共同住宅（分譲マンション）の耐震診断についても新たに補助

対象とする。 
 また、大規模災害発生時には近鉄四日市駅周辺で多くの帰宅困難者が発生すること

が予想され、その支援施設として安島一丁目に整備した防災倉庫に防災資機材や食糧

を備蓄するとともに、沿岸部の中学校等にコンテナ型防災倉庫 10 基を新設する。 
 さらに、市民の積極的な防災活動を支援するため、自主防災組織の活動や資機材整

備等に対する助成を行い、市民の防災力の向上を図るほか、災害発生時に迅速な対応

を図るため、常設型の防災危機管理室設置と災害関係情報を適時適切に把握できるよ

う情報機器類の整備について、実施設計を行う。 
 そのほか、平成 18 年度に作成した四日市市国民保護計画を周知するため、国民保

護フォーラムを開催するなど、国民保護に関する取り組みに関する啓発を進める。 
【主な事業】  耐震化促進事業        ６８，５００千円 

        防災倉庫整備事業       ９７，４２５千円 

        自主防災組織活性化事業    ２８，０００千円 

       ○新防災危機管理室整備事業     ２，５００千円 

        防災計画・国民保護計画策定事業 １，１１８千円 
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２．人権・同和施策の推進について 

   平成 15 年 9 月の四日市市隣保館運営審議会からの答申「今後の隣保館のあり方につい

て」及び平成 16 年 3 月の四日市市同和対策委員会からの答申「今後の同和行政のあり方

について」を具体化するとともに、平成 17 年 3 月に策定した「よっかいち人権施策推進

プラン」に掲げた施策を具体的に実施していくための事業に取り組む。 

【主な事業】 人権のまちづくり事業               ４，５７７千円 
       ○新人権リーダー養成講座（人権大学）      １，４５０千円 

スーパーバイザー配置等による相談体制の充実 
        ９００千円 

            各地区人権協・同推協等への啓発委託    ７，２００千円 
人権活動拠点施設整備事業（施設改修）２３，８４３千円 

 

３．職員研修の充実について 

職員の各階層に応じて行う階層別研修をはじめ、実務・専門研修（特別研修）では、

新たに管理職を対象とした危機管理意識養成研修を実施するとともに、官民交流セミ

ナー、アカウンタビリティ能力養成研修などを実施し、職員の危機管理能力の向上や

意識改革を図る。派遣研修では自治大学校、市町村アカデミー等の外部教育機関へ職

員を派遣し、その成果を発揮させることにより職場の活性化と市民から信頼される職

員の育成を目指す。 

【主な事業】  階層別研修費       ９，４８３千円 

        特別研修費         ５，１４３千円 

派遣研修費               ８，３３３千円 

 

４．広報施策の推進について 

市民と情報を共有するため、各種市政情報をタイムリーに分かりやすく、広報紙を

はじめケーブルテレビ、インターネット、ＦＭラジオ等の各種広報媒体の特性を生か

したきめ細かな情報提供を行う。 

【主な事業】   広報刊行物発行事業   ６１，２５６千円 

         情報発信事業      ２６，２６２千円 

 

５．情報化の推進について 

電子自治体への取り組みでは、デジタル地図について、都市計画図等に使用できる

｢1/2500 地形図｣、道路台帳附図に利用する｢1/1000 道路縁図｣の整備を、県下市町共

同で市町村振興協会の支援を得ながら平成 18－20 年度で実施する。 

また、電子申請、電子入札システムの整備については、平成 20 年度以降の導入に
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向け準備を進める。さらに施設予約については、平成 18 年度に導入した楠プラザ用

システムの活用を含め検討を進める。 

【主な事業】  電子自治体構築事業費    ２０,８００千円 

 

６．統一地方選挙の実施について 

平成 19 年度中に予定されている選挙を適正に執行する。 
【主な事業】 参議院議員選挙費     ７６，２３２千円 

        県知事選挙費        ４９，２６３千円 

        県議会議員選挙費      ２１，２３７千円 

市議会議員選挙費     １５０，４０５千円 

        桜財産区管理委員選挙費      ３，０４７千円 
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１．目的 

 大規模地震から市民の尊い命と財産を守るため、国土交通省「住宅・建築物耐震改

修等事業制度」や三重県「三重県木造住宅耐震診断費等事業費補助事業」、「三重県木

造住宅耐震補強補助事業」を活用し、住宅・建築物の耐震化を推進する。 

 

２．内容 

○木造住宅無料耐震診断･･･昭和 56 年の建築基準法改正前に着工された木造軸組工法

（在来工法）の住宅について、無料耐震診断を引き続き実施する。（350 戸） 

○木造住宅耐震補強計画策定費補助金･･･木造住宅の耐震診断受診者が耐震補強工事

を行うための補強計画策定費に対する補助を行う。（80 戸） 

○木造住宅耐震補強工事費補助金･･･木造住宅の耐震診断受診者が耐震補強工事を行

う際に、その費用の一部に対する補助を継続して実施する。（耐震補強工事費補助

60 戸、準耐震補強工事費補助 20 戸） 

○家具転倒防止金具取付事業･･･災害時要援護者宅での家具への転倒防止金具の無償

取り付けを引き続き実施する。（50 戸） 

○木造住宅除却工事費補助金･･･老朽化が著しく耐震補強が困難な住宅について、隣接

する避難路及び他の住宅等に影響を及ぼすと認められる場合に、その除却に必要な

経費の一部を助成する。（5戸） 

○新 ○共同住宅耐震診断費補助金･･･昭和 56 年の建築基準法改正前に建築された 3 階建て

かつ 1,000 ㎡以上の共同住宅（分譲マンション）の耐震診断にかかる経費の一部を

助成する。（4棟） 

 

３．予算額  ６８，５００千円（財源内訳）  国庫支出金  １２，２５０千円 

  （前年度 ５０，３００千円）       県支出金   ２０，８７５千円 

                       一般財源   ３５，３７５千円 

 ○過去の実績 

 H16 H17 H18(見込) 

木造住宅耐震診断 780 戸 560 戸 300 戸

木造住宅耐震補強 8 戸 39 戸 45 戸

木造住宅準耐震補強 ― ― 15 戸

耐震補強計画作成 ― ― 70 件

除却工事費補助 ― ― 10 戸
担当 総務部防災対策課

   石田  

   ℡ 354-8119 

耐 震 化 促 進 事 業 
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１．目的 

 大規模災害発生時には、近鉄四日市駅において多数の帰宅困難者の発生が予想され

ることから、これらの人々への支援施設として安島一丁目に建設した防災備蓄倉庫に

備蓄する資機材や食糧等を整備する。 

 また、津波浸水被害の発生が予想されたり、住宅が密集している沿岸部の中学校等

にコンテナ型防災倉庫を１０基新設するとともに、防災関係資機材及び備蓄食糧の整

備を行い、市域における総合的な防災能力の向上を図る。 

 

２．内容 

○安島防災倉庫      鉄骨造 ２階建て、延床面積５３６．８６㎡ 

○防災倉庫新規整備箇所  沿岸部の中学校等１０ヵ所 

○防災資機材整備内容   毛布、照明器具、トイレ、保存食等 

 

 

３．予算額  ９７，４２５千円  （財源内訳）県支出金   ５５，０００千円 

 （前年度 １１１，８５３千円）       寄 付 金   ３２，５００千円 

                       一般財源    ９，９２５千円 

 

  

 

担当 総務部防災対策課 

   石田  

   ℡ ３５４－８１１９ 

防 災 倉 庫 整 備 事 業 
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１．目的 

 地震等の大規模災害に対応するためには、「自らの命は自らが守る」という防災対策

の基本に立ち、市民の自助努力や地域連携による共助が行われやすいような自主防災

組織を活性化する必要がある。本市における自主防災組織の結成率は 98.99％（平成

19 年 1 月 1 日現在）であり、全国平均 64.5％（平成 17 年版『消防白書』）を上回って

いるが、より組織が有効に活動できるように支援することにより、市民による自助・

共助の推進を図る。 

 

２．内容  

 ○地区防災組織活動補助･･･地区連合自主防災組織が実施する防災訓練・防災啓発等

に要した経費について補助。（上限：38 万円＋30 円×世帯数） 

○自主防災組織結成補助･･･新規に自主防災組織を結成した場合に、防災資機材の整

備に要した経費について補助。（上限：15 万円） 

○防災資機材等整備補助･･･自主防災組織が防災資機材の整備に要した経費の1/2の

額を補助。（上限：5万円＋300 円×世帯数） 

○防災対策設備等整備補助･･･自主防災組織等が可搬式ポンプ等を購入した際、その

経費の 1/2 の額を補助。（上限 50 万円） 

 

３．予算額  ２８，０００千円  （財源内訳）県補助金    １，５００千円 

（前年度  １９，５００千円）       一般財源   ２６，５００千円 

 

 

○自主防災組織の結成総数 

 H16 H17 H18 

地区防災組織 16 19 24 

自主防災組織 603 623 628 

 

 

 

 

 

担当 総務部防災対策課 

   村田  

   ℡ ３５４－８１１９ 

自主防災組織活性化事業費 
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１．目的 

自然災害や大規模事故、国民保護法に基づく武力攻撃事態・緊急対処事態等が発生

した際に、迅速かつ効率的な対応ができるよう災害対策本部の機能向上を図る。 

 

 

２．内容 

 災害対策本部機能の向上を図るため、常設型の災害対策本部室と災害関係情報を適

時適切に把握できるよう情報機器類の整備を行うため、平成 19 年度はその実施設計を

行う。 

 ○平成 19 年度･･･防災危機管理室実施設計 

 ○平成 20 年度･･･防災危機管理室整備工事、防災情報機器整備 

 

３．予算額   ２，５００千円  （財源内訳）一般財源    ２，５００千円 

 （前年度       ０千円）        

                        

                        

                         

 

 

 

 

 

 

担当 総務部防災対策課 

   人見  

   ℡ ３５４－８１１９ 

（新）防災危機管理室整備事業 
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１．目的 

  電子自治体の構築に向け、デジタル地図・電子申請の大規模システムの導入に取り

組む。デジタル地図は行政情報の基盤となるシステムで効率的な情報管理を、一方、

電子申請は市民との接点の中核となるシステムで多様な行政手続の提供を目的とする。

また、共同処理によってシステムの標準化と導入・保守経費の軽減を図る。 

 

２．内容 

  デジタル地図については、都市計画図等に使用できる｢1/2500 地形図｣、道路台帳附

図に利用する｢1/1000 道路縁図｣の整備を、県下市町共同で市町村振興協会の支援を得

ながら平成 18－20 年度で実施する。 

また、電子申請、電子入札システムの整備については、平成 20 年度以降の導入に向

け準備を進める。さらに施設予約については、平成 18 年度に導入した楠プラザ用シス

テムの活用を含め検討を進める。 

 

３．予算額  ２０，８００千円  （財源内訳）一般財源   ２０,８００千円 

 （前年度 １０３，２００千円） 

 

電子自治体の構築 

都市計画図 

担当 総務部ＩＴ推進課 

   加藤  

   ℡ ３５４－８１０６ 

道路台帳附図
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税 務 理 財 部 
 

新年度予算における基本的な方針 

大規模地震への対応として、「建築物の耐震改修の促進に関する法律（耐震改修促進

法）」に基づき、平成１９年度は前年度に引き続き、基礎免震工法により本庁舎の改修

を行い、平成２０年３月の完成を目指す。なお、四日市市総合防災計画で総合防災拠

点として位置づけられていることから、災害発生時の情報の収集・提供・共有並びに

復旧の拠点としての機能を確保するとともに市民が安全かつ安心して利用できる環境

を整えるための整備をあわせて実施する。 

市税については、国から地方への税源移譲について、納税者の十分な理解が得られ

るよう周知・広報を行うとともに、課税対象者の的確な把握に努め、公平かつ適正な

課税を行い、自主納税のさらなる推進、滞納者対策の強化に取り組むことによって、

収納率の向上と収入の確保を図る。 

国民健康保険については、平成２０年度から保険者に義務付けられる特定健診と保

健指導について検討し、準備を進める。 

 

 

１．大規模地震対策への対応について（庁舎等の管理及び整備） 

平成１８年度に引き続き、本庁舎耐震改修工事を進める。 

地震災害時における総合防災拠点としての機能を高め、市民及び職員の安全を確保

するため、耐震化整備に加え、自家発電設備等を増強する。 

【主な事業】  庁舎等整備事業費 ２，０６４，７１７千円のうち 

本庁舎耐震改修事業   ２，０４７，６４０千円 

 

区分 基本設計 実施設計 監理費 工事費 その他関連

工事等 

合計 

H14 15,750     15,750

H17  28,875    28,875

H18   12,910 757,000 24,030 793,940

H19   30,140 1,983,500 34,000 2,047,640

合計   15,750   28,875   43,050 2,740,500     58,030  2,886,205

 

２．課税対象者の的確な把握について 

市民税、固定資産税等の課税対象者の的確な把握に努め、公平かつ適正な課税を行

う。特に未申告者に対する調査を強化するとともに、納税啓発活動の推進を図る。 

 

３．自主納税の一層の推進について 

自主納税を推進するため、口座振替金融機関報奨金制度とダイレクトメールによる

口座振替案内を実施し、口座振替加入率の向上を図る。また、税に対する理解と協力

を得るため、税広報特集号やインターネット等により税情報の積極的な発信を行う。 
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【主な事業】  自主納税推進経費         １２，０８７千円 

（口座振替案内ダイレクトメール経費・銀行報奨金） 

             市税前納報奨金            ２５，３５１千円 

 

４．滞納者対策について 

税源移譲により滞納額の増加が懸念されることから、その対策として、初期滞納の

早期解決を図るため自動電話催告システムを活用して小規模滞納者の削減を図る。ま

た、累積滞納者対策として、時差勤務の実施、差押処分の強化などに加えて、夜間・

休日窓口の開設による納税の機会の拡大を図り、収納率のさらなる向上を目指す。 

さらに、三重地方税管理回収機構に解決困難事案を移管し、累積滞納の整理回収を

あわせて進めていく。 

【主な事業】 自動電話催告システム経費       ７，５１４千円 

さわやかテレフォン事業        ３１，００７千円 

（嘱託及び再任用職給） 

三重地方税管理回収機構負担金   １７，２８９千円 

              滞納整理システム経費          １，５８４千円 

 

５．国民健康保険事業について 

疾病予防活動である保健事業は医療費抑制につながる重要な事業である。前年度に

引き続き「国保総合検診」、「脳ドック」「歯科検診」の一部補助を実施する。また、平成

２０年度から医療制度改正により保険者に義務付けられる新たな生活習慣病対策とし

ての特定健診と保健指導を実施するための準備と計画を策定する。 

一方、国民健康保険料の収納、滞納対策としては、これまでも実施している職員の

休日訪宅、納付指導員の活用による生活実態調査を充実するとともに、悪質滞納者に

ついては市税との合同滞納整理班の連携をさらに強化して収納率の向上を図る。 

さらに、平成１９年１０月から実施が予定されている、国民健康保険被保険者証カ

ード化の準備を行う。 

       【主な事業】 保健衛生普及事業         １１，０６４千円 

 

６．契約事務について 

公共工事の品質確保を図るため、平成１７年度に施行された「公共工事の品質確保の促

進に関する法律（品確法）」を踏まえ、価格だけでなく、価格とその他の条件を総合的に判断    

して、落札者を決定する総合評価落札方式の試行について検討する。 

また、契約事務に対する市民の理解を深めるため、入札制度の基本的事項や入札結果

等の契約情報について、ホームページを活用して積極的に公表する。 

 

７．工事検査について 

市民へ良質な公共施設を提供するため、発注した工事契約の適正な履行を確保する。

工事の検査及び設計内容の審査、検査職員・監督職員の育成並びに適正な施工管理を

図りながら、工事の検査室による全数検査を目指す。 
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１．工事スケジュール 

平成 18 年度に引き続き、本庁舎耐震改修工事を進める。 

 平成 20 年 3 月 14 日完成予定。 

  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

工
事
内
容

2006年 2007年 2008年

　準備工事

　　　　　　既存解体

　　外周部　山留め・杭・掘削・擁壁・躯体

　掘削鋼管杭

マットスラブ・免震装置 検査

仕上・復旧

 

２．工事内容 

庁舎の基礎免震工法による耐震化工事に加え、次の改修工事を予定している。 

  （１）自家発電設備の更新 

     ・老朽化による更新 

     ・500KVA（現 300KVA）の出力により、本庁舎の照明設備の１/３点灯を確保 

  （２）バリアフリー化へ改良 

・地下正面玄関西側のスロープ新設 

・１階正面玄関扉の自動化 

  （３）２・３階らせん階段周りの改修（冷暖房の改良） 

     ・階段周りにパーテーションを設置 

※ 平成 18 年度完了分 

・東エレベーター３台更新（老朽化による更新、3 台グループ化により待ち

時間を短縮） 

３．予算額：２，０４７，６４０千円  （財源内訳） 国庫支出金  142,386 千円 

   （前年度 ７９３，９４０千円）        市   債 1,688,800 千円 

                          一 般 財 源  216,454 千円 

 

   内訳 工 事 費   １，９８３，５００千円 

   監 理 費      ３０，１４０千円 

 その他関連工事等   ３４，０００千円 

 

                     担当 税務理財部管財課 

                           石 川 

                      ℡ ３５４－８２８８ 

本 庁 舎 耐 震 改 修 事 業 
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市 民 文 化 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

   個性豊かで、活力のある地域社会の実現を目指し、市民がその個性と能力を十分発

揮できるまちづくりを推進するとともに、市民文化の向上を目指し、様々な取り組み

に対する支援や生涯学習活動支援を行っていく。 

  そのため、地区市民センターを拠点とした地域社会づくりのより一層の活性化に向

けて、職員の意識改革や効率的な業務システムの検討に取り組むとともに、地域マネ

ージャーの能力開発にも努める。 

  また、市民による様々な地域活動に対する支援制度を、より一層充実するとともに、

全庁的な視点での新たな市民活動の発掘・育成にも努めていく。 

  さらに、平成１８年度に開設した丹羽文雄記念室の展示や語り部ボランティアの充

実をはじめ、文化振興財団が実施する諸事業の充実や市民大学の内容拡充などにも積

極的に取り組んでいく。 

  また、併せて男女共同参画社会の実現に向けて、市民により身近なところで、全市

的に男女共同参画意識が広がるよう、市民、事業者と協力・連携して、施策の展開を

図っていく。 

さらに、急増する外国人市民と共に暮らす地域づくりを目指して、外国人集住地区

における教育、日本語学習などの課題解決を地域団体とともに進め、これらの取り組

みを全市域における多文化共生社会の実現につなげていく。 

  

 

１．地域社会づくりについて 

市民主体の地域社会づくりの推進に向け、市民一人ひとりの地域活動への参加を促

進するため、地域社会づくり総合事業費補助金や市民活動団体の発掘・育成のための

「個性あるまちづくり支援事業」、「四日市市民活動ファンド」などを活用し、積極的

に地域活動を支援する。 

また、「市民活動による地域再生計画」に位置づけたシニアまちづくり人材バンク

等の事業に取り組む中間支援ＮＰＯの育成・強化を図り、自治会やＮＰＯがそれぞれ

の役割分担のもと、連携して地域活動に取り組めるような環境づくりを進める。さら

に、全庁的な視点で市民協働への取り組みを強化するため、「市民協働推進会議」を

中心に協議を進めるとともに、より市民ニーズに対応した地区市民センターの環境整

備についても具体的検討を進める。 

【主な事業】 市民活動支援事業                       

         ○新①地域再生計画推進事業         ５，０００千円 
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           ②個性あるまちづくり支援事業     １８，７７７千円 

          ③市民活動ファンド出捐金             ３，５００千円 

地域社会づくり総合事業費補助金      ７６，９８６千円 

地区市民センター住民運営推進事業     ６３，５６２千円 

集会所建設費補助金（耐震改修分）    １５，０００千円 

 

２．安全なまちづくりについて 

  「個性あるまちづくり支援事業（防犯活動枠・子ども見守り枠）」などの活用によ

り、住民による自主防犯活動が活発化する中、団体間のネットワーク組織として自主

防犯活動団体と３警察署により「四日市市地域防犯協議会」を組織し、情報共有を図

りながら犯罪抑止に向けた活動を行っている。本年度も引き続き同協議会への新規加

入や啓発活動の充実を図り、良好なコミュニティ形成という視点から安全なまちづく

りを推進する。 

また、街頭犯罪や客引き等の迷惑行為が多発化する市内の繁華街等での防犯活動に

関して、18 年度は地域の自主防犯活動が後押しとなり県の迷惑防止条例（通称）が

改正されたところだが、そのような繁華街等の環境浄化活動に対して、引き続き支援

を行う。 

  さらに、市民の防犯に対する意識の高まりを勘案し、各自治会において行われてい

る防犯外灯の設置や修繕、及び電灯料に対する助成を引き続き行う。 

【主な事業】 個性あるまちづくり支援事業（防犯活動枠・子ども見守り枠） 

                           ６，０００千円 

                                  （１８，７７７千円のうち再掲） 

繁華街等防犯対策活動補助金            ８００千円 

防犯外灯新設維持費補助金         ６９，５００千円 

 

３．文化振興について 

平成 16 年度策定の「四日市市文化振興ビジョン」を受けた実施計画を具体的に進

める会議（「四日市市文化行政総合企画調整会議」・「四日市市文化振興に関する市民

会議」）を有効に開催し、文化行政の全庁的な展開を図る。なお、平成 18 年度に博物

館内に開設した丹羽文雄記念室がより一層市民に親しまれるよう、解説ボランティア

語り部活動ＰＲを充実させるなどの取り組みを行う。また、民間の文化施設で行われ

る優れた芸術・文化事業に対しての支援や、市民が開催する全市文化事業・地区文化

事業に対する支援を、文化振興基金を活用して行う。施設整備に関しては、市民の文

化活動の拠点でもある文化会館の耐震工事を前年度に引き続き６月末まで行うとと

もに、老朽化設備の更新工事も行い、市民により安心して快適に使っていただけるよ

うな環境整備を行なう。 
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【主な事業】 丹羽文雄記念室事業                 ４７２千円 

       文化会館耐震化事業           ７２,０００千円 

       文化会館施設整備事業          ８０,０００千円 

 

４．生涯学習活動支援について 

市民への学習機会の提供として、市民大学の市民企画公募では、四日市のよさを知

ってもらうためのコースや文化鑑賞のノウハウを伝授していくコースを新たに設定

する。また、民間を含めた各種学習情報のホームページでの掲載など、生涯学習活動

支援を積極的に行う。各地区市民センターにおける公民館事業では、住民との協働に

より地域課題に応じた講座を計画し着実に実施していく。 

【主な事業】 市民大学一般クラス経費             ２，８４４千円 

       市民大学熟年クラス経費          ３，３４２千円 

   地区市民センター生涯学習事業費      ６，２４３千円 

 

５．広聴事業について 

「市政アンケート」を実施し、市政全般に対する市民の評価を聴き、各部局での施

策立案や事業実施に有効活用する。同時に、寄せられた意見や要望等に対して担当部

局からの迅速な対応を求める。また、パソコンや携帯電話の電子メールを利用した「市

政ごいけんばん」では、双方向性を生かし、各部局の個別施策に対する市民の意見を

迅速に把握するとともに、的確な施策展開に活用する。 

 

【主な事業】  市政アンケート経費                 ２，３０３千円 

市政ごいけんばん経費             １，６８０千円 

 

６．窓口サービスの向上について 

住民票や戸籍の証明発行などをはじめとする窓口業務について、住民の視点に立ち、

より正確、より迅速、より親切をモットーに、無駄のない効率的な窓口を目指す。 

【主な事業】  戸籍住民基本台帳事務費             ９９，８６９千円 

市民窓口サービスセンター運営費      ４，０１９千円 

 

７．男女共同参画の推進について 

男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画審議会や市民の意見を得ながら、基

本計画を策定し、施策を展開する。男女共同参画社会の実現に向けて、市民会議の設

置や男女共同参画アドバイザー（市民ボランティア）を拡充するなどして、市民、事

業者への啓発を図りながら、協働して事業に取り組むとともに、庁内の推進体制の増

強を図る。 
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【主な事業】 男女共同参画推進事業            ３，１７２千円 

       男女共同参画センター事業          ８，２７０千円 

 

８．多文化共生社会づくりの推進について 

   日本で生活する上で必要な行政情報等を外国人市民に正確に伝えるため、生活オリ

エンテーションを実施する。また、外国人集住地区における課題解決のために、特に

自治会や地域団体との連携した取り組みを強化し、その一環として、防災に重点を置

いた啓発事業を行い、災害発生時に備える。 

外国人労働者と密接なつながりのある商工会議所等の団体と連携して、市全域にお

ける多文化共生社会（＝国籍や民族の異なる人々が、互いの文化的違いを認め合い、

対等な関係を築こうとしながら、共に生きていく社会）の実現を目指す。 

また、国際交流協会や地域団体、市民ボランティアと連携し、日本語講座や生活相

談等を実施するとともに、外国人集住都市会議に引き続き参加して、同様の課題を抱

える都市間での情報交換を行い、法制度の改革が必要な課題については連携して国等

への提言を行っていく。 

【主な事業】 多文化共生推進事業            ９，８８３千円 

国際共生サロン管理運営委託          ８，５４５千円 

         四日市国際交流協会への補助金      １５，０００千円 

 

９．あさけプラザ事業について 

    年間約４６万人の利用がある当館は、開館後２３年が経過しているので、快適に

利用できるよう、老朽化した空調設備の改修・更新を行う。 

住民の魅力的なふれあいの場として広範な住民ニーズに応えるため、より一層適

切な運営に努めるとともに、簡素で効率的な管理運営の見直しを引き続き行う。 

   また、広域の住民を対象とした各種多様な自主事業を継続して行い、当館のＰＲ 

を積極的に展開し、貸館利用サービスの向上に努める。 

  【主な事業】  施設管理運営費                ７３，１８９千円 

      施設整備事業費                 ４７, ０００千円 

      図書資料整備費               １，２００千円 

      あさけプラザ運営協議会負担金         １，３００千円 
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１．目的 

「市民主体のまちづくり」を推進するため、市民が自主的に取り組む公益活動を積

極的に支援し、地域コミュニティのさらなる充実を目指す。 

 

２．内容 

 【個性あるまちづくり支援事業】         当初予算額  18,777 千円 

「個性あるまちづくり支援事業」に関して、４年目の団体を対象として、これまで

の活動をより充実させ、他団体のモデルとなることを期待して「上級編」を新設する。

あわせて、「立ち上げ期以外」を「中級編」と改称する。 

   ①立ち上げ期    補助金額 100 千円限度  補助率 10/10 

   ②中級編      補助金額 750 千円限度  補助率 2/3～9/10 

   ③上級編      補助金額 300 千円限度  補助率 3/5 

  ※助成総額  ・一般枠     約 12,490 千円 

         ・防犯活動枠、子ども見守り枠 

 約  6,000 千円 

  ※対象団体  任意団体（ＮＰＯ法人は対象外） 

 

 【四日市市民活動ファンドへの出捐】 

   個性あるまちづくり支援事業の NPO 法人向けの制

度として、公益信託制度を活用した市民活動ファンド

に引き続き出捐を行う。 

  ※出捐金額 約 3,500 千円 

  ○助成制度 

・助成金額 750 千円限度  補助率 2/3～9/10 

   ・対象団体 ＮＰＯ法人に限る。（１団体３回が限度） 

 

 【地域再生計画推進事業】 

内閣府の認定を受けた「市民活動による地域再生計画」に位置付け、国の支援を受

けてＮＰＯが実施した事業について、継続性の観点などから市独自の支援を行う。 

  ※助成総額 5,000 千円 

   ・限度額 2,500 千円  補助率 8/10～9/10 

例：「シニアまちづくり人材バンク」構築事業 

      事業概要：在職中に身に付けた様々な技術・技能を持つ団塊世代を対象とし

て、退職後地域において市民活動に積極的に参加し、活躍できる

システムの運営 

 

３．予算額  27,277 千円        （財源内訳）その他特財  500 千円 

 （前年度 23,000 千円）             一般財源  26,777 千円 

 

担当 市民文化部 市民文化課

       太田・山口 

    TEL ３５４－８１７９ 

市民活動支援事業 
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１．目的 

  市民を取り巻く街頭犯罪などの県内における刑法犯認知件数は、平成 14 年度をピー

クに減少傾向にあるものの、10 年前のおよそ２倍と依然高いレベルにある。そのよう

な状況の中、本市においては、近年、自主防犯に対する活動が活発化しており、引き

続き住民による防犯活動を積極的に支援することで、安全なまちづくりを推進する。 

 

２．内容 

①「個性あるまちづくり支援事業」の特別枠である「防犯活動枠」「子ども見守り枠」 

当初予算額  約 6,000 千円  

   引き続き防犯活動枠、子ども見守り枠を設定して、自主防犯活動に取り組む団体

の発掘・育成を図る。また、一般枠と同様に４年目の団体を対象に上級編を設ける。 

○防犯活動枠・子ども見守り枠（子ども見守り枠は、立ち上げ期のみ） 

     補助金額 立ち上げ期  ：100 千円限度  補助率 10/10 

          中級編    ：750 千円限度  補助率  2/3～9/10 

          上級編    ：300 千円限度  補助率 3/5  

 

※ 同制度に応募のあった自主防犯活動団体と

３警察署で組織する「四日市市地域防犯協議

会」（現 19 団体）の主催によるシンポジウム

等の活動を通じて、広く防犯活動の啓発を図

るとともに、同協議会への参加団体の拡大に

努め、より広域的な協議会を目指す。 

                                       
防犯シンポジウム 

②繁華街等防犯対策活動補助金 

当初予算額   800 千円  

    街頭犯罪や客引き等の迷惑行為が多発化する市内の繁華街等において、地域住民

が取り組む環境浄化活動などに対して支援を行う。       

○限度額：500 千円（3ケ年限度) 補助率：9/10  

 

 ③防犯外灯新設維持費補助金の拡充 

当初予算額   69,500 千円 （H18:67,600 千円） 

○補助率  電灯料：3/4、   設置・修繕：1/2（限度額 14 千円/基） 

 

３．予算額 76,300 千円          （財源内訳）一般財源 76,300 千円 

   （前年度 74,600 千円）  

担当 市民文化部 市民文化課

       太田・山口 

     TEL ３５４－８１７９ 

安全なまちづくり（防犯関係）推進事業 
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１．目的 

平成１８年度からの指定管理者制度の導入に伴い、市民の自己実現の場であるな

や学習センターと、様々な分野で活躍する市民活動団体を支える市民活動センター

を、なやプラザとして一体的に運用し、より市民活動団体等のニーズに即応した管理、

運営を行う。 

 

２．内容 

平成１９年度も、３年間の指定管理を受けた『四日市ＮＰＯセクター会議「なやプラ

ザ」運営委員会』が管理運営を行う。 

 

①なや学習センター 

   サークル活動、学習活動団体の学習、社会教育関係団体の会議の使用など、市民

の生涯学習活動やまちづくり活動のために施設・設備を利用に供する。 

②市民活動センター 

   団体の活動にかかる資料等の印刷、会議、ＮＰＯ法人化にかかる相談など、自主活

動団体の情報の収集、提供、交換の場として施設・設備を利用に供する。 

 

○平成 18 年度利用実績（４月～１２月） 

人数     35,833 人  （前年 31,372 人） 

貸室等件数 2,436 件  （前年  1,891 件） 

 

○なやプラザ指定管理者 

   四日市ＮＰＯセクター会議「なやプラザ」運営委員会 （４ＮＰＯ団体による共同体） 

     代表者：（特）市民社会研究所 

     構成員：（特）クロスポイント 

     構成員：（特）ドッグイヤー 

     構成員：（特）障害者福祉チャレンジド・ネット 

 

３．予算額 12,000 千円                （財源内訳） 一般財源 12,000 千円 

    （前年度 12,300 千円） 

 

担当 市民文化部 市民文化課 
     太田・山口 
  TEL ３５４－８１７９ 

なやプラザ（なや学習センター・市民活動センター）の運営 
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丹羽文雄記念室事業   

 
１．目的 
丹羽文雄記念室に多くの市民が訪れ、氏の足跡に市民が親しみまちの文化の

再発見ができるような取り組みを行なう。 
 
２．内容 
平成１８年１２月９日、文化勲章受章作家で四日市市名誉市民でもある郷土

の偉人丹羽文雄氏の功績を顕彰する施設として、博物館の 3 階に丹羽文雄記念

室をオープンした。記念室や、丹羽文雄氏の生家である崇顕寺、鵜の森公園の

句碑などを市民が巡り、丹羽文雄氏の偉業を多くの人に知ってもらうため、取

り組みを行なう。 
・ 開設にあたって活動を開始した解説ボランティア語り部活動の促進を図

る。 
・ 施設の日常管理を行なう博物館と連携しながら、事業の円滑な運営を図る。 
・ 博物館と連携し、時宜を得た催しを企画する。 

     
 開設後の丹羽文雄記念室入館者数 
  １８年１２月（９日～２５日）  のべ １，０９２人（ ７２．８人／日） 
       
 
 
３．予算額  ４７２千円    （財源内訳）一般財源  ４７２千円 
  （前年度 １，５００千円）       
                                    
                       

                                             
 
 

 
 
 

担当 市民文化部 市民文化課 
     川尻・秦 

TEL ３５４－８２３９ 
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文化振興基金活用事業補助金 

 
 
１． 目的 
  市民文化の振興を図るため昭和６０年から積み立て目標額２億円に達した

文化振興基金を活用して、市民を対象にした文化的事業に対して支援する。 
 
２． 内容 
○ 文化振興事業支援補助金 

全市的事業  ２０万円上限 補助対象経費の１／２以内 
  平成１８年度実績 ６団体  計 １，２００千円(見込み額) 
 
地区事業   １０万円上限 補助対象経費の１／２以内 
  平成１８年度実績 ９団体  計   ７４８千円（見込み額） 
 

 ○民間文化施設文化活動支援事業 
民間の優れた文化施設を利用して行われる文化事業に対して補助金を交

付し、入場料の低廉化を図り優れた芸術文化活動に触れる機会を提供す

るとともに、都市の貴重な文化的資産としての永続的な維持に資するよ

うにしていく。 
     平成１８年度実績 ２団体  計   ２６１千円（見込み額） 
 
 
 
３．予算額 ３，０３９千円     （財源内訳） その他特財 ３，０００千円 
 （前年度 ３，０００千円）         一般財源     ３９千円 
                                     
                                            
                                              

 
 
 
 
 

 

担当 市民文化部 市民文化課 
     川尻・藤波 

TEL ３５４－８２３９ 
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文化行政推進事業 

 
１．目的 
  本市の文化行政を推進することを目的に、文化の振興に関する基本計画（文

化振興ビジョン）に基づく「四日市市文化振興実施計画」を推進するため、

市民が参加し協議する市民会議等を開催し、文化行政を市全体で総合的に取

り組むよう具体的に進める。 
 
２．内容 
  平成１４年６月、議会提案により「四日市市文化振興条例」が制定され、

その条例に基づく「四日市市文化振興審議会」と、文化振興に関する基本計

画である「文化振興ビジョン」に基づく「四日市市文化振興実施計画」を具

体的に進める庁内会議「四日市市文化行政総合企画調整会議」及び市民会議

「四日市市文化振興に関する市民会議」、この３会議を効果的に開催し、狭い

領域での文化行政という意識を払拭し、行政各課の文化の視点をいれた取り

組みの促進と、市民が主体となった文化活動が展開しやすく、文化活動でま

ちの誇りを創出するという市民意識の高揚につなげる。 
   平成１８年度実績(予定含む) 
    四日市市文化振興審議会 第１７・１８回開催 

職員対象講演会「四日市市における文化のまちづくりについて 

～文化性を意識した仕事とは～」開催  参加者 ５８名 

    四日市市文化行政総合企画調整会議 立ち上げ及び会議開催 ５回 

    四日市市文化振興に関する市民会議 立ち上げ及び会議開催 ４回 
     
３．予算額 ３３７千円     （財源内訳） 一般財源    ３３７千円 
 （前年度 ２９９千円）          
                                     
                                            
                                              

 
 
 
 
 
 

担当 市民文化部 市民文化課 
     川尻・秦 

TEL ３５４－８２３９ 
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生涯学習支援事業    

 
１．目的 
市民がライフステージに応じた生涯学習活動を行えるよう支援する。市民の

学習意欲が主体的な市民活動に繋がるよう市民大学講座や学習情報提供事業を

実施する。所管する生涯学習施設は、市民のまちづくり活動と生涯学習活動の

拠点となるよう一層の有効利用を図る。 
  
 
２．内容 
 ○市民大学一般クラスは、人権（特に子どもの人権）、文化、四日市学（地域

学）、自由設定のジャンルを設けて公募する市民企画運営のコースに加え、

大学にも委託し、２１世紀ゼミナールや地域づくり講座を含め、６～８コ

ースを設定する。 
 

  予算額 ２，８４４千円（財源内訳：県支出金 １７５千円 
その他特財 １，１７０千円 一般財源 １，４９９千円） 

      
 ○生涯学習情報提供については、市民ボランティア記者作成のホームページを

含めた生涯学習情報編集活動を促進し、市民との協働による学習機会の情報

発信を引き続き進める。 
 
    予算額 ６０２千円（財源内訳：一般財源 ６０２千円） 
 
 ○地区市民センターで開催する講座計画は、講座実施に関わる住民と年間計

画を作成し、地域に根ざした生涯学習活動を推進しよりよい地域社会づく

りを目指す。 
 
    予算額 ６，２４３千円（財源内訳：一般財源 ６，２４３千円） 
                 
 
３．予算額  １３，０３１千円  （財源内訳）県支出金   １９２千円 
  （前年度 １３，８７５千円）      その他特財 ３，５２０千円 
                                   一般財源  ９，３１９千円 
                                             
                                            
                        
 担当 市民文化部 市民文化課 

     川尻・永田   
TEL ３５４－８２３９ 
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１．目 的 

 男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を充分に発揮できる男女共同参画社会の実現をめざし、そのための施策を推進

する。 

 

２．内 容 

 男女共同参画推進条例に基づき、男女共同参画審議会や市民の意見を得ながら、基本

計画を策定し、施策を展開する。男女共同参画社会の実現に向けて、より身近なところ

で、そして全市的に男女共同参画意識が広がるよう、市民、事業者への啓発を図りなが

ら協働して事業に取り組むとともに、庁内の推進体制の増強を図る。 

① 男女共同参画審議会の運営、市民会議（市民、事業者で構成）の設置と連携 

② 市民、事業者への啓発事業などの実施 

③ 市民グループ等との協働事業（調査研究など）の実施 

④ 男女共同参画アドバイザー（ボランティア）の育成、委員登用人材リストの活用 

 ⑤ 職員研修の拡充などによる庁内推進体制の強化 

 

３．予算額   ３，１７２千円    （財源内訳）一般財源  ３，１７２千円 

 （前年度   ３，７１７千円）        

                        

  ※ なお、男女共同参画センターでは、

女性を取り巻く諸問題の解決と男女共同

参画社会の実現に向けての拠点施設とし

て、情報・学習機会の提供、団体・グル

ープへの支援、交流の場の提供などに取

り組む。女性のための相談業務では、ス

ーパービジョン（相談員のための相談）

研修を実施するなどして、相談員の資質

向上を図る。 

       予算額 ８，２７０千円 

   （前年度 ７，５９８千円） 

                      

（財源内訳） 

                         国庫支出金   ６６４千円 

                         県支出金    ４７０千円 

                         その他特財   ３３５千円 

                         一般財源  ６，８０１千円 

 

 

男女の平等感〔平成 18 年度 市民意識調査から(速報値)〕 

担当 市民文化部 男女共同

参画課 宇佐美 

TEL ３５４－８３３１

男 女 共 同 参 画 事 業 
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①家庭で                      
                              

②職場で                      
                              

③学校で                      
                              

④法律や制度で                
                              

⑤政治の場で                  
                              

⑥町内会・自治会活動の場で    
                              

⑦社会通念・慣習・しきたりで  
                              

⑧社会全体で                  
                              

件数

16.9 39.8 26.3 5 .5  9 6 0

20.8 34.4 15.8 11.5 11.6  9 6 0

10.1 46.4 22.8 16.0  9 6 0

8.3 31.1 29.8 5 .5 13.5 9.7  9 6 0

23.2 38.0 16.0 10.8 9.7  9 6 0

15.8 36.1 25.5 10.8 6 .6  9 6 0

28.0 50.7 6 .4 5 .6 7.2  9 6 0

17.0 55.7 10.9 6.7 6 .3  9 6 0

（％
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１．目的 

本市は、南米日系人が多く居住する外国人集住都市である。言葉や生活習慣が異なる

市民が地域で共に暮らすことにより、様々な課題を抱える反面、民族や国籍が異なる市

民が互いの違いを認め合い共に暮らす「多文化共生社会」を目指した取り組みを推進す

ることで、市民生活をより豊かなものとしていく。 

本市では、四日市市多文化共生推進協議会、笹川地区共生推進会議などの開催により、

共生に関する意識の啓発や課題の解決を目指している。 

同様の課題を持つ都市の連携である外国人集住都市会議を通じ、情報交換を通じて地

域での取り組みを進めるとともに、国等へ制度改革を提言していく。 

また、日本で生活する上で必要な行政情報等が十分に伝わらないため生じる課題も多

いことから、市に転入してくるタイミングを捉えて、直接対面式に母語で説明を行う「外

国人市民向け生活オリエンテーション」により効果的な情報提供を行う。 

ブラジルなど南米は地震が無い国が多く、地震に対して過度な不安を抱く市民も少な

く無いため、防災に重点を置いた啓発事業などを地域や関係部署と連携して進め、災害

発生に備える。 

 

２．内容 

 ○外国人市民向け生活オリエンテーション           ２，９４０千円 

 ○在住外国人共生推進関係経費                ６，９４３千円 

       計                       ９，８８３千円 

 

３．予算額   ９，８８３千円  （財源内訳）一般財源    ９，８８３千円 

 （前年度   ５，６２３千円）        

                       

  

外国人市民向け生活オリエンテーション 

多文化共生推進事業 

担当 市民文化部 国際課 

   坂 倉 ・ 宮 原 

TEL ３５４－８１１４ 
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あさけプラザ施設整備事業 
 
１．目的 
 市民の文化、スポーツ、教育、福祉等の活動および交流の場として、その機能

を将来にわたって維持できるよう、老朽化した施設・設備を緊急度の高いものか

ら計画的に改修・更新する。 
 
 
２．内容 
 市民が、より一層、快適に施設利用ができるように、耐用年数を経過し、老朽

化したホール棟・旧館棟の空調設備の改修・更新を行う。 
  冷温水発生機更新（２基）、冷却塔機器改修（２基）、機器廻り配管工事等         

 
 
３．予算額 ４７，０００千円  （財源内訳）一般財源  ４７，０００千円 
  （前年度     ０千円）        
                       
                       
                      

 
 担当 市民文化部 あさけプラザ 

伊藤・清水 
TEL ３６３－０１２３  
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楠 総 合 支 所 

 
新年度予算における基本的な方針 

 楠総合支所においては、楠地区の行政運営を全般的に所掌する組織として､地域住民

の利便性を確保するとともに、独自の事業や施設の管理を行う。 
特に地域の特性を生かした自主・自立のまちづくりを進めるため、新市建設計画推

進プラン事業に掲げる地域活性化事業、第２次行政経営戦略プランの楠歴史・文化の

まちづくりモデル事業等を行うほか、教育委員会所管の公民館、スポ－ツに係る事務

を補助執行する。 
 また、地域審議会の開催、合併後の地域住民の意識調査を実施し、今後の楠地区の

まちづくりに反映させる。 
 
１．地域活性化事業について 

  楠地区における住民の自主･自立のまちづくりを進めるため、引き続き楠健康ふれ

あいフェスタ、運動会、文化祭等に対して事業補助を行うほか、各種団体活動の自

立に向けた支援を行う。 
  また地域審議会において新市建設計画の進捗状況等の審議を行うほか、合併後の

地域住民の意識を把握するため地区懇談会やまちづくりアンケートを実施し、今後

のまちづくり施策の推進に反映させる。 
【主な事業】 地域活動支援事業             ３，３８５千円 

         地域各種団体支援事業           ３，３４３千円 
         地域審議会                  ２４６千円 
         市民まちづくり事業              １４０千円 
 
２．楠歴史・文化のまちづくりモデル事業について 

  楠歴史・文化のまちづくりモデル事業は、新市建設計画における楠城址周辺整備

事業の計画や取り組み等を再検討し、第２次行政経営戦略プランに位置づけを行っ

た。地域住民主体のまちづくり実現のため、まちづくり計画を策定するための住民

組織への支援を行うとともに、今回のまちづくりの拠点施設である楠歴史民俗資料

館の充実・活用を図る。 
    【主な事業】○新楠歴史・文化のまちづくりモデル事業  １，５４０千円 
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１．目的 

新市建設計画に位置づけされている「楠城址周辺整備事業」のエリアを中心として、住民と

行政が協働して、歴史､伝統、文化そして自然をキーワードに、住民自らが地域を再認識し、

楠地区の特性を生かしつつ、「住んでよかった」と実感できる自主・自立のまちづくりを進める。

楠城跡と楠歴史民俗資料館等を関連づけ、相乗効果が期待できる活用策も併せて行う。 

 

２．内容 

  ① 楠歴史・文化のまちづくり計画策定 
   地域主体のまちづくり実現のため、まちづくり計画を策定する住民組織への支援を行い、

地域のまちづくりへの気運を高める。 

     ・まちづくり専門家の派遣 

     ・まちづくりアドバイザーの派遣 

  ② 楠歴史民俗資料館の充実・活用 
   楠歴史民俗資料館を今回のまちづくりの拠点施設として位置づけ、その充実と活用を

図る。 

      ・企画展、体験学習教室の実施 

      ・地域学習映像製作 

 

３．予算額   １，５４０千円            （財源内訳）   一般財源   １，５４０千円 

 (前年度    ０千円)   

 

 

                                        

    

担当 楠総合支所 楠プラザ 

    中村  

    ℡ ３９７－２２７７ 

（新）楠歴史・文化のまちづくりモデル事業 

楠歴史民俗資料館
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保 健 福 祉 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

わが国の高齢化は、少子化と相まって世界でも例を見ないスピードで進展しており、

このまま低出生率が続けば、人口がさらに減少し、「超少子高齢社会」になると予想さ

れている。一方国においては「持続可能な社会保障制度」の構築を目指し、介護保険の

大幅な改正、障害者自立支援法の制定、後期高齢者医療制度創設など、福祉、介護、医

療等の制度見直しが行われている。 

本市にあっては、「次世代育成戦略プラン」に基づき、保育サービスの多様化と拡充

をはじめとする様々な「少子化対策」を引き続き実施するほか、高齢福祉にあっては、

「第３次介護保険事業計画」と「第４次高齢者保健福祉計画」に基づき、在宅介護の充

実と介護施設の整備促進を図るほか、介護予防にも努める。 

また、障害者福祉については、第２次四日市市障害者計画及び障害者自立支援法の規

定による四日市市障害福祉計画に基づき、障害のある人の地域における自立生活を支援

していく。 

さらに、市民の健康づくり推進のため、基本健康診査事業やがん検診等を通じて、疾

病の早期発見に努めるとともに、「生活習慣病」予防事業の充実に努めるなど、健康で

安心と生きがいのあるまちづくりを目指す。 

 

１．児童福祉について 

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図るために策

定した四日市市次世代育成戦略プランに掲げる様々な子育て支援事業を推進する。 

待機児童の解消を図るため、民間保育園を２園開設するとともに、多様な保育サー

ビスを提供するため、乳児保育を４ヶ所、延長保育を５ヶ所、特定保育を２カ所、一時保育

を４ヶ所、それぞれ拡充する。また、民営化を機に、日曜、祝日に働く保護者のための休日

保育を「西浦保育園」で新たに実施する。 

また、子育て家庭を支援するため、保育園併設型の子育て支援センターを２カ所拡充

し、安心して子育てできるように相談や情報提供を行うほか、遊びの場や保護者同士の

交流の場の提供を行う。さらに、子どもの虐待防止ネットワーク事業において、子ど

もの虐待の早期発見、早期対応、未然防止に向けて関係機関が定期的に会議を開催す

るとともに、連携して必要な支援に結びつける。また併せて、「家庭児童相談室」を

充実し児童相談の機能を強化する。 

公立保育園の民営化については、3 園を社会福祉法人に移管するとともに、平成２０年度

移管予定の２園において保育引継事業を開始する。また、移管先法人が行う施設の整備に

ついて、経費を一定の範囲内で助成する。 
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母子家庭の生活の安定と自立を促すため、母子生活支援施設の機能を活用し、保育

サービスを提供するとともに、母子家庭自立支援給付金事業を実施し、母子家庭の就

労による自立を支援する。 

また、乳幼児医療費助成については、通院については４歳未満、入院については小

学校就学前までを対象としているが、平成１９年９月診療分より、市単独事業として、

通院についても小学校就学前までに拡大し、子育てを支援していく。 

児童手当については、国において児童手当法の改正により新たに乳幼児加算が創設

され、４月分より３歳未満の児童に対しては一律月額１０，０００円に拡充する。 

さらに、不妊治療医療費助成事業については、その助成期間(現行２カ年)を通算５

ヵ年まで拡大する。 

 

【主な事業】民間保育所延長保育事業           １２８，５４０千円 

      民間保育所乳児保育促進事業          １１，８４４千円 

民間保育所特定保育事業            １９，２７８千円 

民間保育所一時保育事業            １８，３０８千円 

        地域子育て支援センター事業費補助金      ２４，３５１千円 

児童虐待防止対策事業              １，７１１千円 

保育所民営化推進事業             ７９，８６２千円 

       母子家庭自立支援給付金事業           １，７３６千円 

乳幼児医療費助成事業            ３７５，４６６千円 

児童手当                ２，４６９，８５５千円 

不妊治療医療費助成事業            ２４，０００千円 

 

２．介護保険事業・高齢者施策について 

本市の６５歳以上人口は、平成１８年１０月 1 日現在、５８,６９３人で、高齢化

率は１８．８％と年々高齢化が進んでいる。こうした状況を踏まえ、介護を必要とす

る高齢者が住み慣れた地域で暮らせる「健康で安心と生きがいある長寿社会」を実現

するため高齢者施策を推進する。 

その具体的な施策として、在宅生活に向けての包括的支援を図るため、短期間の入

所ができるショートステイ施設の整備促進に向けて建設費補助を行うとともに、在宅

介護支援センターに高齢者相談事業を引き続き委託する。 

さらに、特別養護老人ホームの増設（５０床）及び個室ユニット化改修、既存特

別養護老人ホームの定員の一部を市域内に分散させるサテライト型特別養護老人ホ

ームの整備に対する建設費補助を行い、入所施設の整備も促進する。 

介護保険事業については、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるように、地

域の中核機関として平成１８年４月に市内３カ所に設置した地域包括支援センター
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において、①総合相談･支援、②包括的･継続的マネジメント、③介護予防マネジメン

トの事業を行うとともに、高齢者の相談窓口として整備してきた在宅介護支援センタ

ーとの重層的なサービスネットワークを強化していく。 

また、一人暮らし高齢者の見守り支援のための訪問給食事業、家族介護の負担軽減

を目的としたおむつ支援事業、今後一層必要性が高まる高齢者虐待防止推進事業等を

実施する。 

さらに、要支援、要介護状態になることや重度化の予防･改善を図るため介護予防

事業を継続して実施する。 

 

【主な事業】 在宅介護支援センター事業         １０８，１７４千円 

       訪問給食事業                ５３，５５１千円 

       おむつ支援事業               ５９，９２６千円 

日常生活用具給付等事業            ７，４６１千円 

地域包括支援センター事業         １３３，５９０千円 

介護予防事業                ８０，８０６千円 

民間社会福祉施設建設費補助事業      ２４６,１２７千円 

○新高齢者虐待防止推進事業              ３７６千円 

老人保健医療給付費         ２０，２８３，３００千円 

老人保健医療費支給費           ３６５，９００千円 

 

３．障害者福祉について 

障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現をめざして、１８年度に導入さ

れた障害者自立支援法の円滑な運営に努め、介護給付、訓練等給付及び自立支援医療

などの障害福祉サービスを提供していくとともに、市町村事業である地域生活支援事

業を実施していく。 

平成１９年度から、障害のある人等からの相談に応じ、情報提供や助言、障害福祉

サービスの利用支援など必要な援助を行う相談支援事業を実施する。県や３町（菰野

町、朝日町、川越町）、相談支援事業者等とともに自立支援協議会を設置し、地域の

相談支援体制やネットワークづくりを行う。また、聴覚等の障害のある人のコミュニ

ケーションを支援する要約筆記奉仕員派遣事業を開始する。 

   なお、障害者自立支援法の施行による事業体系の変更や障害福祉サービスの一元化

（身体、知的、精神）等により、平成１９年度から予算体系を抜本的に改め、新たな

予算編成とする。 

 

【主な事業】  居宅介護等事業費         １４５，２００千円 

             生活介護事業費          １６１，２２８千円 
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             旧法施設支援事業費        ９８３，２５８千円 

             相談支援事業費           ４４，５００千円 

            ○新要約筆記奉仕員派遣事業費       ２，９０６千円 

日常生活用具等給付事業費      ４９，８００千円 

 

４．保健事業について    

母子保健事業においては、疾病、発達障害の早期発見を行うとともに、育児不安を抱える

母親の増加や、児童虐待に対応するため、引き続き妊産婦乳幼児健康診査、訪問、親子教

室、相談等を実施する。特に、昨年度から実施している乳児育児支援事業については、アン

ケートの未回答者へのアプローチを図り、相談・訪問に取り組む。また健康診査では 4 か月、

10 か月、1 歳６か月、3 歳などそれぞれの発達段階に応じた指導、助言を行い、一貫した子育

て支援を推進する。 

 成人保健事業では、基本健康診査において、平成１８年度に引き続き生活機能評価を実施

し、特定高齢者の把握に努める。肝炎ウイルス検査については、引き続き４０歳及び検査未受

診者を対象に検査を実施するとともに、がん検診の受診率向上を図るため、広報等による生

活習慣病の知識の普及、啓発を行う。 

 また、健康づくり推進事業では、生活習慣病予防のため平成１６年度から１８年度において

実施した「ヘルスアップ事業」の成果を健康づくり、介護予防事業に取り入れ、市民ボランティ

アとの協働のもとに、各地域への展開、職域との連携に努め、市民の健康づくりを支援する。 

 

【主な事業】 基本健康診査事業            ５１４，７６６千円 

       がん検診事業              １７０，１４９千円 

       妊産婦乳幼児健康診査事業         ９５，７２１千円 

       市民健康づくり事業            １１，３５０千円 

乳児育児支援事業              ３，６４４千円 

予防接種事業              ３０６，６００千円 

      

５．生活保護について 

保護の状況は、平成７年（４．６‰、受給世帯９４０世帯）を底として毎年増加傾

向にあり、平成１８年１１月末現在で、保護率は９．０‰、受給世帯は１，９４２世

帯に達している。この原因として、高齢者世帯や母子世帯など経済的に生活基盤の脆

弱な世帯の増加、正規雇用の減少による不安定就労の増加、家族意識の変化など様々

な社会的状況が複合して存在していることが考えられる。 

このような状況のなか、生活困窮の問題を抱えた相談者に対応するため、生活支援

専門相談員を配置して、様々な社会保障制度の紹介など自立生活のためのアドバイス

を行い、必要な人には適切に生活保護の適用につなげている。平成１９年度は生活支
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援専門相談員を 1 名増員し、増大する生活困窮者の需要に的確に応じるとともに、専

任の就労支援員を配置し、不就労者の相談・支援を継続する。 

【主な事業】  扶助費               ４，６０３，０００千円 

          法外扶助費                ２６，０１５千円 

          生活支援専門相談事業費           ４，６９７千円 

就労支援事業費                １，７７７千円 

 

６．地域福祉の推進について 

家庭や地域の中で自立した生活が送れるように支援していくためには、地域で支え

合い共に生きるという相互扶助機能や連帯意識を醸成し、地域の福祉力を高めること

が重要であり、市社会福祉協議会、民生委員･児童委員等との連携を深め、地域福祉

の推進を図る。 

【主な事業】 市社会福祉協議会運営費補助金       １３９，５８９千円 

       民生委員児童委員協議会連合会補助金     ２６，０６９千円 

 

７．後期高齢者医療制度について 

医療制度改革の一環として、平成２０年４月から、７５歳以上の高齢者が加入する

新たな高齢者医療制度が創設されることとなった。 

この事務については、県下の全市町が加入する広域連合を設立し、広域連合が保険

者となって処理することとなり、三重県においても平成１９年２月１日に設立された。 

市は保険料の徴収や窓口事務を担うこととなっており、制度の円滑導入に向けて、

システム構築、制度の周知等の準備をすすめる。 

【主な事業】 後期高齢者医療制度経費           １１，４３０千円 

       後期高齢者広域連合運営経費分賦金      ４８，１２４千円 
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１．目的 

  「四日市市次世代育成戦略プラン」に基づき、多様な保育サービスのより一層の充実を行

い、子どもを「生み」「育てる」ためのより良い環境づくりを目指します。 

 

２．内容 

（１）延長保育実施施設の拡充（H18 １５園 ⇒ H19 ２０園） 

    こっこ、たいすい中央保育園（H19 新設）、河原田、水沢、西浦保育園（H19 民

営化）の５施設において、新たに事業を開始する。 

（２）一時保育実施施設の拡充（H18 ７園 ⇒ H19 １１園） 

    こっこ保育園（H19 新設）、西浦保育園（H19 民営化）、海山道保育園、みのり保

育所の４施設において、新たに事業を開始する。 

（３）特定保育実施施設の拡充（H18 ７園 ⇒ H19 ９園） 

    こっこ保育園（H19 新設）、西浦保育園（H19 民営化）の２施設において、新た

に事業を開始する。 

（４）休日保育事業の新規実施（H19 １園） 

    日曜、祝日に働く保護者のための休日保育を、西浦保育園（H19 民営化）において、

新たに事業を開始する。 

（５）乳児保育事業の拡充（H18 ２４園 ⇒ H19 ２８園） 

    民営化（河原田、水沢保育園）、新設園において事業を開始する。 

 

３．予算額 

（１）  １２８，５４０千円 （財源内訳）  国庫支出金 ５８，５４０千円 

  （前年度９２，６４０千円）        一般財源  ７０，０００千円 

（２）   １８，３０８千円 （財源内訳）  県支出金  １１，５４２千円 

  （前年度１２，７１２千円）        一般財源   ６，７６６千円   

（３）   １９，２７８千円 （財源内訳）  県支出金   １，２６０千円 

  （前年度１３，７７０千円）        そ の 他   ２，６７５千円 

                       一般財源  １５，３４３千円 

（４）    ３，３６０千円 （財源内訳）  県支出金     ４０９千円 

  （前年度     ０千円）        そ の 他     ２６２千円 

                       一般財源   ２，６８９千円  

（５）   １１，８４４千円 （財源内訳）  一般財源  １１，８４４千円 

 （前年度１１，０９２千円）         

 

 

 担当 保健福祉部 児童福祉課 

    石川 

    ℡ ３５４－８１７３ 

特別保育事業の充実 
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１．目的 

   平成１９、２０年度の２ヵ年に公立保育園５園を民営化し、延長保育や一時保育等

に加え、これまで本市では実施していなかった休日保育を実施するなど、特別保育と

子育て支援の拡充を図る。 

 

 

２．内容 

（１） 設置運営円滑移管経費 

① 保育引継事業                       〔予算額 １９，８１２千円〕 

 高花平保育園、三重保育園（平成２０年度移管）において、移管先法人から保

育士３名を派遣して､１年間の引継ぎを行うため、必要な経費を負担する。 

 

       ② 乳児室等改修工事                    〔予算額 １０，０００千円〕 

移管のときから、乳児（０歳児）保育を実施できるよう、調乳室、沐浴設置等の 

乳児設備改修工事を行う。 

 

（２） 移管後の施設改修､修繕費等経費助成         〔予算額 ３１，０５０千円〕 

（施設整備３０，０００千円、第三者評価１，０５０千円） 

     １９年度移管の河原田、水沢、西浦保育園について、移管後３ヵ年に限り、移 

管先法人が行う施設の整備等について、必要な経費を助成する。 

 

（３） 移管後休日保育用園舎等整備事業助成        〔予算額 １９，０００千円〕 

    新たに休日保育を実施する西浦保育園において、２歳児以上の子どもを受け 

入れるための休日保育用園舎整備について、助成を行う。 

 

 

３．予算額  ７９，８６２千円 （財源内訳）一般財源７９，８６２千円 

（前年度  ２６，１４６千円） 

 

 
担当 保健福祉部 児童福祉課 

    石川  

    ℡ ３５４－８１７３ 

保育所民営化推進事業 
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１．目的 

  子育て世代の家庭に対して医療費を助成することによって、乳幼児の疾病の早期発

見と早期療養を促進し、保護者の経済的負担の軽減及び児童の健全な育成を図る。 

 

 

２．内容 

  現在、通院については４歳未満、入院については小学校就学前までを対象に、医療

保険適用の一部負担金を、市内に住所を有する該当年齢の子を養育し所得が規則で定

める額を超えていない保護者に助成をしているが、平成 19 年度 9月診療分より、通院

分の助成についても小学校就学前まで拡大する。 

 

 0 歳～4歳未満 4 歳～小学校就学前 計 

受給資格者数見込 10,350 人 6,939 人 17,289 人

医療費助成額 285,409 千円 52,829 千円 338,238 千円

領収証明書手数料 29,262 千円 4,466 千円 33,728 千円

システム改修費 ― 3,500 千円 3,500 千円

計 314,671 千円 60,795 千円 375,466 千円

 

 

３．予算額 ３７５，４６６千円（財源内訳）  県支出金  １５７，３３５千円 

 （前年度 ３１７，６９４千円）       一般財源  ２１８，１３１千円 

 

 

 

 

担当 保健福祉部 保健福祉課

   埜々    

   ℡３５４－８１６４ 

乳幼児医療費助成 
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１．目的 

  児童手当は、児童養育家庭の生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児

童の健全育成及び資質の向上に資することを目的として、小学校修了までの児童の養

育者に、現行は月額で第１子･第２子は 5,000 円、第３子以降は 10,000 円が支給され

ているが、３歳未満の児童に対して新たに乳幼児加算を創設し、子育てを行う家庭の

経済的負担の軽減を図る。 

 

 

 

２．内容 

  児童手当法の改正により新たに乳幼児加算が創設され、平成１９年４月分より、３

歳未満の児童に対する児童手当を月額一律 10,000 円に拡充する。 

 

  予想受給児童数 ３１，９１４人  

うち３歳未満の第１子･第２子 ６，８９１人が乳幼児加算の対象 

 

 

 

３．予算額  ２，４６９，８５５千円  

（前年度  ２，２１０，５００千円） 

（財源内訳）国庫支出金 １，１３６，５４２千円 

                      県支出金    ６６６，６５５千円 

                      一般財源    ６６６，６５８千円 

 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部 保健福祉課

   裏川  

   ℡ ３５４－８１６３ 

児童手当 
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１．目的 

  不妊治療費については、継続的に治療が必要であるため、治療に要した医療費の一

部を助成し、経済的な負担の軽減を図る。 

 

 

 

２．内容 

  市単独事業として、平成 15 年 4 月より不妊治療を行っている夫婦に対し、不妊治療

に要した医療費の一部（助成金額は自己負担額の 1/2。ただし、1年間 10 万円を上限）

を通算 2ヵ年まで助成しているが、19 年度より通算して 5ヵ年まで助成する。 

 

年間助成見込   320 人 

 

 

 

３．予算額  ２４，０００千円（財源内訳）  一般財源   ２４，０００千円 

 （前年度  １８，２２３千円） 

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部 保健福祉課

   埜々   

   ℡３５４－８１６４ 

不妊治療医療費助成 
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１．目的 

要介護認定者の在宅介護を支援するため、一定の条件のもと在宅介護サービスセン

ターに併設して設置する、短期間入所できるショートステイ施設の建設費の一部を補

助する。 

 

 

２．内容 

（１）設置施設数 ３施設 

（２）予定地及び運営主体 

   四郷地区 社会福祉法人青山里会 

         中部地区 社会福祉法人ユートピア 

日永地区 社会福祉法人英水会 

（３）施設の定員 各１０床 

（４）総事業費  １施設当たり９０，０００千円（概算） 

（５）補助額   １施設当たり２０，０００千円（定員１床当たり２，０００千円） 

（６）交付方法  平成１９年度に一括交付 

 

 

３．予算額  ６０，０００千円（財源内訳） 国庫支出金 ３０，０００千円 

 （前年度       ０千円）      一般財源  ３０，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新）ショートステイ施設建設費補助金 

担当 保健福祉部 介護・高齢福祉課

   坂田・森 

   ℡ ３５４－８４２５ 
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１．目的 

平成１７年度に県の補助事業の採択を受けた特別養護老人ホームの整備について、

建設費の一部を補助し、高齢者福祉の増進を図る。 

 

２．内容 

（１）特別養護老人ホームよっかいち諧朋苑（増築） 

①設置・運営  社会福祉法人 宏育会 

②予定地    四日市市西大鐘町１５８０ 

③規模・構造  ３，７０５．６６㎡  鉄筋コンクリート造２階建 

④定員（全体） 特別養護老人ホーム１００床 ショートステイ  ４０床 

  （内増築分）特別養護老人ホーム ５０床 ショートステイ  ２０床 

⑤開設予定   平成１９年７月 

⑥総事業費   ８０４，０５０千円 

⑦県補助金額  ２３６，２５０千円 

⑧市補助金額   ２９，５３１千円 

⑨交付方法   平成１９年度に一括交付 

 

（２）第二小山田特別養護老人ホーム（拡張及びユニット化改修） 

①設置・運営  社会福祉法人 青山里会 

②予定地    四日市市山田町５５１３ 

③規模・構造  ５，１３８．８４㎡  鉄筋コンクリート(一部鉄骨)造４階建 

④定員     特別養護老人ホーム１００床 

⑤開設予定   平成１９年４月 

⑥総事業費   ５１４，０７５千円 

  ⑦県補助金額  １２９，８６７千円 

⑧市補助金額   １６，２３３千円 

⑨交付方法   平成１９年度に一括交付  

 

３．予算額 

（１）特別養護老人ホームよっかいち諧朋苑 

        ２９，５３１千円   （財源内訳） 一般財源  ２９，５３１千円 

     （前年度  ０千円） 

 

（２）第二小山田特別養護老人ホーム 

     １６，２３３千円   （財源内訳） 一般財源  １６，２３３千円 

     （前年度  ０千円） 

 

（新）特別養護老人ホーム建設費補助金 

担当 保健福祉部 介護・高齢福祉課

   坂田・森 

   ℡ ３５４－８４２５ 
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１．目的 

四日市市内にある既存の特別養護老人ホームの定員の一部を分散させて、小規模の

サテライト型特別養護老人ホームを整備するに当たり、その建設費の一部を補助し高

齢者福祉の増進を図る。 

 

２．内容 

（１）設置施設数 １施設 

（２）予定地   四郷地区 

（３）運営主体  社会福祉法人青山里会 

（４）定員    ２０床 

（５）開設予定  平成２０年４月 

（６）総事業費  １２０，０００千円（概算） 

（７）補助額    ４０，０００千円 

（１ユニット（定員１０名程度） ２０，０００千円以内） 

（８）交付方法  平成１９年度に一括交付 

 

３．予算額  ４０，０００千円（財源内訳） 国庫支出金 ４０，０００千円 

 （前年度       ０千円）       

 

（新）サテライト型特別養護老人ホーム建設費補助金

担当 保健福祉部 介護・高齢福祉課

   坂田・森 

   ℡ ３５４－８４２５ 
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１．目的 

障害者（児）の自立した地域生活を支援するために、地域の特性や利用者の状況に

応じた事業を実施する。 

 

２．内容 

 

地域生活支援事業名 予算事業名 予算額（千円）

相談支援事業 相談支援事業費 44,500

移動支援事業 移動支援事業費 16,469

手話通訳者派遣事業費 8,350コミュニケーション支援

事業 ※要約筆記奉仕員派遣事業費 2,906

日常生活用具等給付事業 日常生活用具等給付事業費 49,800

地域活動支援センター機

能強化事業 

障害者福祉センター管理運営費 36,700

訪問入浴サービス事業費 5,625

更生訓練費・就職支度金 112

職親委託事業費 720

日中一時支援事業費 5,960

スポーツ振興事業費補助金 80

点字・声の広報発行事業費 1,046

自動車改造費給付費 1,350

自動車運転免許取得費助成事業費 600

その他の事業 

※障害者福祉ホーム事業費 320

合  計 174,538

  ※印は新規事業、その他は前年度事業の組み替えであり、対応する前年度予算の合

計額は、104,863 円 

 

３．予算額 １７４，５３８千円   （財源内訳）国・県支出金 ８８，８４７千円 

（前年度       ０千円）        その他特財   ５，６７８千円 

一般財源   ８０，０１３千円 

                      

                      

 
担当 障害福祉課 

   犬飼 

   ℡ ３５４－８１７１ 

地域生活支援事業費 
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１．目 的 

平成１６年～平成１８年度において実施したヘルスアップ事業の運動、栄養指導等の成果

を取り入れ、健康づくり事業の充実や自主活動への支援及び啓発等を実施し、生活習慣病

予防を推進する。 

また、（仮称）健康づくりボランティアを養成し、協働で市民健康づくり事業を推進する。 

 

２．内 容 

（１）健康づくりや自主活動への支援事業 

・健診の要指導域の人を対象とした健康づくり教室や自主活動への支援 

・ＩＴを活用した生活習慣病予防教室 

・教室や活動実践の場の拡大 

（２）啓発事業 

  ・国保加入世帯への受診勧奨 

  ・広報等による啓発 

（３）健康づくりの担い手養成事業 

・（仮称）健康づくりボランティア養成講座の開催 

・ヘルスリーダーやヘルスメイトによる介護予防や栄養指導の推進 

 

３．予算額 １１，３５０千円     （財源内訳） その他   ９，３１３千円 

 （前年度 ３０，０５０千円）           一般財源  ２，０３７千円 

                                            

 

担当 保健福祉部 保健センター

須藤  

   ℡ ３５４－８２９１ 

市民健康づくり事業 
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１．目 的 

出産後間もない時期は、子どもを迎えた生活環境の変化に加え、精神的に不安定に

なりやすく、産後うつ状態になることもある。 

このため、出産後早期に相談に応じることにより、母乳育児の推進、母子関係の一

体化の形成に努めるとともに、妊産婦及び乳幼児の健康、発育、発達、育児に関する

相談を電話や訪問で行うことにより、育児を楽しみに転換させ、育児や健康の不安解

消を図る。 

 

 

２．内 容 

生後４か月までの乳児をもつ家庭への育児支援 

  （１）アンケートによる状況把握 

（２）電話・訪問による相談（希望者、アンケート内容から健康・育児において支

援が必要な者、アンケート未返送者） 

   ※ 平成１９年度から、新たに助産師を嘱託雇用し、アンケート未返送者に対す

る訪問による状況把握及び相談を実施する。 

      

    

３．予算額 ３，６４４千円       （財源内訳） 一般財源 ３，６４４千円 

 （前年度   ２８４千円） 

 

担当 保健福祉部 保健センター

中村  

   ℡ ３５４－８１８７ 

乳児育児支援事業 
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１．目的 

平成 20 年 4 月から、75 歳以上の高齢者が加入する新たな高齢者医療制度が創設さ

れる。法により、この事務については、都道府県の区域ごとに当該区域内の全ての市

町村が加入する広域連合が処理することとなり、三重県においても平成 19 年 2 月 1

日に設置された。 

市は保険料の徴収や窓口事務等を担うこととなっており、制度の円滑導入に向けて

準備を進める。 

 

 

 

２．内容 

   三重県後期高齢者医療広域連合運営経費分賦金       ４８，１２４千円 

   後期高齢者医療制度周知啓発に係る経費          １１，４３０千円 

         計                     ５９，５５４千円 

 

 

 

３．予算額 ５９，５５４千円     （財源内訳） 一般財源 ５９，５５４千円 

 （前年度      ０千円）         

 

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部 保健福祉課

   埜々   

   ℡３５４－８１６４ 

後期高齢者医療制度経費 
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１．目的 

  平成１８年４月に高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律

が施行され、地域や関係機関との連携を図りネットワーク体制を構築し、高齢者虐待

の防止、早期発見・対応、養護者に対する支援等を推進する。 

 

２．内容 

（１）高齢者虐待防止ネットワーク会議の開催        〔予算額 １３３千円〕 

   関係機関から委員を委嘱し、ネットワーク体制構築に向けての協議を行なう。 

   ①事例検討会 

   ②研修会 

   ③広報・啓発 

   ④虐待防止事業の課題等の解決に関する協議      

 

（２）個別ケース検討会（随時）   

   各在宅介護支援センターエリアで、虐待発生時等においてケース検討を行なう。 

   

（３）高齢者虐待対応マニュアル作成            〔予算額 １００千円〕 

   本市独自の地域の資源を利用しての虐待対応マニュアルを作成する。  

 

（４）市民への啓発を目的とした研修会等の開催 

   テーマ：介護がんばりすぎていませんか？       〔予算額 １４３千円〕 

        

３．予算額 ３７６千円      （財源内訳） 一般財源 ３７６千円 

 （前年度   ０千円）       

 

 

 

 

 

担当 保健福祉部 介護・高齢福祉課 

 山下 

   ℡ ３５４－８１７０ 

（新） 高齢者虐待防止推進事業 
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商 工 農 水 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

政府の１２月の月例経済報告によると、「景気は消費に弱さがみられるものの

回復している」と報告され、先行きについて企業部門の好調さが持続しており、

これが家計部門へ波及し国内民間需要に支えられた景気回復が続くと見込まれ

ている。 

このような中、本市産業がさらに発展していくためには、臨海部工業地帯をは

じめ、技術・知識集約型の高付加価値型産業への構造転換を図るとともに、新た

な産業を創出していく必要がある。 

まず、工業振興については、設備投資の促進と研究開発機能やこれを支える高

度な技術者の集積、燃料電池や環境関連など次世代産業の展開を促進する。さら

に、三重県との連携のもと産学連携による人材育成・研究開発の体制整備を支援

していく。 

商業振興については、意欲的、能動的な取り組みを展開している商業者への支

援を積極的に行うとともに、すわ公園交流館を拠点とした市民や市民団体等との

交流を促進し、商店街の新たな魅力と賑わいを創出し、中心市街地の活性化を図

っていく。 

これら商工業の活性化により雇用の場の確保に努めるとともに、障害者をはじ

めとする就業が困難な人への就労支援や若年者の就労意欲の形成の促進などに

積極的に取り組む。 

また、本市が有する多様な産業資源を観光の視点から活用していくとともに、

大四日市まつりや四日市花火大会、四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル

を開催し、にぎわいを創出し、魅力ある四日市を発信していく。 

農林水産業においては、農産物価格の低迷による収益性の低さや、農業従事者

の高齢化などにより農業離れが進んでいることから、耕作放棄地が増加している。

その結果、食料の安定供給や農地の持つ多面的機能の発揮に重大な支障が出るこ

とが懸念されている。 

本市においても、農地・農業が持つ食料生産・環境保全・防災等の、市民生活

に直結する多面的機能を維持するため、農業の振興と地域環境の保全を目的とし

た「アグリクリエイター創生事業」に取り組む。特に、企業の農業参入の促進や

新規就農者の育成など多様な担い手の確保と集落営農組織の育成・支援を喫緊の

課題と捉え取り組んでいく。 

また、農業生産基盤の整備、水産資源の確保に結びつく海の浄化実証等につい

ても引き続き実施する。 
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１．臨海部工業地帯等の産業再生について 

企業立地促進条例や民間研究所立地奨励制度により、既存事業所や新規立地企

業の設備投資の促進と、研究開発機能の充実を図るとともに、三重県との連携の

もとに、本市における産学連携による人材育成・研究開発センターの整備支援を行い、

地域企業の高度化を図る体制を整える。 

さらに、燃料電池など次世代産業の展開を促進していく。 

 

 【主な事業】 企業立地奨励金             ２２２，０００千円 

民間研究所立地奨励金         ２３０，０００千円 

○新ものづくりエキスパート育成事業    １０４，０００千円 

○新燃料電池関連周辺機器開発補助金     １０，０００千円 

燃料電池実証試験奨励金          ４，０００千円 

 

 

２．中小企業支援について 

中小企業のものづくりへの活力を高めるため、企業間のビジネス・マッチングの支援

や企業 OB 等のアドバイザーによる相談体制を充実するとともに、これを契機とした中

小企業の設備投資への支援を行う。 

 

 【主な事業】○新中小企業ものづくり活力創造事業         １４，６００千円 

新規産業創出事業                 １３，５００千円 

 

 

３．中心市街地の活性化について 

すわ公園交流館では、市民参画による事業運営を進めるとともに、周辺商店街

との連携により魅力的な事業展開を行い、来街者等の増加、中心市街地の活性化

を目指す。さらに、商業関係者等とともに、中心市街地の活性化を図るための方

策を検討していく。また、意欲的な取り組みを展開している商店街等への支援や

高次商業施設（ララスクエア）に展開する事業者への支援を行う。 

  

【主な事業】 すわ公園交流館管理運営事業       １４，８８０千円 

       ○新中心市街地活性化促進事業         １，０００千円 

近鉄駅西開発整備事業             ６７，４２７千円 
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４．雇用対策について 

    就業が困難な方への資格取得講座を開催するほか、フォークリフト運転技能

資格を取得する求職者に助成を行う。 

また、障害者雇用を促進するため、知的障害者を対象とした就労支援講座の開

催やジョブサポーターの養成に取り組むとともに、障害者を雇用する事業所に対

して障害者雇用奨励金・トライアル雇用奨励金を支給する。 

そのほか、就労促進事業として、市内高校が実施する産業現場実習(インター

ンシップ)を受け入れた事業所に助成を行い、若年者の就労意欲の形成、職業マ

ッチングに努める。 

  

【主な事業】 就労対策事業               ２，６００千円 

        障害者雇用奨励事業              １，９８０千円 

就労促進事業               ２，２５０千円 

    

 

５．観光推進について 

（１）産業観光 

本市が有する多様な産業資源を活かし、生産者と消費者の「交流」をコンセプ

トに、農業から工業まで本市で生産されている多種・多様で高品質のモノを生

産・製造現場で体感し、企業の事業活動や環境への取組みが学習できる産業観光

事業を実施する。 

 

【主な事業】 産業観光事業                         ２，０００千円 

 

（２）「大四日市まつり」・「四日市花火大会」・「四日市サイクル・スポーツ・フ

ェスティバル」 

本市の代表的なイベントである「大四日市まつり」・「四日市花火大会」を実施

する。 

また、「アジア自転車競技選手権大会」を記念して、平成 17 年度から実施して

いる自転車ロードレース「四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル」を本年

も開催し、地域振興を図るとともに環境都市四日市をアピールする。 

 

【主な事業】 大四日市まつり事業費補助金          １７，５００千円 

             四日市花火大会事業費補助金          １８，５００千円 

四日市サイクル・スポーツ・フェスティバル事業  

        １７，５００千円 
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６．四日市アグリクリエイター創生事業について 

平成 16 年度から 18 年度に実施した「四日市農業再生事業」の実績と成果を踏

まえ、平成 19 年度から 21 年度までの第２次行政経営戦略プランにおいて、農業

へ新しい風を呼び込み、活力ある農業を実現するために、新たに創意工夫し、チ

ャレンジ精神旺盛な人材を育成することを目的として「四日市アグリクリエイタ

ー創生事業」を実施する。 

本事業においては、「新しい農の担い手づくり」、「農のプロフェッショナルづ

くり」、「農地の守り手づくり」、「地産地消ふるさとづくり」を 4本の柱として事

業を展開する。 

「新しい農の担い手づくり」事業では、四日市市の農業の将来を支える多様な

担い手を育成・確保するため、新規就農を志す方への技術支援研修や初期投資（機

械・施設等）に対する支援、株式会社等企業の農業への参入促進事業を行う。ま

た、就農者が農業者の下で農業技術を習得できるよう、農業研修者の受け入れ支

援を行う。 

「農のプロフェッショナルづくり」事業では、農業者が自ら行う、経営基盤の

安定や所得の向上を図ることを目的とした、創意工夫のある事業展開を支援する。

また、水田農業における地域の担い手として、集落営農組織や認定農業者の育成

と支援も行う。 

「農地の守り手づくり」事業では、 農地の遊休化防止と有効活用を図るため、

意欲ある担い手への農地の集積を行うほか、農業者やＮＰＯ等が農地を活用し市

民農園を開設する支援を行う。既に遊休化した耕作放棄地を優良な農地へ復元化

するための支援を行う。 

「地産地消ふるさとづくり」事業では、消費者である都市住民と農業者との交

流を深めるため、農業体験や食育活動を推進し、地元の農業や農産物に対する理

解を深める取組を行う。 

 

【主な事業】 農のプロフェッショナルづくり事業 

○新アグリビジネス支援事業            ３，０００千円 

集落営農組織支援事業          １，４００千円 

新しい農の担い手づくり事業 

○新企業等農業参入促進モデル事業      ３，０００千円

○新アグリインターン奨励事業           ５００千円 

新規就農者支援事業           ３，０００千円 

新規就農技術支援事業            ４５０千円 

        農地の守り手づくり事業 

 優良農地復元化支援事業           ２，０００千円

○新市民菜園開設支援事業              ３８０千円 

担い手対策土地基盤整備事業         １，０００千円 
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地産地消ふるさとづくり事業 

地産地消推進事業              ５５５千円 

         食育推進事業                ８５０千円 

       ○新都市住民交流推進事業            ７４０千円 

 

 

７．農業生産基盤整備事業について 

ほ場・農道等の施設整備を図り、作業の効率化、省力化を図るとともに、災害

を未然に防止して農産物の安定生産を図る。 

 

【主な事業】 受託ほ場整備事業（市場地区）      ６７，７５０千円 

        土地改良施設維持管理適正化事業      ６，８８５千円 

        南・北排水機場維持管理事業       １０，７００千円 

 

 

８．農地・水・環境保全向上対策事業について 

 農地・農業用水等の資源の保全や農業生産における環境保全への取り組みを行

う団体に対し、活動を展開する地域の農地面積や環境に配慮し作付けした作物に

応じ支援する。 

 

【主な事業】○新農地・水・環境保全向上対策事業      ６，０００千円 

 

 

９．水産業の振興について（豊かな海つくり事業） 

 水産資源の保護育成と安定供給に資するため、種苗放流を行うとともに、有

用微生物群（ＥＭ）を活用し、アサリ等の漁獲の回復と安定化を図ることを目的と

した、漁場環境の浄化に向けた試験的な実証事業に引き続き取り組む。 

  

【主な事業】 豊かな海つくり推進事業           ３，１００千円 

ヨシエビ等種苗放流事業         １，０９３千円 

抱卵ガザミ放流事業                 ３３１千円 

アサリ種苗放流事業                  ２４０千円 
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10．漁業生産基盤整備事業について 

磯津漁港施設（南防波堤）整備を行い水産物の安定生産を図るとともに、漁港

海岸の整備により背後地を自然災害等から守る。 

 

【主な事業】 地域水産物供給基盤整備事業       ７１，５２５千円 

磯津漁港海岸保全整備事業          ５９，９４５千円 

 

 

11．食肉センター・食肉市場事業について 

食肉品質の向上及び安全で安心な食肉供給に資するため、豚部分肉カット施設

整備を実施する等、安全性の確保された衛生的で効率的な施設の実現をめざす。

また、枝肉取引の適正化と流通の円滑化を図るために卸売業者が実施する集荷・

販売対策事業に助成を行う。 

 

【主な事業】 食肉センター食肉市場施設整備事業   １７５，７００千円 

食肉センター食肉市場施設維持管理事業 １１３，７０７千円 

市場機能強化対策事業          ７８，３７７千円 

 

 

12．競輪事業について 

 事業運営に公費を投入しないという事業継続の前提条件をチェックし、提言を行う

検証委員会を機能させる。そして徹底した経営改善に取り組む。売上向上策として、ナ

イター競輪場としての利点を活かし本場開催は記念競輪を除き全てナイターに

特化する。また、経費削減策として、効率的な運営体制の確立を目指し競輪開催

業務等総合委託（包括的外部委託）を導入する。 

  

【主な事業】 競輪開催業務等総合委託       ７６５，７００千円 
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１．目的 

   三重県との連携のもと、産学連携による研究開発や人材育成等を促進し、地域企

業の高度化を図る。 

 

２．内容 

（１）人材育成・研究開発センター誘致事業 

三重県との連携のもとに、本市における産学連携による人材育成・研究開発セ

ンターの整備支援を行い、地域企業の高度化を図る体制を整える。 

 

〔人材育成・研究開発センターで行う事業〕 

①研究開発事業 

機能性化学品などの高度な部材開発において、地元企業と全国の大学が連携し、

市内において国やＮＥＤＯのプロジェクト事業の採択を受けた研究開発事業などを

行い、これらの展開によって本市産業の高機能高付加価値化を促進する。 

②人材育成事業等 

研究開発事業を通じて、大学院生や若手技術研究者を対象とした人材を育成し、

ものづくり産業の研究開発人材の育成拠点の形成を目指す。 

 

（２）じばさん三重「産学連携技術者育成講座事業」 

    平成１７年度から 2ヵ年間、経済産業省の委託を受け実施してきた、電子・電機・

機械関連の若手技術者育成のための産学連携製造中核人材技術者育成講座を財団法人

三重北勢地域地場産業振興センターが継続、これを県・市が連携し支援する。 

 

３．予算額 １０４，０００千円   （財源内訳）    一般財源１０４，０００千円 

（前年度           ０千円） 

 

 

 

（新）ものづくりエキスパート育成事業 

担当 商工農水部 商工課 

伊藤・牧野 

TEL354-8178 
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１．目的 

   市内企業間の技術連携のネットワークづくりの促進や企業へのビジネス・アドバ

イザー派遣等により、中小企業のものづくりの活力を高める環境を整える。 

 

２．内容 

（１）中小企業の技術向上や企業間の事業連携の機会提供を行う 

①ビジネス・アドバイズ 

・県の地域産業アドバイザーの四日市市内の窓口である四日市商工会議所に、四

日市市ビジネス・アドバイザーの窓口・PR 業務を委託し、両者の効果的な運用

を行う。 

・登録アドバイザーの交流、グループ化を促進し、独自のアドバイス、企業間や

産学のマッチングを行う。 

②ビジネス・マッチング  

地域の身近なネットワークの強みを発揮できる四日市版のビジネス・マッチン

グの仕組みを商工会議所との連携のもとに運営し、企業間の連携だけでなく、産

業支援機関の支援や産学連携の媒体として活用する。 

（２）ビジネス・アドバイズ制度利用者に対する設備投資補助事業 

ビジネス・アドバイズ制度により、アドバイスを受けた市内の中小製造業者に

対して、設備投資の必要性がある場合、その費用の一部を補助する。 

補助対象企業については、審査会で決定する。 

   なお、この事業は３ヵ年とし、事業費の 1/2 について中小企業振興基金を充当

する。 

※補助対象経費の合計額の２分の１以内（限度額 1 件 1,000 千円） 

（３）中小製造業総合支援事業  

近年集団退職する団塊の世代で、企業の経営層で活躍された人材を嘱託職員と

して登用し、これまでの豊富な経験を生かし、中小企業の抱える諸課題について

ビジネス・アドバイザーと連携して総合的な視点からアドバイスを行い創業支援

する。 

 

３．予算額  １４，６００千円 (財源内訳)   その他財源  ５，０００千円 

 （前年度       ０千円）        一般財源   ９，６００千円 

（新）中小企業ものづくり活力創造事業 

担当 商工農水部 商工課

清水・児玉 

TEL354-8178 
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１．目的  

四日市市の農業は、農業従事者の高齢化や減少に伴い、農地の遊休化が進むなど

厳しい状況にある。このような中、担い手を育成・確保するとともに、農業・農地

の持つ多面的な機能を再認識し、農地の保全・有効利用を図ることで四日市市の農

の維持・発展を目指す。 

 

２．内容 

 ①農のプロフェッショナルづくり事業 （４，４００千円・前年度６，５００千円） 

農業者が自ら行う、経営基盤の安定や所得の向上を図ることを目的とした、創意

工夫のある事業展開を支援する。また、水田農業における地域の担い手として、集

落営農組織や認定農業者の育成と支援を行う。 

担い手による大豆収穫作業 

 

手づくり味噌の加工販売 

 

 

 ②新しい農の担い手づくり事業    （７，０５０千円・前年度４,０００千円） 

   四日市市の農業の将来を支える多様な担い手を育成・確保するため、新規就農を

志す方への技術支援研修や初期投資（機械・施設等）に対する支援を行う。また、

農業者が農業技術の習得を指導する目指す取り組みへの支援や、株式会社等企業の

農業への参入促進事業を行う。 

  

農業ｾﾝﾀｰでの研修を経て就農 ハウス等初期投資の支援 

  

（新）四日市アグリクリエイター創生事業 
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  ③農地の守り手づくり事業      （３，４３０千円・前年度７,５００千円） 

 農地の遊休化防止と有効活用を図るため、意欲ある担い手への農地の集積を行う

ほか、農業者やＮＰＯ等が農地を活用し市民農園を開設する支援を行う。また、既

に遊休化した耕作放棄地を優良な農地へ復元化するための支援を行う。 

 

 

 

 

→

会社を退職して新たに農業を始めた方が農地を復元し、環境にやさしい農業をめざしている。 

 

④地産地消推進事業        （２，２４５千円・前年度３,５００千円） 

消費者である市民と農業者との交流を深めるための農業体験や食育活動を推進

し、市民が地元の農業や農産物に対する理解を深め、積極的な関わりを持つ意識が

高まるよう取り組む。 

  

搾乳体験 

地産地消バスツアー（小学生と保護者を 

対象とした農業体験） 

ふるさと産品まつり 

認定農業者による地元農産物直売 

 

３．予算額 １７，１２５千円（財源内訳）   その他特財   １，１７５千円 

（前年度 ２１，５００千円）        一般財源   １５，９５０千円 

 

耕作放棄地 遊休化が危惧される農地 

農業委員による農地パトロールの実施、要活用農地の情報提供、担い

手への農地集積、規模拡大、市民農園の開設、土地条件の整備 等 

復元化支援 

簡易な基盤整備実施 農地のあっせん

市民農園開設支援

農地の保全・有効活用（担い手、企業、NPO、市民等） 

担当 商工農水部 

 農水振興課 北住、石田 TEL ３５４－８１８０

    農水事業課 川口、森   TEL ３５４－８１８１

復元前 復元後 
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環  境  部 

 

新年度予算における基本的な方針 

ごみ問題を始め自動車交通公害や生活排水問題などの都市生活型の環境問題、さら

には自然環境保全から地球環境問題に至るまで今日の環境問題は、私たちが自らの社

会生活のあり方を変えない限り解決が難しい問題であるとともに、市民・事業者等の

あらゆる主体と協働し取り組んでいく必要がある。 

  このような認識から、「第２期環境計画」及び「ごみ処理基本計画」に基づき、快

適環境都市の実現に向けた環境施策の推進を図る。特に平成１９年度においては、地

球温暖化対策地域推進計画を策定し温暖化対策の基盤作りをするとともに、食品トレ

ー資源化事業の準備に着手して資源循環型社会に向けての取組を進めていく。 

 

 

１．地球温暖化対策の推進について 

  地球温暖化対策を計画的に推進するため、地球温暖化対策地域推進計画を策定する

とともに、家庭用並びに中小事業所の新エネルギー設備等の設置に対し経費の一部補

助を行う。また、市民、事業者等で組織された地球温暖化対策地域協議会の温室効果

ガス排出抑制等の取り組みに対して必要な支援をしていく。 

  【主な事業】 新エネルギー導入等促進事業       ８，７００千円 

        ○新地球温暖化対策地域推進計画策定事業等  ５，４８４千円 

 

 

２．環境計画の推進・環境マネジメントシステムの見直しについて 

総合的に環境施策を推進するため、環境計画の進行管理を図るとともに、今日の環

境問題に市民と協働で取り組むため、「環境を考える市民会議」を引き続き開催して

提案を受ける。また、本市独自の環境マネジメントシステムの効率的な運用について

検討する。 

【主な事業】 環境計画推進事業費             ６７９千円 

環境マネジメントシステム事業      １，７８２千円 

 

 

３．公害防止対策の推進について 

環境の現状を把握するため、大気関係では大気汚染の常時監視測定及び有害大気汚

染物質測定を行う。水質関係では市内河川等の公共用水域の環境監視測定を行うとと

もに、ダイオキシン類についても測定を行う。騒音・振動関係では市内における環境
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基準・要請限度適合状況の評価等を行う。悪臭関係では、悪臭パトロールを実施する

とともに悪臭物質の測定を行う。 

また、公害関係諸法令及び公害防止協定等に基づき、事業所に対する立入調査を実

施し、規制基準適合状況を把握するとともに、必要に応じて指導を行う。 

【主な事業】 大気汚染対策事業           ５１，５８８千円 

       水質汚濁対策事業           １０，３９９千円 

騒音・振動監視測定事業          １，０６０千円 

       悪臭監視測定事業            １，６０５千円 

 

 

４．生活排水対策について 

公共下水道等が整備されていない地域を中心に、合併処理浄化槽の設置補助（４７

０基を予定）を行う。特に市街化調整区域内の既存集落で合併処理浄化槽を集団設置

し生活排水対策に取り組む地域においては、併せて既存集落環境整備事業として専用

排水管の整備を図る。 

【主な事業】 合併処理浄化槽設置整備事業     １７９，２４５千円 

       既存集落環境整備事業         １９，３００千円 

 

 

５．環境教育の推進について 

  市民の環境保全意識の高揚と環境保全活動の促進を図るため、環境学習センターを

拠点として各種啓発事業を実施する。 

特に、市民団体との連携を強化し、地球温暖化や四日市公害を含めた幅広い環境分

野でのリーダー養成を行うなど、人材育成に努めるとともに、(財)国際環境技術移転

研究センターと連携し、地球的視野に立った啓発事業を実施する。 

  【主な事業】 環境学習センター普及啓発事業費６，２６５千円のうち 

環境リーダー養成講座業務委託      ２，０００千円 

         子ども地球環境塾業務委託        ２，１８０千円 

 

 

６．公害健康被害者対策について 

  公害健康被害者が自立し、安心して生活できるよう、医療費等の給付を行うととも

に、転地療養、家庭療養指導等の公害保健福祉事業を実施する。 

  また、健康被害予防事業として、１歳６カ月児、３歳児及び６歳児を対象としたア

レルギー素因児の健診、調査を実施する。 

  【主な事業】 公害健康被害補償給付事業      ７５５，９４７千円 
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         公害保健福祉事業            ２，７１３千円 

 

 

７．新総合ごみ処理施設の建設について 

  北部清掃工場は、ダイオキシン対策に併せて 10 年の延命工事を行ったが、新たな

総合ごみ処理施設の建設を平成 25 年度の稼動予定から、平成 27 年度稼動を目標に進

めていく。平成 19 年度は、平成 16 年度から行ってきた各種調査を基に、専門的知識

及び経験を有する中立的な組織に技術支援業務を委託し、これまでの調査を補完する

ための必要な調査を行う。 

  【主な事業】 新総合ごみ処理施設整備事業      １０，３６６千円 

 

 

８．リサイクル推進事業 

  資源物回収は、平成 17 年度で紙等が約 19,500 トン、ペットボトルが約 420 トン、

電池等が約 100 トン、合計約 20,000 トンであり、市民による集団回収が約 5,700 トン、

焼却灰が約 11,200 トンと全体で約 36,900 トンを資源化した。平成 19 年度は、エコタ

ウンプランに位置づけられている、食品トレー資源化事業の準備として、啓発及び回収

容器購入を行い、平成 20 年度からの導入に備える。 

【主な事業】 資源物処理事業           ４３３，５３５千円 

       集団回収活動奨励費補助事業      ３２，０００千円 

       乾電池処理委託事業          １２，９４７千円 

○新食品トレー資源化事業          ７，０００千円 

 

 

９．埋立処分場延命対策事業 

  南部埋立処分場の残余容量は年々少なくなってきていることから、平成 19 年度は

埋立廃棄物 10,000 トンと、清掃工場から排出される焼却灰約 11,900 トンを、（財）

三重県環境保全事業団へ引き続き処理委託し、現処分場の延命を図る。 

  【主な事業】 家庭系埋立ごみ処理委託       １４０，０００千円 

         廃棄物処理センター焼却灰搬入料金  ４３７，３２５千円 

 

 

１０．北大谷斎場改修事業 

  平成１６年度から、火葬炉の大型化等の改修を年次的に２炉ずつ実施していたが、

老朽化に対応するため、平成１９年度は４炉の整備を行う。 

   【主な事業】 北大谷斎場改修事業         ７０，０００千円 
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１．目的 

 地球温暖化問題は、将来の世代に大きな影響を及ぼすことが懸念される重要な問題で

あり、近年の気候の温暖化傾向からしても、大きな課題である。平成１７年２月には地

球温暖化防止のための「京都議定書」が発効し、同年４月には「京都議定書目標達成計

画」が策定されたところである。本市としても、市民及び事業者とともに地域レベルで

地球温暖化対策を推進するため、以下の事業を行う。 

 

２．内容 

 市域の温室効果ガス排出抑制等のための総合的な計画である「地球温暖化対策地域推

進計画」を策定する。また、市民及び事業者等による組織「地球温暖化対策地域協議会」

が実施する温室効果ガスの排出抑制等の取り組みに対して必要な支援を行う。さらに、

家庭用太陽光発電設備並びに中小事業所新エネルギー設備等の設置に係る経費の一部を

補助するほか、セミナー開催などの情報提供を通じて新エネルギー導入の促進を図る。 

 

３．予算額  １４，１８４千円  （財源内訳） 国県支出金  ４，７００千円 

 （前年度  １０，４９２千円）         一般財源  ９，４８４千円 

 

 

 

 

 

 

担当 環境部 環境保全課 

   駒田 

   ℡ ３５４－８１８８ 

地 球 温 暖 化 対 策 推 進 事 業 

楠ふれあいセンターの駐車場灯

（風力・太陽光併設）
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１．目的    

   新たな総合ごみ処理施設の建設について、これまでの平成２５年度稼動予定から

平成２７年度稼動を目標に進めていく。 

平成１９年度は、平成１６年度から行ってきた各種調査を基に、専門的知識及び

経験を有する中立的な組織に技術支援業務を委託し、これまでの調査を補完するた

めの必要な調査を行う。 

 

２．内容 

 （１）新総合ごみ処理施設整備に関する技術支援業務委託 

 （２）これまでの調査を補完するための調査業務委託 

 

３．予算額  １０，３６６千円 （財源内訳） 一般財源 １０，３６６千円 

 （前年度  ４４，２６４千円）        

                        

 

【新総合ごみ処理施設整備スケジュール（案）】 

 

 

 

 

       年度

項目 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

焼却等施設※           

リサイクルセンター           

担当 環境部 生活環境課 

    川北 

    ℡ ３５４－８３３３ 

新総合ごみ処理施設整備事業 

環境アセス 

建 設 計 画 

用地買収 造成・建設 稼 働 

造成・建設 
稼

動
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都 市 整 備 部 

 

新年度予算における基本的な方針 

人口減少時代に、持続可能で活力あるまちを目指すために都市計画マスタープラン

の理念に基づき、市街地の拡大抑制を図りつつ、既成市街地の有効活用に向けた施

策・まちなか居住施策を促進することにより、コンパクトシティの実現を目指す。 

このため、新たに整備を行う基盤については、真に整備が必要なものにとどめ、限

られた予算の中で市民の満足度を高め「住み続けたいまち」にするため、効果的な基

盤整備及び維持のあり方に留意した。また、既成市街地を再生・活用するため、「徒

歩や、自転車で移動しやすいまちづくり」に着手し、全体として「持続可能な都市」

を目指し、平成１９年度予算を編成した。 

まず、整備済みの道路・河川・公園等の基盤の維持管理経費を優先的に確保すると

ともに、新たに「主要道路リフレッシュ事業」等計画的な維持修繕に取組む。さらに、

住民の生活に密着した基盤の整備が必要であるとの認識に立ち、地区要望対応経費を

確保した。また、経済活動の活性化や安全安心のまちづくりの観点から重点整備すべ

き事業を選定し、予算を確保した。   

 

１．均衡のとれた土地利用について 

均衡のとれた土地利用を進めるため、土地利用検討に関する都市計画審議会からの

提言を踏まえ、これを実現するための制度設計を本格化する。また、コンパクトシテ

ィの実現に向けて、都心居住の促進を図るため敷地の共同化による諏訪新道第三地区

優良建築物等整備事業において引続き補助を行うとともに、長期的視野にたった中心

市街地や既成市街地再生の方向性を検討する。 

【主な事業】 土地利用計画策定調査            ７,０００千円 

優良建築物等整備事業          １６９，６２０千円 

○新既成市街地整備事業調査費           ３,０００千円 

○新気軽に自転車を活用できる空間整備            ３,０００千円 

 

２．円滑に移動できる交通体系について 

事業認可を受けた近鉄川原町駅付近連続立体交差事業（県事業）の実施にあたり関

連する四日市関が原線の整備を先行的に進める。また、近鉄・三岐富田駅前広場整備

を実施するとともに、ＮＰＯが運行する市民自主運行バスの支援やＪＲ四日市駅周辺

活性化検討を継続し、円滑な総合交通体系の整備を目指す。 

【主な事業】     近鉄連続立体交差関連事業             １７，６７４千円 
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        近鉄・三岐富田駅前広場整備事業       ２４８，０００千円 

市民運行バス支援事業                ３，６００千円 

        ＪＲ四日市駅周辺活性化検討        １０，０００千円 

 

３．市民主体のまちづくりについて 

地域まちづくり構想の策定をはじめ市民主体のまちづくり活動を支援する。継続事

業である里山保全に加え、河川や海辺などの水辺の保全や創出を進める活動を支援す

る。 

【主な事業】  まちづくり活動支援事業          ４，５８０千円 

        里山保全事業               ３，０００千円 

          ○新美しい水辺景観づくり支援事業 １，０００千円 

 

４．建築基準法等に基づく許認可について 

建築基準法等に基づき、新たに制度化される中間検査を適切に実施し、違法行為の

防止に努めるとともに、特殊建築物の定期報告制度に基づく審査と指導及び木造建築

物耐震診断等の耐震対策の推進により建築物の安全性向上を図る。 

【主な事業】  建築指導関係事務費           ３９，９３９千円 

       

５．都市計画法等に基づく許認可について 

都市計画法等に基づく開発許可申請及び建築許可申請等において適正な許可処分

を行い、良好な住環境を確保する。 

【主な事業】  開発指導関係事務費                  ３，３７２千円 

 

６．道路整備について 

快適な暮らしと産業活動を支える道路整備については、次の６事業を柱として実施

する。 

①幹線街路及び幹線道路の整備 

市民が快適に暮らせ、移動を円滑にできるよう街路等を整備し、国県道とともに

道路ネットワークを形成することで、市内の渋滞緩和を図る。 

【主な事業】 街路整備事業・道路整備事業      １，２７７，０００千円 

         ＜代表路線 環状１号線（街路）・大鐘 19 号線（道路）＞ 

 ②準幹線道路及び一般市道の整備 

幹線道路に至る生活道路のうち利用度が高く、整備効率の高い準幹線道路を整備

する。また、地域のニーズの高い市道を整備するため地区要望経費を確保した。 

【主な事業】 日永東日野線整備事業等          ２５０，０００千円 

        道路改良単独事業(大矢知垂坂 1 号線等)   １８９，２３３千円 
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             ○新生活に身近な道路整備事業        ３４２，０００千円 

③橋梁の整備 

大規模地震に対する備えとして橋梁の耐震補強整備を進める。 

  【主な事業】    石原南五味塚線（磯津橋）橋梁整備事業   ４６０，０００千円  

  霞ヶ浦緑地跨道橋耐震化事業           ５６，０００千円 

④安心して通れる歩行空間づくり 

  高齢者や障害者にも配慮した人にやさしい歩行空間ネットワークを形成する。 

【主な事業】    あんしん歩行空間整備事業            ５０，０００千円 

⑤道路の維持 

  道路が安全、円滑、快適に通行できるよう適切な維持補修を図る。 

【主な事業】    道路維持（舗装・側溝等補修）         ２０６，６４５千円 

○新主要道路リフレッシュ事業            ３０，０００千円 

⑥狭あい道路対策事業 

生活環境の改善を図るため、道路後退用地の整備を行う。 

【主な事業】   狭あい道路対策事業                １２９，７５２千円 

 

７．土地区画整理事業について  

   ①末永・本郷土地区画整理事業 

平成１９年度で換地処分・清算金の確定を行う。 

【主な事業】    末永・本郷土地区画整理事業               １７，８８４千円 

②午起土地区画整理事業 

      事業計画変更に合わせ仮換地を変更し、道路等の公共施設整備・改善を進める。 

【主な事業】    午起土地区画整理事業                   ６３，８００千円 

 

８．公園整備事業について 

   まちの貴重な緑の空間を確保するため垂坂公園・羽津山緑地整備事業等を実施する。ま

た、市民が海や緑とふれあえる魅力ある親しみ空間を創出するため霞ヶ浦緑地のリニューア

ルを行う。 

 【主な事業】    垂坂公園・羽津山緑地整備事業             ３１７，０００千円 

 南部丘陵公園整備事業                    ９２，０００千円 

 ○新霞ヶ浦緑地親しみ空間整備事業             １４，５００千円 

 

９．河川事業について 

準用河川改修、十四川調整池整備、普通河川三鈴川改良等を引き続き実施するとと

もに、溜池及び河川の調整能力やネック点を調査し、今後の効率的な治水対策のあり

方の検討に着手する。 
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【主な事業】  準用河川改修事業                ２３７，０００千円 

        十四川調整池整備事業              １０８，８００千円 

        普通河川三鈴川改修事業              ２０，０００千円 

       ○新治水度ジャンプアップ事業             ２０，０００千円 

 

１０．交通安全対策について 

幅広い交通安全教育の推進を図るとともに、効果的な啓発活動を展開する。また、

交通災害共済については、市民アンケートや交通災害共済制度検討委員会での検討

を踏まえ、一定の役割を終えたと判断されるため、平成１９年度で事業を終息する。 

【主な事業】  交通安全啓発事業             ５，４６２千円 

 

１１．財産・施設の管理業務について 

市民生活に直結した道路等行政財産の適正な管理を行う。 

また、未登記道路の解消や、国から譲与を受けた法定外公共物（里道、水路）の管

理を行うための現況調査及びシステムの補強等を行う。さらには、境界立会業務を効

率的に行うため平成１９年度より３ヵ年計画で境界査定管理システムを導入する。 

【主な事業】  管理事業費              １００，２２８千円 

境界査定業務費             ５３，０８６千円 

        未登記道路調査事業費          ２９，３６４千円 

         

１２．公共建築物等の整備について 

  公共建築物等の整備にあたり、安全確保はもちろんのこと、利用者のニーズを把握

し、維持保全経費を含む総費用の縮減、バリアフリ―化の推進、環境負荷の低減など、

誰もが使いよい公共建築物等の整備を行う。また、公共建築物の長寿命化に向けた方

策の調査を行う。 

【主な事業】  営繕事務費                ４，３６５千円 

 

１３．市営住宅整備事業について 

計画的な改修や耐震補強及び高齢者・障害者向改善により、既存市営住宅の有効活

用を図る。また、曙町市営住宅の建替えについて準備を進める。 

【主な事業】  老朽市営住宅耐震対策事業         ２０，０００千円 

        高齢者・障害者向け改善事業        ２０，０００千円 

曙町市営住宅建設事業                 ２０，７４０千円 
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１．目的 

人口減少時代に、広範囲な市域に市民が分散居住すると、道路や下水道等の都市基盤

整備や維持管理に過剰な負担が生じるとともに、公共交通も成り立たなくなり住みにく

いまちになってしまう。このため、本市では将来にわたり住み続けられるまちを実現す

るため、市街地の拡大を抑制しながら、市民が日々の暮らしの中で街に関わり、愛着が

持てる都市空間となるよう、既成市街地の都市基盤施設を活用した都市の再生を図る。 

 

２．内容 

鉄道駅を中心に自転車や徒歩、バス等の移動手段相互の有機的連携を強化しながら、

移動手段の利便性向上策や、質の高い居住空間の提供も可能な土地利用方策、民間にイ

ンセンティブ（誘因・刺激）を与える先導事業などの検討に着手し、既成市街地整備の

具体的なアクションプログラムの策定に向けた検討に着手する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

元気のない中心市街地を 
快適に暮らせる元気なまちに

 中庭のある緑あふれる集合住宅 

 

自転車利用を促進 

 

３．予算額  ６，０００千円  （財源内訳）一 般 財 源  ６，０００千円 

（前年度     ０千円） 

既成市街地整備事業調査費       ３，０００千円 

気軽に自転車を活用できる空間整備   ３，０００千円 

(新) 既成市街地整備関連事業 

担当 都市整備部都市計画課 

伊藤 

℡ ３５４－８１９４ 
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１．目的 

 既存の都市機能を活用しつつ、商工業などの経済活動の活性化や円滑な都市

機能の強化を促進していくには、国、県道の広域道路ネットワークと連携した

市内のネットワーク整備を行う必要がある。このため、本市では、南北交通の

渋滞緩和が重要な課題であると位置付け、重点整備路線の整備を推進する。 

 

２．内容 

 市民の移動を安全で円滑にする道路整備を行い、また、市内幹線道路ネット

ワークを構築するため、都市計画道路としては、東西道路の強化としての千歳

町小生線、赤堀山城線、四日市関ヶ原線、南北道路の強化としての環状１号線

の４路線、一般市道では、山村平津線、大鐘１９号線等の早期完成に努める。 

 

３．予算額 1,277,000 千円 （財源内訳） 国庫支出金   647,350 千円 

 （前年度 1,699,000 千円）       市   債   629,600 千円 

                     一般財源        50 千円 

 

環状１号線               大鐘１９号線 

    南から望む（整備前）        南から望む（整備後） 

 

     

事業完了年度 

 千歳町小生線   平成２０年度 

 環状１号線    平成２１年度 

 四日市関ヶ原線  平成２３年度 

 山村平津線    平成２０年度 

 大鐘１９号線   平成１９年度 

 東坂部２０号線  平成１９年度 

 小杉新町２号線  平成２２年度 

担当 都市整備部道路整備課 

      出口、川尻 

   ℡ ３５４－８２１３ 

幹線街路及び幹線道路整備事業 
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１．目的 

 慢性的な渋滞を来たしている国道１号・２３号を補完する南北幹線道路の整

備が平成１８年度当初に大半を供用開始したことでそれらの路線に向かって、

特に朝夕に車両が集中しており、自転車や歩行者の安全性が危惧される。 

このため、準幹線道路の整備を図ることにより、交通流を適切に幹線道路に

導き、かつ分散させることにより、整備済の幹線道路の利用効率を高める。 

 

２．内容 

 日永東日野線については、踏み切り狭小部を車両の交互交通が可能な状態に

改良する。（踏切改良工事） 
下海老寺方線については、幹線道路相互を連絡するための道路として拡幅整

備を行う。（Ｌ＝1,500ｍ・道路改良工事・用地） 

 以降、年次的に上記のほか３路線の整備を行う。 

 

３．予算額 250,000 千円（財源内訳）  市  債    150,000 千円 

 （前年度  75,000 千円）       一般財源    100,000 千円 

 

 

日永東日野線             下海老寺方線 

      東より望む 

     

 

事業完了年度 

 日永東日野線   平成２１年度 

 下海老寺方線   平成２２年度 

 

 
 

担当 都市整備部道路整備課 

       出口 

   ℡ ３５４－８２１２ 

準幹線道路整備事業 
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１．目的 

  以前より課題となっている地区土木要望に対する事業実施率の低さを引

き上げるために土木要望対応に特化した予算を創設し、住民満足度の向上を

図る。 
  また、地区土木要望の実施にあたっては、地域が主体となり設立した自主

組織によって実施箇所の選定を行い、市が事業実施を行うことにより、住民

自治によるまちづくりの推進を図っていく。 
 

 

２．内容 

地区土木要望に特化した予算の新設により、地域に予算の割り当てを行い、

地域との協働・分担意識を高め、より効率的で適正な事業執行に努めていく。 

 

 

３．予算額 342,000 千円  （財源内訳）一般財源   342,000 千円 

 （前年度       0 千円）        

                     

 

担当 都市整備部道路整備課 

        石田 

   ℡ ３５４－８２１５ 

（新） 生活に身近な道路整備事業 



 92

 

 

 

１．目的 

 本路線周辺は、車・人･自転車の輻輳による交通事故が後を絶たない。「市民

誰もが安心して社会参加でき、快適に暮らせる生活環境を確保した歩行空間づ

くり」をコンセプトに、市立四日市病院・四日市文化会館を始めとする各公共

施設と近鉄四日市駅や JR 四日市駅を結ぶ道路の段差解消等を行い、高齢者や障

害者にも配慮した歩行空間ネットワークの形成を図る。 

 

２．内容 

 本事業は、平成１６年度を事業初年度として、堀木日永線・赤堀末永線（赤

堀山城線）・四日市中央線の３路線を整備してきた。平成１９年度は、赤堀末永

線の一部と四日市中央線（近鉄四日市駅西区間）の段差解消等を行なうととも

に、既に歩道の段差が解消されている四日市中央線（ＪＲ四日市駅西区間）の

安全確保のための歩行空間に照明灯の設置を実施する。 

 

 

３．予算額 50,000 千円 （財源内訳） 国庫支出金     27,500 千円 

 （前年度 50,000 千円）       市   債     10,100 千円 

                    一般財源      12,400 千円 

 

 

赤堀末永線              四日市中央線 

    北から望む（整備後）         東から望む（現況） 

 

     

 

事業完了年度   平成２１年度 担当 都市整備部道路整備課 

        川尻 

   ℡ ３５４－８２１３ 

あんしん歩行空間整備事業 
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１．目的 

市民が快適に暮らせるまちを目指すためには、地域間を結ぶ幹線道路の交通

ネットワークを円滑に機能させることが重要である。 

幹線道路は、交通量が非常に多く、舗装面の損傷や陥没などが頻繁に発生し

ており、部分補修では限界があるため、舗装面の再舗装を大規模修繕事業とし

て計画的に実施することで、耐用年数の長寿命化を図り安全で快適な道路の維

持管理を行う。 

 

２．内容 

地域間を結ぶ幹線道路の中から、舗装面の損傷度合いや交通量により計画的

に再舗装工事を実施する。 平成１９年度については、先ず下記の 7 路線から

着手する。 

・下野保々線           ・南小松采女 3号線 

・日永八郷線           ・花川六名線（フラワーロード） 

・三重団地 1号線         ・河原田環状線 

・三重団地生桑線 

 

３．予算額 30,000 千円   （財源内訳） 一般財源     30,000 千円 

 （前年度  －  千円）        

 

 

下野保々線（現況）          日永八郷線（現況） 

 

                    
 

事業完了年度   平成２７年度 

 

 

担当 都市整備部道路整備課 

        中村 

   ℡ ３５４－８２１５ 

（新） 主要道路リフレッシュ事業 
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１．目的 

 霞ヶ浦緑地は、海岸線に沿った南北に長い緑地で、南側部分は野球場、サッカー場、

四日市ドームなどのスポーツ施設があり、北側は松並木や散策広場等落ち着いた雰囲

気で、幼児から高齢者までの幅広い層にわたって休憩、散策、スポーツ等に利用されて

いる。平成１８年度より浜園ターミナルのオープンやオーストラリア館にカモノハシ（モニュ

メント）が常設されるなど集客施設が増えることで、それらを結ぶ当緑地を整備することに

より多くの市民が集える魅力あるシーサイドエリアを創るため、既存の施設をリニューアル

する。 
 
２．内容 

 霞ヶ浦緑地は、四日市市大字羽津甲、乙の海岸線に位置し、緑地（緩衝緑地）として昭

和４４年１月３０日に都市計画決定された。 

 計画面積は、４０．１ｈa で現在２７．５ ha を開設している。（平成１８年４月１日現在） 

 平成１９年度から平成２１年度の３ヶ年を目途に、事業費４４，５００千円を投入してジョギ

ングコース、サイクリングコースの舗装整備をはじめ案内看板、ライン文字の設置、ストレ

ッチ器具を含む遊具の新設、花壇の整備等を予定している。 

 初年度である平成１９年度の事業内容は、事業費１４，５００千円でジョギングコース、サ

イクリングコースの舗装整備予定している。 
 

３．予算額  １４，５００千円  （財源内訳） 一般財源 １４，５００千円 

 （前年度       ０千円）        

                        

 

 

 

 

 

ジョギング、サイクリングコース

（新）霞ヶ浦緑地親しみ空間整備事業 

担当 都市整備部市街地整備・公園課

         酒井 

℡  ３５４－８１９７ 

浜園旅客ﾀｰﾐﾅﾙ 
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１．目的 

 市民の生命、財産を守る上で重要な治水事業を行っていく中で、四日市市管理の準用

河川の改修事業において、特に改修の必要な３河川に事業費を集中し、自然環境の保全

に留意しながら治水安全度を向上させていくものである。 

 

 

２．内容 

 本事業は昭和 49 年の集中豪雨による災害を契機として、水害を低減することを目的と

した事業で、準用河川として国の認可を受けて整備を行う。 

・準用河川朝明新川（H3～H25：全体事業費 1,711，000 千円） 

平成 19 年度実施事業・・・・多自然型護岸 L= 60m 橋梁設計  1 箇所 

・準用河川米洗川 （H5～H28：全体事業費 700，000 千円） 

平成 19 年度実施事業・・・・多自然型護岸 L= 40m   

・準用河川萱生川（H1～H30：全体事業費 1,211，000 千円） 

平成 19 年度実施事業・・・・三岐鉄道橋改築事業  1 式 

 

３．予算額    237,000 千円 （財源内訳） 国庫支出金     79,000 千円 

 （前年度    144,000 千円）       市  債     150,100 千円 

                       一般財源       7,900 千円 

                                           

 

 
         準用河川萱生川ネック点 

市道橋 

三岐鉄道橋 

計画：２５㎥

現況： ７㎥
担当 都市整備部河川排水課

       矢田 

   ℡ ３５４－８２１６

準 用 河 川 改 修 事 業 
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１．目的 

 普通河川三鈴川は、堤防の高さ不足により集中豪雨時等に越水の危険性があるため、

早急に事業化して治水安全度の向上を図っていかなければならないことから、平成 18

年度より継続的に事業を推進しているものである。 

 

２．内容 

 普通河川三鈴川河川改修事業は下流の開栄樋門から近鉄名古屋本線までの延長約

1200m について改修計画を策定し、改修していく事業で、治水安全度の向上はもとより

多自然型緩傾斜護岸の採用で親水空間を確保し、景観に配慮しながら整備を進めていく

ものである。 

 平成 19 年度実施事業 

 ・普通河川三鈴川河川改修工事   多自然型護岸工  L= 80ｍ  

                  管理用通路の整備   １式 

 

３．予算額     20,000 千円  （財源内訳）  市  債    20,000 千円 

 （前年度     20,000 千円）        

                         

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

担当 都市整備部河川排水課 

       矢田 

   ℡ ３５４－８２１６ 

普通河川三鈴川河川改良事業 
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１．目的 

 本事業は、近年の局地的な短時間の集中豪雨等に対応するため、溜池の現況調査及び

河川のネック点調査を行い、その能力を精査して溜池の雨水調整機能の付加や河川のネ

ック点解消など、効率的な整備を行い、治水安全度の向上を図るものである。 

このため平成 19 年度はその調査を行い、現況を把握するものである。 

 

２．内容 

 溜池の現況・能力調査や縦横断等資料のない河川の調査を行い、構造・ネック点の把

握を行う。 

平成 19 年度実施事業 

・現況調査測量業務        １式 

          （ 溜池 ９３箇所・普通河川 ９３河川 ） 

 

３．予算額     20,000 千円  （財源内訳）  市  債     20,000 千円 

 （前年度        0 千円）        

                        

                        

       （ イメージ図 ）          

 

担当 都市整備部河川排水課

       矢田 

   ℡ ３５４－８２１６

（新） 治水度ジャンプアップ事業  
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１．目的 

  耐震基準を満たしていない老朽市営住宅団地を建て替えることにより、社会ニーズ

に対応した市営住宅の供給及び耐震対策を推進する。 

 

２．内容 

  平成１７年度に基本計画の策定をし、平成１８年度には測量調査業務を行った。平      

成１９年度は下記の各種委託業務を行う。 

  １９年度予定事業 

   ①基本設計業務委託       

  ②アドバイザリ業務委託    

   ③地質調査業務委託         

  基本方針 

  （１）市営住宅  ９０～１００戸 

           高齢者や障害者等に対応したユニバーサルデザインを導入する。 

           曙町市営住宅及び浜町市営住宅入居者を移転対象とする。 

  （２）共同施設  駐車場、集会所、緑地等 

  （３）整備方針  入居者の状況、敷地や周辺の環境、及び市の財政負担等を勘案

した建て替えを行う。 

 

３．予算額  ２０，７４０千円（財源内訳）  国庫支出金   ９，３３３千円 

 （前年度      － 千円）       一般財源   １１，４０７千円 

                        

＜曙町市営住宅の現況＞ 

 
担当 都市整備部市営住宅課 

       葛巻 

   ℡ ３５４－８２１９ 

（新）曙町市営住宅建替事業 



 99

 

収入役室 

 

新年度予算における基本的な方針 

引き続き適正で効率的な会計事務執行の支援を行う｡また、公金の運用については、金融

機関の収益構造の改善に伴って、より安全性が高まってきたことや金利動向に変化が見ら

れることから、安全性を第一に、流動性、効率性の優先順位に基づく運用を基本としながら

もより柔軟な運用を行う｡ 

 

１．会計管理事業について 

今年度も研修や実地検査を引き続き実施し、寄せられた質問等を集約した Q&A 集の充

実を図り、会計事務に関する相談、支援等を行う。 

公金の運用について、関係課と定期的に協議を行い、金利動向に注意を払いながら、柔

軟で効率的な運用に努める。 

また、収納データの作成委託を実施するとともに、支出では法改正に伴い、可能となった

定時定額払いの一括処理を行うなど引き続き会計事務の効率化に努める。 

 

【主な事業】  会計管理経費  当初予算額   ２１，７５９千円 
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議 会 事 務 局 

 

新年度予算における基本的な方針 

議会が市民の代表機関としての役割を果たすとともに、議会に対する市民の関心を

高める。 

議会運営における見直しを行い、議会の活性化を図るとともに、議会情報の公開に

努め、より市民に開かれた議会を目指す。 

 

１．議会の活性化等について 

議会が市民の代表機関として、行政の監視や政策提案等の役割を果たすことができ

るよう、適法かつ効率的な議会運営を行うとともに、議会の活性化を図る。 

【主な事業】  政務調査費             ２７，７２０千円 

        議会運営費 ７５，５０１千円のうち 

行政視察              １６，１２１千円 

        議員パソコン・インターネット事業   ４，４８５千円 

                           

 

２．市民に開かれた議会について 

議会に対する市民の関心を高めるため、市民に開かれた議会を目指し、市民への議

会情報の提供を進める。 

【主な事業】  議会運営費 ７５，５０１千円のうち 

本会議テレビ放映委託事業       １８，９９７千円  

        広報紙等作製事業            ８，６３６千円 

        市議会モニター制度運営費          ３９２千円 

        本会議インターネット配信事業      ２，１４０千円 
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１．目的 

   議会に対する市民の関心を高めるため、市民に開かれた議会を目指し、市民への

議会情報の提供を進める。 

 

 

 

 

 

２．内容 

   市民に開かれた議会を目指し、年４回の定例会における本会議の録画映像をイン

ターネット配信することにより、市議会及び市政に関する市民の関心をさらに高め

ていく。 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算額   ２，１４０千円（財源内訳）  一般財源    ２，１４０千円 

 （前年度       ０千円）        

                        

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

担当 議会事務局議事課 

    岡本  

   ℡ ３５４－８２５７ 

本会議インターネット配信委託事業 



 102

監査事務局 

 

新年度予算における基本的な方針 

市の財政が公正かつ効率的に執行されているのか、市行政の実績や成果が住民の福

祉と行政水準の向上に寄与しているかどうかに重点をおいて監査委員の行う監査事

務の補助を行う。 

 

１．定期監査について 

財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理が最少の経費で最大の効果

を挙げているかに留意し、予算の執行及び財産の管理などが適法、適正かつ効率的に

行われているかの検証を主眼として行政機構別に実施する。また、監査を実施するに

あたっては、財務監査における事務事業の合規制、正確性の視点はもとより、事業の

監査における経済性（Economy）、効率性（Efficiency）、有効性（Effectiveness）の

３Ｅ監査の視点による監査の充実を図る。 

  

 

２．行政監査について 

市の事務執行に関し、事務組織及び執行体制、事務処理の手続き方法、事務の執行

状況、施設の管理運営、その他行政運営全般について、公正で効率的かつ効果的に行

われているかの視点から監査を実施する。 

定期監査に平行して、「旅費の執行状況」、「時間外勤務の状況」、「原課契約工事の

執行状況」｢業務棚卸表｣等を監査するとともに、これらとは別途に「指定管理者」を

テーマとした監査も予定する。 

 

 

３．その他の監査、検査、審査について 

上記のほか、出資団体監査、財政援助団体監査、工事監査を行うとともに、例月出

納検査、決算審査、基金運用状況審査を行う。 

 

 

【主な事業】    監査事務一般経費       １，９３４千円 
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教 育 委 員 会 

 

新年度予算における基本的な方針 

 

 学校教育については、２０１０年度を目標年度とした「四日市市学校教育ビジョン」の基

本方針である「新しい時代をたくましく切り拓いていく子どもの育成」の実現をめざして、

その基本目標を達成するための各種施策の一層効果的・効率的な推進を図るとともに、特に

学校の小規模化がもたらす教育環境の課題への対応に取り組む。また、今日の社会的課題で

ある「いじめや不登校」等に対応するための施策の拡充を図る。 

主な施策として、引き続き小中全学年における主要教科での少人数授業の実施や特別支援

教育の充実に向けた取り組みを行うとともに、いじめや不登校等に対応するための教育相談

及び支援事業を拡充する。さらに、大学や企業と連携し、学習活動の充実と教員の授業力の

向上に新たに取り組む。また、今後の効率的な施設整備を推進するため、小中学校及び幼稚

園施設の長期的な保全計画の策定に着手する。 

社会教育においては、健全な子どもの育成に向けて、子どもの学校内外での規則正しい生

活や放課後の安全で安心な環境づくり等について、保護者や地域住民、さらには学校と行政

が一体となった取り組みを推進するとともに、市民のニーズに応じた効果的・効率的な事業

の実施に努める。 

主な施策として、学校・ＰＴＡや地域と連携した「早ね・早おき・朝ごはん」市民運動の

啓発を中心とする親と子どもの豊かな育ち事業を推進する。また、従来からの学童保育事業

の拡充を図るとともに、新たに小学校の余裕教室等を利用した放課後子ども教室のモデル事

業を実施する。図書館、博物館等社会教育施設においては、引き続きそれぞれの特性を生か

した学習機会・情報の提供等を推進する。さらに、四日市ドームをはじめとする体育施設の

指定管理者との連携、調整を行い、生涯スポーツの振興を図る。また、引き続きスポーツ環

境の整備や総合型地域スポーツクラブへの支援等に努める。 

 

１．生きる力・共に生きる力の育成について 

（１）確かな学力（基礎・基本）の定着 

全ての小中学校において、みえ少人数学級を継続するとともに、市独自施策として、小

学校では国語・算数、中学校では数学・英語等の授業を３０人以下で実施し、基礎・基本

の徹底を図る。また、学びの一体化として、これまでの各中学校区での取り組みや小学校

５年生、中学校２年生で実施する到達度検査結果及び分析を基にした提言を活かしながら、

教育活動の連続性の確保・充実を図り、学校教育機能を高める。 
国際化時代に対応するため、小学校には７人の外国人英語指導員を派遣して市の英語活

動カリキュラムを中心とした活動を行い、中学校には１１人の外国人英語指導員を派遣し

て、日本人教師とのチームティーチングによる英語指導を実施する。 
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【主な事業】  基礎学力・教育力ジャンプアップ事業     １８４，８００千円 
（うち１７９，９００千円） 

学びの一体化推進事業              ６，８６４千円 
学校英語教育充実事業             ８６，９７３千円 
 

（２）豊かな人間性の育成 

学校図書館の活性化と読書活動の推進に向けて、小中学校に司書１３名を派遣し、図書

館担当教諭への助言及び子どもの活動支援・図書館ボランティアへのアドバイス等を行う。 
各中学校区で、子ども人権フォーラムの開催、教職員研修の充実、地域関係組織との連

携を図り、幼小中が連携した人権教育を推進する。また、小中学校における人権教育の推

進が図られるよう、発達段階に応じたカリキュラムや学習プログラムの整備に努める。 
 

【主な事業】 学校図書館いきいき推進事業             ３９，６４５千円 

○新学校人権教育推進事業                 ３，１００千円 
          

（３）生徒指導の充実 

いじめ等問題行動、不登校等に対する専門的な指導や相談を充実するため、すべての小

中学校へのスクールカウンセラー又は心の教室相談員の配置及び派遣の充実、さらには電

話相談体制の充実を図る。また、いじめや不登校等問題行動の未然防止、早期発見、早期

対応に向けた教職員の指導・相談体制等の充実及び「楽しい学校生活を送るためのアンケ

ート Q－U」の効果的な活用を進めるとともに、地域・保護者との連携の強化に努める。

また、引き続き、不登校児童生徒に対する適応指導教室における受け入れを行う。 
急増する外国人幼児児童生徒に対する日本語指導や園・学校への適応指導の充実を図る

中で、特にポルトガル語やスペイン語を母語とする子どもたちへの初期の適応指導を充実

する。 
 

【主な事業】 いじめ・不登校等教育相談事業         １８，１６０千円 
 生徒指導対策事業費             ７，４７５千円 
学級経営サポート事業              ２，５００千円 
適応指導教室事業                ９，９８９千円 
外国人幼児児童生徒教育充実事業        ４１，５３７千円 

 
（４）特別支援教育の推進 

障害のある子どもに対して、一人一人の教育的ニーズに応じた指導や支援に資するため、

学校・園の特別支援教育体制の推進に指導・助言・連絡調整を行う「地域特別支援教育コ

ーディネーター」のほか、特別支援学級に介助員を配置するとともに、新たに普通学級に

おいて軽度発達障害等で支援を要する児童生徒に特別支援教育支援員を配置する。また、

各種関係機関と連携を図り、乳幼児期から中学校卒業までの一貫した相談支援体制の構築
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を図る。 
【主な事業】 特別支援教育推進事業                  ４，０３５千円 

特別支援学級介助員費            １０９，３１３千円 
○新特別支援教育支援員費              ６，８７５千円 

教育相談事業                  ６，０１１千円 
 

２．信頼に応える学校経営、保護者・地域とともにつくる学校（園）について 

地域に開かれた信頼される学校づくりのために、地域・保護者と学校が一体となったコ

ミュニティスクール制度について、引き続き調査・研究を行うとともに、各小中学校の「学

校づくりビジョン」の実現に向けた教育活動等を支援する。 
また、公立幼稚園各園における特色を活かした園づくりを一層進めるとともに、地域の

未就園児を対象とした園開放や子育て相談等を充実させ、地域における幼児教育センター

としての機能を高める。 
さらに、教育上配慮を必要とする地域において、学校・家庭・地域が相互に連携し、子

ども自らが基本的人権を尊重する精神を育成するための事業を実施する。 
また、いじめや差別のない学校づくりに向けて、教員及び保護者を対象に人権意識を高

め、子どもの人権を尊重するための新たな取り組みを進める。 
 

【主な事業】 コミュニティスクール調査研究事業        １，３１５千円 
学校づくりビジョン推進事業               ２４，８００千円 
子育て支援推進事業               ４，７５８千円 
子ども人権文化創造事業             ６，７１４千円 

○新いじめや差別をなくす人権意識向上事業        １００千円 

 
３．教職員の資質向上について 

教職員の資質向上と本市がめざす学校教育ビジョンの目的達成につながる様々な研修を

実施するとともに、教育センターと学校が連携して、授業実践を通して研究課題に対する

成果や課題を明らかにしつつ研究と研修の一本化を図る。また、経験の少ない非常勤講師

等への指導・助言を行うための指導員を確保し、学校教育力の一層のレベルアップを目指

す。また、大学及び企業と連携し、専門的な立場からの深い知識と豊かな経験等を授業や

教員の研修等に活用することにより、理科教育を中心とした学習活動の充実と教員の授業

力の向上に新たに取り組む。 
さらに、教職員の人権意識の高揚及び資質の向上をめざすために実践的な研修を開催す

るとともに、平成１８年度から２ヵ年で人権教育についての深い知識と実践力を備えた指

導者を各校１名養成し、人権教育推進リーダーとして人材バンクに登録し、各校園に広め、

人材教育の指導体制を充実する。 
 

【主な事業】 教職員研修事業                      ３，９１４千円 
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        ○新教育センター重点課題研究推進校事業        ６００千円 

基礎学力・教育力ジャンプアップ事業      １８４，８００千円 
（うち４，９００千円） 

          ○新大学及び企業との連携による授業力向上事業      ２，７０８千円 
学校人権教育リーダー育成事業            ６００千円 

 
４．学校環境の整備について 

児童生徒の通学時の安全確保のため、通学路の交通安全施設等の整備と不審者等への対応と

して、地域と一体となった見守り活動を（引き続き）推進する。 
学校施設については、１８年度でＰＦＩ方式による施設整備が完成したことを契機に、

耐久状況等を基本とした整備を行うために、すべての小中学校・幼稚園の施設について現

況調査・診断を行い、長期的な保全計画の策定に着手する。１９年度は、１８年度からの

継続として１校で改築を進めるとともに、経年劣化に対応するための大規模改造に向け、

２校で設計を行う。また、バリアフリー化施設整備については６校で、衛生管理強化のた

めの給食室の改修については 1 校で工事を行う。 
さらに、児童生徒へのより分かりやすい授業を推進するとともに、学校における個人情

報の保護と校務の効率化を図るため、平成２０年度から小中学校の教職員に一人１台パソ

コンの配備を行うための契約行為を進める。 
 

【主な事業】  通学路交通安全施設整備事業          ２０，０００千円 

○新ストックマネジメント事業          １７，０００千円 
小中学校改築整備事業           ５２５，６８０千円 
小中学校大規模改造整備事業          ７，０００千円  
小中学校バリアフリー化施設整備事業    １６９，９００千円 
給食室改修整備事業             ３３，２００千円 

○新学校教育ＩＴ推進事業（債務負担行為） 
               期 間       １９～２４年度 

限度額   ３５８，０００千円 
 

５．青少年の健全育成について 

学校及び家庭生活を一連のものとした青少年の健全育成をめざし、子どもの生活リズム

や規範意識の向上に向けて、保護者や地域住民、さらには学校と行政が一体となった取り

組みを推進する。また、放課後の子どもの過ごし方として、留守家庭児童を対象とした従

来からの学童保育事業に加え、新たに子どもの安全な遊び場、異年齢や地域住民との交流

の場を提供するための放課後子ども教室のモデル事業に取り組む。さらに、青少年の健全

育成・非行防止活動の一環として、青少年が気軽に集い、大人とも語り合える場の提供と

自主的な活動の支援を図るとともに、有害情報対策にかかる啓発活動や非行防止教室を開

催する。 
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子どもの読書活動の推進については、子どもの読書活動推進計画に基づき、まちの中に

より自然な形で子どもが本に親しむ環境づくりや市民への普及・啓発のための取組みを計

画的に進める。 
  少年自然の家においては、青少年に自然を直接体験し、他の参加者と交流を深める野外

活動事業の提供や参加者に自然のすばらしさや体験後の達成感などを感じさせる活動を推

進する。 
 

【主な事業】○新親と子どもの豊かな育ち事業             ５，１１７千円 

○新放課後子ども教室推進事業             ３，３２４千円 
学童保育事業費補助事業            ９３，９３８千円 
子どもと若者の居場所づくり事業         ３，２９６千円 
子どもの読書活動推進事業              ３１７千円 
少年自然の家活動事業              １，０５０千円 
 

６．文化財関係について 

文化財、埋蔵文化財については、引き続き適正な保存と維持管理に努めるとともに、国

史跡として指定された久留倍官衙遺跡について、今後の保存と整備・活用に向けて、歩行

者用地下道工事の施行や発掘調査の整理作業等を行う。 
 

【主な事業】 久留倍遺跡保存活用事業             １８，５１８千円 

指定文化財保存事業費補助金              １，３６８千円 
 
７．生涯学習機会の提供について 

図書館においては、今後の図書館整備における方向性の検討のための調査研究に着手す

るとともに、引き続き利用者のニーズを把握し、選書やリクエスト本の購入など効果的な

資料配備に努める。さらに、市内全域図書サービスの一環として運行している自動車文庫

について、自動車 NOｘ・PM 法の適用による買い換えを行う。 
博物館においては、丹羽文雄記念室開設を契機に、市民に親しみやすい内容の展覧会や

プラネタリウム番組の投映を行い、来館者の増加と市民の多様なニーズへの対応に努める。

また、学校や地域との連携を一層深めて教育普及活動を推進し、より多くの市民に学習の

機会を提供する。 
 
【主な事業】○新図書館のあり方調査研究事業             １，０００千円 

図書資料整備費                   ２８，０００千円 
○新移動図書館整備事業                 １４，０００千円 
特別展等開催事業                   ４６，４１７千円 

プラネタリウム投映事業              １２，１１４千円 
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８．スポーツ・レクリエーションについて 

霞ヶ浦体育館の耐震補強等改修工事や温水プールの耐震補強工事設計等を実施し、施設

利用者の安全を確保するなどスポーツ環境の整備を図るとともに、平成１９年４月から四

日市ドームについて指定管理者制度を導入し、管理コストの縮減と市民サービスの向上を

図る。 
また、生涯スポーツの普及、振興を図るため、引き続き総合型地域スポーツクラブの運

営支援及び設立に向けた啓発活動を行う。 
 

【主な事業】 霞ヶ浦緑地運動施設整備事業（体育館耐震補強等改修工事） 

   ３２，４００千円 
          温水プール耐震補強工事設計委託          ３，２００千円 

総合型地域スポーツクラブ育成支援事業            ９，２８５千円 
                   四日市ドーム一般経費（指定管理者化）          ６４，７５２千円 
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基礎学力・教育力ジャンプアップ事業 

 

 

 

 

１．目的 

小・中学校のすべての学年において、基礎学力の徹底と学習規律等の確保のため、

１学級の児童・生徒数が 30 人を超える学級を基準に、よりきめ細やかな指導の実施

を目的として引き続き教員加配事業を行う。 

また、充実した事業の展開を図るため、講師の指導力、資質の一定レベルの確保お

よび向上を目的とした事業を行う。 

 

 

２．内容 

 （１） 非常勤講師の配置による少人数授業の実施      

ゆとりある教育活動を実施する中で、どの子にも各教科等の基礎的・基本的な内

容を確実に身につけさせるため、児童生徒の習熟の程度に違いが生まれやすい教科

（小学校：国語・算数、中学校：英語・数学）の学習を中心に、30 人以下で実施で

きるよう引き続き非常勤講師を配置し少人数授業を展開する。 

 

 （２） アドバイザーによる講師・教員への指導・助言 

充実した授業の展開を図るため、経験の少ない講師や若手教員等の指導力、資質

向上をめざし、アドバイザーが個々の課題に応じて指導・助言する。 

 

 

 

３．予算額 １８４，８００千円   （財源内訳）一般財源 １８４，８００千円 

 （前年度 １８５，０００千円） 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会 学校教育課 

    石 黒 

    ℡ ３５４－８２５１ 
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１．目的 

いじめ問題や不登校児童生徒への対応、また，校内外における暴力行為等の反社会

的行動や、学習障害、注意欠陥／多動性障害、高機能自閉症等の幼児児童生徒への対

応において、専門的な相談や指導の必要性がますます高まっている。そのため，専門

的な立場からのカウンセリングや専門機関との連携を図ることのできるスクールカウ

ンセラー及び、悩み・不安等を気軽に話せる心の教室相談員の配置、また、要請によ

る相談員の派遣を充実させ、教育相談機能を高める。 

 

２．内容 

配置及び派遣者 

○ スクールカウンセラーの配置 

（スクールカウンセラー：臨床心理士等が児童生徒及び保護者に専門的な知識と経

験によりカウンセリングや関係機関へつなげる助言を行う） 

市の配置校：中学校６校，小学校３校，県の配置校：中学校 16 校  

○ 心の教室相談員の配置 

（心の教室相談員：相談員経験者や教職経験者等が保護者の悩み相談や児童生徒の

悩み相談を行う） 

市の配置校：小学校３５校、県の配置校：小学校２校 

○ ハートサポーターの派遣 

（ハートサポーター：教育委員会が学校を通じての要請により、臨床心理士を家庭

や学校へ派遣して、直接面接形式でカウンセリングを行う） 

幼稚園・小中学校を対象に年間８０回派遣 

 

３．予算額  １８，１６０千円 （財源内訳）一般財源 １８，１６０千円 

 （前年度  １１，４８０千円）  

 

 

 

いじめ・不登校等教育相談事業 

担当 教育委員会 指導課 

   伊 藤  

    ℡ ３５４－８２５５
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１．目的 

(1) 拠点校・園及び一般校・園に適応指導員を配置し、日本語指導や教科の補充指

導，教育相談にあたることで，在籍する外国人幼児児童生徒の指導の充実を図る。 

(2) 日本語がほとんどわからない外国人児童生徒を対象に一定期間集中的に日本語

指導や学校生活への適応指導を行う初期適応指導教室「いずみ」（笹川西小学校に

平成 18 年 10 月開設）を拡充し、外国人児童生徒指導の一層の充実を図る。 

２．内容 

 (1) 適応指導員派遣について 

  ① 適応指導員の派遣形態 

   ・ 拠点（準拠点）校・園  ６校・園（幼稚園１園、小学校３校、中学校２校） 

   ・ 一般校・園      １０校園 

  ② 適応指導員 

    本市および本市近辺に在住し、日本語とポルトガル語、スペイン語、中国語、

タイ語、タガログ語等が話せる者 

  ③ 指導内容 

   ・ 日本の学校生活への適応指導 

   ・ 日本語の補充教室の指導助手 

   ・ 担任と保護者の連絡･相談時の通訳 

   ・ 家庭訪問          等 

 (2) 外国人児童生徒のための初期適応指導教室「いずみ」について 

  ① 指導者等 

   ・ コーディネーター１名（県費）   ・ 指導員５名（市の臨時職員） 

   ・ 事務担当者１名（市の臨時職員） 

  ② 指導内容 

   ・ 日本語による日常会話 

   ・ ひらがな、カタカナ、小学校低学年程度の漢字の読み書き 

   ・ 基礎的な算数の学習 

   ・ 日本の学校生活への適応指導 

   ・ 受入れ時の保護者へのオリエンテーション 

３．予算額  ４１，５３７千円 （財源内訳）一般財源  ４１，５３７千円 

 （前年度  ２４，１４３千円） 

 

 

 

 

 

 

外国人幼児児童生徒教育充実事業 

担当 教育委員会 指導課 

    伊 藤  

    ℡ ３５４－８２５５ 
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（新）特別支援教育支援員配置事業  
     
 
１．目的 
  市内小中学校においては、特別支援学級に在籍しないが、ＡＤＨＤ、ＬＤ

やアスペルガー等の軽度発達障害で特別な支援を要する児童生徒が全体の

２％程、人数で５００人を越える状況にある。 
このような児童生徒については、普通学級において教師の特別の配慮のも

と学校生活を送っているものの、仲間づくりや危険認識等でより支援を必要

としているため、学校生活がより円滑に送れるよう支援員を配置するもので

ある。 
 
２．内容 
  市内小中学校の普通学級に在籍する軽度発達障害児等の支援をおこなうた

め、担当教師の他に、特別支援教育支援員を配置することにより、それぞれ

の障害に応じたきめ細かな対応を行い、適切な発達を保障するとともに、安

全で安心できる教育環境を整備する。 
        

(配置予定支援員)  小学校４人、中学校２人 
 
３．予算額  ６，８７５千円   （財源内訳）一般財源 ６，８７５千円 
     （前年度  ０千円） 
      
 
 

 担当 教育委員会 学校教育課 

    山 口 

    ℡ ３５４－８２５０ 
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１．目的 

教育活動の充実と教職員の資質向上をめざし、市内の幼稚園・小中学校の研修へ

の三重大学教官の継続的，臨時的派遣を支援するとともに、企業人・社会人の知識・

技術・経験等を小・中学校の教育活動に活用し、理科教育や児童生徒の勤労観・職

業観の育成等が推進できるよう支援する。 

特に、児童生徒の「科学技術離れ」「理科離れ」が指摘される中、「理科・科学が

好きな子どもの育成」「理科・科学に対して知的好奇心・探究心を持つ子どもの育

成」をめざし、大学や企業と連携・協力して授業研究を進めるとともに、教育セン

ターの専門研修・講座を充実させ、教員の授業力の一層の向上を図る。 

 

２．内容 

  大学や企業との連携、協力のもとに、以下のような取組を進める。 

(1) 幼稚園や小中学校の校内研修に大学教官を講師として派遣 

(2) 企業人・社会人を小・中学校の理科教育及びキャリア教育や職業体験学習等

の講師として派遣 

(3) 教育センターで行われる専門研修・講座へ大学や企業等から講師を派遣 

(4) 理科教育（授業）の充実に向けて、推進プロジェクト会を中心に、授業実践

の研究や教員研修プランの検討・実施 

 
３．予算  ２，７０８千円    （財源内訳） 一般財源  ２，７０８千円 
     （前年度  ０千円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（新）大学及び企業との連携による授業力向上事業 

担当 教育委員会 指導課 
   伊 藤 
   ℡ ３５４－８２５５ 
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１．目的 

既存施設の現状を踏まえ、建築物やこれに付随する設備などの物理的劣化を改修し、

性能の維持、向上を図るとともに、社会的､技術的情勢の変化や施設利用者の要望に応じ

て機能面の向上を図り、長期にわたる有効活用、施設の長寿命化していくことが必要と

される。これによりライフサイクルコストも縮減が図られることにもなる。 

このためには、これまでの不具合が発生した段階で対処するといった事後保全を主流

とするのではなく、施設性能が低下する前に、定期的に必要な措置を講じる計画的な改

修（計画保全）を実施していくことが必要である。計画保全を行うことによって限られ

た予算を効率的、効果的に運用することができると考えられる。 

この計画保全を実施するための長期保全計画を策定する。 

 

２．内容 

・全小中学校･幼稚園の施設、設備について、施設保全台帳の整備、施設保全情

報管理システムの構築、長期保全計画の策定のうち 

 

平成 19 年度は、全小中学校･幼稚園の施設、設備について、調査をおこない、 

維持管理、修繕、改修等の現状と課題を取りまとめた上で施設保全台帳の整備 

をおこなう。 

 

 

     

３．予算額 １７，０００千円  （財源内訳） 一般財源  １７，０００千円 

  （前年度 ０千円）        

                        

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会 教育施設課

    後 藤 

    ℡ ３５４－８２４３ 

（新）ストックマネジメント事業 
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１．目的 

  老朽化とともに耐震性の低い昭和３０年代に建設された楠小学校校舎、及びベラ

ンダが廊下となっていること等から機能的に問題があり昭和 30 年代建設校舎で老

朽化の著しい河原田小学校校舎の改築整備を行い、児童の安全確保と教育環境の充

実を図る。 

 

２．内容 

  ・楠小学校校舎改築整備事業（平成１７年度～２０年度継続事業） 

   ・本体建築工事（既設校舎解体撤去含む）、工事監理委託、仮設校舎リースのうち

平成１９年度事業分 

    鉄筋コンクリート造 4 階建て ４，６７０㎡ 

    普通教室１２室、多目的教室、音楽室２室、図工室、家庭科室、図書室、 

相談室、ランチルーム、多目的会議室 

   

・河原田小学校校舎改築整備事業  地質調査、基本設計、実施設計 

 

３．予算額 ５２５，６８０千円  （財源内訳）国庫支出金  ９９，６１７千円 

  （前年度 ４９８，７１５千円）       市  債 ２９９，１００千円 

                       一般財源  １２６，９６３千円 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

楠小学校完成イメージ図 

小中学校改築整備事業 

担当 教育委員会 教育施設課

    後 藤 

    ℡ ３５４－８２４３ 
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（新）学校教育ＩＴ推進事業 
 
 
１．目的 
  市内小中学校においては、児童・生徒の学力等の向上に向けて様々な取り

組みを実施している。先進市においてはその一環として、教職員にパソコン

を配備し、視覚に訴える授業等を展開し成果を上げている。 
  そこで、本市においても教職員にパソコンを配備し、教材研究等を通して

より分かりやすい授業を目指すことにより、児童・生徒の学力等の向上を図

る。 
 
 
２．内容 
  （１） 市内小中学校の教職員にひとり一台パソコンを配備する 
     教職員にパソコンを配備し、パソコンを利用しての教材研究等を進

め、視覚に訴える授業等より分かりやすい授業を展開することにより、

児童・生徒の学力等の向上を図るとともに、個人情報保護や校務の効

率化を推進する。 
 
  （２） パソコン配備に伴いプリンター、プロジェクターを配備する 
     パソコン配備に伴い必要付属備品としてプリンター（各校１台）、授

業用備品としてプロジェクター（各校３台）を配備し、事業の円滑な

実施に資する。 
 
 
３．予算額  １９年度     契約のみ 

債務負担行為  期  間    １９年度～２４年度 
限度額  ３５８，０００千円 

          
                    
 担当 教育委員会 学校教育課  

    三 井 
    ℡ ３５４－８２５０ 
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（新）親と子どもの豊かな育ち事業 

 

 

１．目的   

地域や家庭の教育力の向上を図るため、「親と子どもの豊かな育ち」をスローガ

ンとし、学力向上も踏まえた「生活リズムの向上」、非行防止につながる「規範意

識の向上」、有害情報や登下校時の危険から子どもを守るための「安全・安心」の

三つの柱を重点においた取組みを進める｡ 

 

２．内容   

・「早ね早おき朝ごはん」市民運動を推進するとともに、市内公立学校園の約三分

の一を研究指定校として、生活リズムの向上に関する調査研究を行う。 

・非行防止教室の開催とともに、出前講座等において、家庭教育のあり方について

啓発活動を行う。 

・有害情報等に関する年 2 回の研修会を開催する。また、学校及び地域とともに、

子どもの見守り活動を行う。 

 

３．予算額   ５，１１７千円（財源内訳）  一般財源    ５，１１７千円 

 （前年度       ０千円）        

                        

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当 教育委員会 社会教育課青少年育成指導室

   田 中  

   ℡ ３５４－８３１４ 

『親と子ども』の豊かな育ち 

生活リズムの向上 

☆基本的生活習慣の改善 

○「早ね早おき朝ごはん」

実行委員会を設置し、幅

広い市民運動を展開する 

○「学ぶちからも、くらし

のリズムから」（案）をテ

ーマに、生活リズム向上

プロジェクト事業を推進

する 

規範意識の向上 

☆非行等防止対策 

○希望の学校園に非行防止

教室（万引き防止）を開

催し、子どもや保護者に

対しての啓発活動に取り

組む 

○出前講座等を活用し、家

庭教育のあり方等につい

ての啓発活動に取り組む

安全安心 

☆子どもの安全安心対策

○有害情報等から子どもを

守る研修会及び希望の学

校に講座を開催し、子ど

もや保護者に対しての啓

発活動に取り組む 

○学校及び地域とともに登

下校時等の子どもの見守

り活動に取り組む 

 

市民運動ロゴマーク 
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１．目的  

放課後等に小学校の施設を使用した遊びやスポーツ、体験活動を通じて、異学

年の児童や地域の大人との交流を図り、児童の自主性、社会性及び創造性を養う

「遊びの場」を提供する｡また、これらの活動を通じて地域の人材が支援する仕組

みをつくり、地域の教育力の向上を図る｡ 

 

２．内容  

市内の２小学校区程度において、小学校の余裕教室をはじめとする学校諸施設

（体育館・運動場等）を活用し、地域の自治会・ＰＴＡなどの代表者、小学校長、

コーディネーター等で構成する放課後子ども教室運営委員会が主体となって、児

童の見守り・指導を行うサポーター等の地域のボランティアを配置し、児童の遊

びを中心とした放課後子ども教室をモデル事業として実施するとともに、全市的

な事業展開を図る上での課題整理及びニーズ調査を検証する｡ 

 

３．予算額   ３，３２４千円（財源内訳） 県支出金    ２，２１６千円 

（前年度      ０千円）      一般財源    １，１０８千円  

 

                        

 

（葛飾区放課後子ども教室でのプラ板づくり） 

担当 教育委員会 社会教育課

青少年育成指導室 

中 村   

℡ 354-8247 

（新）放課後子ども教室推進事業 
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久留倍遺跡保存活用事業 
 
１．目的 
  貴重な文化財である国史跡久留倍官衙遺跡を、地域における歴史や文化を学ぶこと

のできる場、憩いと安らぎの場として活用できるよう整備する。 
 
２．内容 
 (1)北勢バイパス工事に附帯する整備事業 

・見学者用連絡地下道工事 
・雨水排水路工事 

 (2)18 年度に実施した発掘調査の報告書作成事業 
 (3)史跡維持管理事業（草刈り等） 
 
３．予算額  
     １８，５１８千円      （財源内訳） 市  債 １６，０００千円 
 （前年度２０，０００千円）            一般財源  ２，５１８千円 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       久留倍官衙遺跡整備計画図 

担当 教育委員会 社会教育課 
   荒 木 
   ℡ ３５４－８２４０ 
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１．目的 

  大規模地震に備え、施設利用者の安全確保を図るとともに、壁面や屋根のリニューア

ル工事を実施し、利便性の向上を図る。 

 

２．内容 

  平成１３年度に耐震診断調査を実施し、要補強との報告を受けた。予想される「東南

海地震」等の大規模災害に備え、早期に工事を実施する必要がある。また、当該施設は

海岸に面しているため、壁面や屋根の腐食が進んでおり、耐震補強工事に併せて、リニ

ューアル工事を行う。 

  〔主な工事内容〕 

  ・壁ブレース（８箇所）   水平ブレース（３箇所） 

・外壁改修（ガラスシーリング打替え、外壁防水工事） 

  ・屋根トップライト取替え 

 

３．予算額  ３２，４００千円  （財源内訳）市  債   ２７，７００千円 

 （前年度       ０千円）       一般財源    ４，７００千円 

                        

                      担当 教育委員会 スポーツ課   

                         来 田 

                         ℡ ３３０－３１３２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新）霞ケ浦緑地運動施設整備事業（体育館耐震補強等改修工事）

霞ケ浦緑地体育館
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総合型地域スポーツクラブ育成支援事業 
 
１．目的 
  
 市民の誰もが、それぞれの体力や年齢、技術、興味・目的に応じて、いつで

も、どこでも、いつまでもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会を

実現させるため、日常的に活動の拠点となる施設を中心に、会員である地域住

民個々のニーズに応じた活動が行える下記のような特徴をもった「総合型地域

スポーツクラブ」を市内各地域に育成する。 
 
（総合型地域スポーツクラブの特徴） 
① 単一スポーツ種目だけでなく、複数の種目が用意されている。 
② 障害者を含み子どもからお年寄りまで、また、初心者からトップレベルの

競技者まで、そして、楽しみ志向の人から競技志向の人まで、地域住民の

誰もが集い、それぞれが年齢、興味・関心、体力、技術・技能レベルなど

に応じて活動ができる。 
③ 活動拠点となるスポーツ施設を持ち、定期的・継続的なスポーツ活動を行

うことができる。 
④ 質の高い指導者がいて、個々のスポーツニーズに応じた指導が行われる。 
⑤ スポーツの活動だけでなく、できれば文化活動も準備されている。 
⑥ 地域住民が、運営組織を結成し、自主財源で活動を行う。 
  
２．内容 
 

   平成１９年度は、浜田地区での設立をめざした啓発活動、保々地区・三重地

区・橋北地区の各クラブへの運営支援に務める。 
 
  ３．予算  ９，２８５千円  （財源内訳）一般財源 ９，２８５千円 
   （前年度 ６，４５０千円） 
 
 
                       担当 教育委員会 スポーツ課 
                          山 田 
                          ℡ ３３０－３１３２ 
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消 防 本 部 

 
新年度予算における基本的な方針 

安全・安心のまちづくりに向けて、消防力の強化、消防救急体制の充実を図る。 
まず、「８分消防５分救急」の実現のため、（仮称）四日市市中消防署中央分署の建設、

コンビナート火災に対応するため、中消防署の仮設訓練塔を補助訓練塔に建替え、訓練

塔内に水溶性危険物対応消火薬剤の備蓄施設の建設等、災害対応能力の強化を図る。 
そのほか、消防艇外部委託の継続、消防防災施設機器の整備、消防団員の防火装備の

充実、地震等大規模災害対策及び救急業務の高度化をさらに推進する。 
また、桑名市消防本部との通信指令センターの共同運用により、四日市市消防本部指

令室を改修し、警防本部体制及び指揮支援隊体制の強化を図ります。 
 
１．（仮称）四日市市中消防署中央分署について 

平成２０年１２月の開設を目指し、平成 17 年度に５，２２７㎡の用地取得、及び庁

舎の基本設計を実施。平成 18 年度は実施設計及び整地工事等を行ない、平成１９年度

より庁舎建設を開始する。 
【主な事業】（仮称）中央分署整備事業費     ２６０，３００千円 

 
２．新消防通信指令システムの共同運用について 

平成 19 年 4 月に桑名市消防本部と共同運用を開始する消防指令センターに係る経費

の負担をする。 
また、四日市市消防本部指令室の機器を撤去し、警防本部体制及び指揮支援隊体制の

強化を図るため本部庁舎改修工事を行う 
  【主な事業】 新消防通信指令システム更新事業 

（１）負担金                   ３０，０００千円 
（２）レイアウト設計委託費             １，２００千円 
（３）改修工事請負費               １４，９００千円 

  
３．消防艇外部委託について 

現消防艇「あさかぜ」は、平成１９年度に更新時期を迎え、現在の消防艇と同程度

の艇を新規に購入すれば約 2 億４000 万円の購入費が必要となる。 
 消防艇の年間出動件数は過去１０年間の平均で１０件に満たない状況であり、その

内の４５％が水難事故であることから、平成１７年度に機動性の高い救助用ボートを

配備し、沿岸部における水難救助体制の強化を図るとともに、平成１８年度以降は火

災・油漏れ等の災害に対応するため、消防艇の外部委託を行い、海上防災体制の維持
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及び経費の節減を図る。 
【主な事業】 消防艇外部委託事業            5,940 千円 

    
４．耐震性貯水槽整備事業について 
  「耐震性貯水槽の配備計画」に基づき市街地に６０ｔ、準市街地に４０ｔの地下式耐

震性防火水槽を整備することにより、大規模災害時の水利を確保し、災害の拡大防止

を図る。 
   平成１９年度には、６０ｔ防火水槽を常磐地区赤堀三丁目赤堀スポーツ広場、楠町

小倉第 1 公園、４０ｔ防火水槽を下野地区西大鐘町公会所、小山田地区和無田町構造

改善センターにそれぞれ設置する。 
    【主な事業】 
    （１）耐震性貯水槽設置工事 60ｔ（赤堀三丁目）      8,500 千円 
    （２）耐震性貯水槽設置工事 60ｔ（楠町小倉）      10,000 千円  
   （３）耐震性貯水槽設置工事 40ｔ (西大鐘町）       7,800 千円 
    （４）耐震性貯水槽設置工事 40ｔ (和無田町）       7,800 千円 
 
５．消防車両更新事業について 
（１） 北消防署へのはしご付消防自動車の配備について 
    現在北消防署に配備されている屈折はしご車は、昭和６３年度に配備され、１８

年を経過していることから、老朽化が進み、更にＮＯＸ・ＰＭ法による使用期限が

平成２１年２月であることから、平成１９年度において更新を行うものである。 
【主な事業】 はしご付消防自動車（３０ｍ級先端屈折）購入費 

                          １６０，０００千円 
 

（２）朝日川越分署への水槽付消防ポンプ車の配備について 
   現在北消防署朝日川越分署に配備されている水槽付消防ポンプ車は、平成４年度

に配備されたもので、１４年を経過していることから、老朽化が進み、更にＮＯＸ・

ＰＭ法による使用期限が平成２１年２月であることから、平成１９年度において更

新を行うものである。 
【主な事業】 水槽付消防ポンプ自動車購入費    ３５，７００千円 
 

（３） 常磐分団への消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ）の配備について 
現在常磐分団に配備されている消防車は、平成３年度に配備したもので、ＮＯ

Ｘ・ＰＭ法により使用期限が平成２０年２月までとなっており、平成 1９年度事

業として更新を行うものである。 
【主な事業】 消防ポンプ自動車（ＣＤ－Ⅰ）購入費 １５，４００千円 
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６．火災予防事業の推進について 

「ひとり暮らしの高齢者宅等の死者抑制対策基本方針」に基き平成１８年度、福祉

部と協力し、「住宅用火災警報器」を１，３００個（福祉部 780 個・消防本部５２０個）

購入し、防災指導員により、ひとり暮らし高齢者宅に一軒ずつ設置しており、平成 19
年度には 4,200 個（福祉部 2,520 個・消防本部 1,680 個）購入し、高齢者の火災によ

る死傷者の低減を図る。 
  【主な事業】火災予防運動活動費           ４，８００千円 
 

７．救急業務の体制の整備および高度化の推進について 
平成 4 年から救急救命士の養成を開始し、現在３１名の有資格者を配置している。

将来的には全ての救急隊に１名の救急救命士を配置することを目標（５４名）に今後

も養成を継続していく。 
また、救急救命士に対する処置範囲（気管挿管、薬剤投与等）の拡大に伴う資格研

修や一般の救急隊員に対する資質向上に向けての教育研修を行うとともに、全市的に

ＡＥＤの普及が予測されることから、ＡＥＤの取り扱いを含めた応急手当講習を積極

的に推進する。  
【主な事業】救急業務高度化研修費          ７，０７６千円 

救急活動関係費             ６，５６３千円 
 

 ８．消火薬剤備蓄施設の設置について 
    現在四日市市消防本部の消火薬剤の保有量は、36,000ℓでありますが、消防本部の

防御戦略的保有計画では、130,000ℓを必要とすることから、計画的に備蓄量を増や

す。 
    平成１９年度に消火薬剤 10,000ℓを購入し、中消防署に現在建てられている仮設訓

練塔を補助塔に建替え、補助塔の内部に 60,000ℓの消火薬剤備蓄タンクを設置する。 
  ○新【主な事業】 中消防署整備事業費  

（１）工事設計委託費               ８００千円 
     （２）工事請負費              １９，０００千円 
   【主な事業】 消防活動用機器整備費 
        消火薬剤購入費            ２０，０００千円 
 

９．常磐分団車庫増築について 
    常磐分団車の更新に伴い、車庫の増築を行う。 
    【主な事業】分団整備事業費  

（１）工事請負費               １，７００千円 
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1０．消防団防火外套の更新について 

     消防団員の防火外套をより活動性の高いものに３年計画で更新し、消防団員の

消防活動における負担の軽減、及び安全性の向上を図る。 
    【主な事業】分団貸与被服費  

（１）備品購入費              １１，８３０千円 
 

 11．消防本部庁舎の防犯対策について 
    現在、消防本部庁舎では、休日・夜間において火災が発生し、中消防署の勤務職

員全員が出動する場合、中消防署１階事務所、仮眠室のみ施錠し出動しているが、

上階の防犯管理上、庁舎全ての出入口を施錠する必要があることから、集中ロック

化工事を行う。 
   なお、各署においても順次集中ロック化を行う計画である。 
    ○新【主な事業】消防本部庁舎整備事業費  

（１）工事請負費               ４，７００千円 
 

 
 
 

 



126-1 

 

 

 

 

 

１．目的 

消防本部では、安全安心のまちづくりのため、「８分消防５分救急」の実現に向けて、市の

中央部に新しい消防分署を整備する。 

 

２．内容 

（１）所在地   四日市市曽井町地内 

（２）敷地面積  ５，２２７㎡ 

（３）建物構造  鉄筋コンクリート造３階建て（免震構造） 

（４）建築面積  約１，０００㎡（延床面積：約２，７００㎡） 

（５）開署予定    平成２０年１２月末 

（６）消防車両台数 ４台（ポンプ車、タンク車、救急車、広報車、） 

３．事業概要 

（１）平成１７年度事業 

    ① 用地取得 

    ② 造成実施設計 

    ③ 庁舎基本設計 

 （２）平成 1８年度事業 

   ① 庁舎実施設計 

② 土地造成、整備工事 

 （３）平成１９年度事業 

    ① 庁舎建設工事 

 

３．予算額 ２６０，３００千円（財源内訳）  市  債  １８３，８００千円 

 （前年度  ５３，７００千円）       一般財源   ７６，５００千円 

                       

                       

 
                        
 

 
担当 消防本部 総務課 

   坪田  

   ℡ ３５６－２００２ 

（仮称）四日市市中消防署中央分署整備事業 



126-2 

 

 

 

 

１．目的 

  近い将来、発生が予想される東海地震及び東南海・南海地震への対応として、本市

の広域応援・受援体制を整備するとともに、水利確保対策として耐震性貯水槽を設置

し発生が予想される火災の延焼阻止を図り地震災害による被害を軽減する。 

 

 

 

２．内容 

  耐震性貯水槽の整備事業  ４基     

    ６０トン型（赤堀三丁目） 

      〃  （楠町小倉） 

    ４０トン型（西大鐘町） 

      〃  （和無田町）  

 

 

 

３．予算額 ３４，９００ 千円  （財源内訳）県支出金   ９，０００ 千円 

 （前年度 ３３，４００ 千円）       市  債  ２２，８００ 千円 

                       一般財源   ３，１００ 千円 

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

担当 消防本部 総務課 

   坪田  

   ℡ ３５６－２００２ 

大規模災害対策事業 
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１．目的 

  消防本部では、安心安全のまちづくりのため、火災等の各種災害に対する消火、救

助活動が迅速かつ的確に実施できるよう、消防車両更新計画にもとづき車両更新を行

い消防施設装備の充実に努める。 

                                    

２．内容                

 （１）北消防署配備車両                    

・はしご付消防自動車（３０m級先端屈折は             

しご車） 

近年、複雑多様化してきた火災等の災害

に対応するため、バスケット、リフター付きは

しご車に更新する。  

はしご先端が屈折することにより、フェンス

に囲まれた高層建築物の屋上においてスム

ーズな救助活動が可能となる。 

 

（２）朝日川越分署配備車両 

   ・水槽付消防ポンプ自動車 

 

 現行車両と同型 

 

 

 

 

（３）常磐消防分団配備車両 

    ・ＣＤⅠ型消防ポンプ自動車 

 

     ボンネット型をキャビン型に変更 

 

 

 

 

 （４）消防本部配備車両 

    ・消防広報車 

     現行車両と同型のバン型車両 

 

３．予算額 ２１４，３００千円（財源内訳）  県支出金   ８４，５４１千円 

 （前年度 １０５，１００千円）       起  債   ８１，０００千円 

 その他特財  ３５，７９６千円 

                       一般財源   １２，９６３千円 

                     

                        

 担当 消防本部総務課 

   坪田  

   ℡ ３５６－２００２ 

消防車両更新事業 
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上 下 水 道 局 
 

新年度予算における基本的な方針 

水道事業について、水需要は、大口使用の減少が見込まれる厳しい状況にあるが、

「健全財政の堅持」と「安定・安全給水の向上」を目標に、継続的な経営改革により

事業運営の一層の効率化に努めるとともに、重要課題の解消に向けての事業等を重点

に行う。 

また、下水道事業は、主に市街化区域内の雨水対策事業と汚水対策事業を推進して

おり、大雨による浸水被害の防除、水洗化による生活環境の向上及び川や海などの公

共用水域の水質保全を図るための事業を推進する。 

 

水 道 事 業 

１．安定・安全給水について         

安定給水と適正水圧を確保するため、配水管網の整備を推進するほか、漏水防止等

の対策として経年管の更新を進めるとともに、大規模地震に備えて幹線配水管等基幹

施設の耐震化を進める。 

【主要指標】 

 平成 19 年度末事業費ベース進捗率 

第１期水道施設整備事業 65.6％（前年比 9.7 ﾎﾟｲﾝﾄ UP） 

                      （計画期間：平成 12 年度～平成 22 年度） 

【主な事業】 第１期水道施設整備事業  当初予算額 １，６６０，５３７千円 

 

２．水質管理について            

家庭等へ引き込む給水管の一部に使用されている鉛管を解消し、水質の一層の安全

性を確保するために鉛給水管の取り替えを推進する。 

【主要指標】 

 平成 19 年度取替件数 

鉛給水管布設替事業 1,800 件 

（平成 19 年度末残存件数 11,501 件） 

（計画期間：平成 14 年度～平成 24 年度） 

【主な事業】 鉛給水管布設替事業    当初予算額   ３００，０００千円 

 

下 水 道 事 業 

１．雨水整備事業について        当初予算額  ２，５６２，０００千円 

雨水整備事業については、公共下水道事業により、浸水区域の解消、都市型水害対

策を推進する。 
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【主要指標】  

  平成 19 年度整備 平成 19 年度末 

雨水整備面積 1.9 ｈａ 2,885 ｈａ 

雨水整備率 0.1 ％ 49.8 ％ 

 

【主な事業】 公共下水道事業 

       水路整備（富田、大矢知、八郷、羽津、海蔵、中部、日永、塩浜、 

河原田） 

中央通り貯留管建設工事、雨池雨水７号幹線水路築造工事、 

吉崎ポンプ場基本設計業務、羽津ポンプ場電気設備・北部地域ポン

プ場遠方監視制御設備更新工事 

 

２．汚水整備事業について        当初予算額  ２，３０２，０００千円 

汚水整備事業については、投資効果の高い人口集中地区を中心に事業を進める。 

【主要指標】  

  平成19年度整備 平成 19 年度末 

処理可能区域内戸数 3,067 戸 84,045 戸 

処理可能区域内人口 8,142 人 211,889 人 

人口普及率 2.6 ％ 67.9 ％ 

【主な事業】 公共下水道事業 

       管渠整備（富田、大矢知、八郷、下野、羽津、海蔵、橋北、神前、

三重、常磐、川島、桜、日永、内部、河原田、楠） 

         中央ポンプ場電気設備更新工事 

日永浄化センター電源設備更新工事 

          

３．下水道施設の維持管理について 

  浄化センター、ポンプ場の維持管理については、保守点検及び適切な維持修繕を行

い、機能を最大限に発揮させるとともに、効率的な運転に努める。 

管路施設については、管路調査や清掃を臨機に実施するとともに、老朽管対策や不

明水対策にも取り組む。 
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１．目的 

  大規模地震に備え、断水等を最小限に抑えて非常時における市民生活への影響を低

減するため、主要施設の耐震化を図る。 

 

２．内容 

幹線配水管布設替工事、送水管布設替工事、配水池補強工事、接合井補強工事、水

管橋補強工事などを行う。 

     幹線配水管布設替  φ300～400  L=1,130m 

     送水管布設替   φ600  L=400m 

     配水池補強    生桑配水池、あがた配水池、楠１号配水池 

     接合井補強    小牧水源地 

     水管橋補強    霞大橋水管橋、海蔵川水管橋、三滝川野田橋水管橋 

 

３．予算額 １，１５７，１００千円  （財源内訳）企業債   ５７８，５００千円 

（前年度   ６５９，７００千円）       損益勘定留保資金    ５７８，６００千円     

 

 

 

 

  

 

一生吹配水池 

       

 

 

 

        水管橋（尾平橋） 

水 道 基 幹 施 設 耐 震 化 事 業 

担当 上下水道局経営企画課

℡ 354－8369 

     稲垣
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１．目的 

  本市の水道事業の現状と将来の見通しを分析・評価したうえで、目指すべき将来像

を描き、その実現の方策などを示した長期構想（地域水道ビジョン）をまとめるとと

もに、長期計画として施設整備計画（第２期水道施設整備計画）を策定するものであ

り、計画目標期間は概ね１０年間とする。 

２．内容 

長期構想の策定にあたっては、平成１９・２０年度の２カ年において、局内プロジ

ェクトチームによる作業を進めるとともに、外部委託を行い検証し、さらには検討委

員会等により意見聴取も行う。 

また長期構想における目標を達成するための長期計画について、具体的な施設整備

計画および経営計画を策定する。 

３．予算額   ２２，１００千円   （財源内訳）自己財源   ２２，１００千円 

 （前年度    １，０００千円）  

                                      

安全・快適な水、いつでも供給、安定した
事業運営、環境影響低減、国際協力

（業務指標PI、機能診断、更新指針）

（地域水道ビジョン）

施

設

整

備

計

画

策

定

今世紀半ば頃のあるべき姿、基本理念
（安心、安定、持続、国際、環境）

ビジョンに基づく施策体系
（定量、定性的目標と達成期間）

取捨選択し独自の方策
運営基盤強化、サービス向上、安心快適な

給水、災害対策の充実、環境、
エネルギー、国際貢献

現状分析・評価

将来像の設定

目標の設定

実現方策の検討

長 期 構 想

経

営

計

画

策

定

長 期 計 画

 

 

水道事業長期構想、長期計画策定業務委託 

担当 上下水道局経営企画課

℡ 354－8369 

     稲垣
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１．目的 

      市街化区域の浸水被害の防除を図る。 

２．内容 

   ①水路整備  富田、大矢知、八郷、羽津、海蔵、中部、日永、塩浜、河原田の各地

区において水路整備を進める。 

      ②ポンプ場  吉崎ポンプ場の基本設計業務と羽津ポンプ場電気設備・北部地域ポン

プ場遠方監視制御設備更新工事を行う。 

  ③その他   中央通り貯留管建設工事を継続する。 

３．整備概要 

 平成１８年度末 平成１９年度末 増加数 

雨水整備面積 ２，８８３ｈａ ２，８８５ｈａ １．９ｈａ

雨水整備率 ４９．７％ ４９．８％ ０．１％

 

４．予算額 ２，５６２，０００千円（財源内訳） 国庫支出金 １，２８０，２０４千円 

 （前年度 ２，６９９，７００千円）      企業債     ９８８，４００千円 

                        一般財源    ２８３，３９６千円 

自己財源     １０，０００千円 

 

 

塩浜雨水１号幹線水路築造工事状況 担当 上下水道局経営企画課 

                稲垣 

℡ ３５４－８３６９ 

公 共 下 水 道 雨 水 対 策 事 業
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１．目的 

      汚水衛生処理を計画的に推進し、生活環境の向上及び川や海などの公共用水域の

水質保全を図る。 

２．内容 

  ①管渠整備  富田、大矢知、八郷、下野、羽津、海蔵、橋北、神前、三重、常

磐、川島、桜、日永、内部、河原田、楠の各地区において整備を

進める。 

   ②ポンプ場  中央ポンプ場電気設備更新工事を行う。 

   ③処 理 場  日永浄化センター電源設備更新工事を実施する。 

３．整備概要 

 平成１８年度末 平成１９年度末 増加数 

処理可能区域内戸数 ８０，９７８戸 ８４，０４５戸 ３，０６７戸

処理可能区域内人口 ２０３，７４７人 ２１１，８８９人 ８，１４２人

人口普及率 ６５．３％ ６７．９％ ２．６％

 

４．予算額 ２，３０２，０００千円（財源内訳） 国庫支出金   ５７５，７５６千円 

 （前年度 ４，５５４，３００千円）      企業債   １，５４０，４００千円 

                        一般財源       ６６，５２９千円 

                        自己財源    １１９，３１５千円 

 

采女中継ポンプ場全景 

担当 上下水道局経営企画課 

                稲垣 

 ℡ ３５４－８３６９

公 共 下 水 道 汚 水 対 策 事 業 
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市立四日市病院 

 

新年度予算における基本的な方針 

当院は、公的病院として、医師をはじめとする優秀な医療専門職の確保・定着を図

りながら、より良質な医療を提供し、市民から信頼される患者本位の心のこもった医

療を実現するとともに、地域の医療機関との連携を強化しつつ、急性期医療・高度医

療を担う地域の中核病院を目指している。 

新年度は、療養環境の改善を図るとともに、医療の高度化・専門化に対応するため

に、病棟の増築、５～６人部屋の解消、手術室の増設などの病院施設整備事業の着工、

並びに透析中央監視システムなどの最新鋭医療機器を導入する。また、医療の効率化

と質の向上に資する総合医療情報システムとしての電子カルテシステムの開発を継

続する。なお、病院給食業務については、年度内に全面委託へ移行し、経営の効率化

と患者サービスの向上を図る。 

 

１．病院施設整備事業について 

療養環境の改善を図るために５～６人部屋の解消・個室の増室、手術室の増設や外

来棟の改修など、病棟の増築・既設病棟等の全面改修を行うものであり、本年度は、

病棟増築工事等に着手する。 

【主な事業】 病棟増築・既設改修事業            1,463,084 千円 

             （総事業費（19～22 年度）8,662,164 千円） 

       同附帯工事費（工事作業用地整備等）           7,137 千円 

             

２．医療機器整備事業について 

当院の目指す最新の高度・専門医療を提供していく上で必要不可欠な高度医療機器

等の整備を図る。 

【主な事業】 透析中央監視システム、全自動錠剤分包機、超音波診断装置ほか 

                 532,500千円 

       

３．総合医療情報システム整備事業について  

平成２０年度からの稼働を目指し、総合医療情報システム（電子カルテシステム）

の開発を継続する。本年度は、引き続きシステム開発を進めるとともに、関連機器等

を整備する。 

【主な事業】 システム構築（ソフト導入・機器設置）、既存データ移設、システ

ムテスト・操作訓練等             1,283,159 千円 
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１．目的 

   ５～６人床部屋を４人床化し、個室を増設するほか、増加する手術件数に対応す

るため、手術室を増設するとともに、外来棟を改修するなど、療養環境の改善を図

るために、病棟を増築し、既設病棟等の全面改修を行う。 

   本年度は、２２年度までの継続事業として病棟増築・既設改修工事に着手する。 

 

２．内容 

   （１） 病棟増築・既設改修事業費 １，４６３，０８４千円 

          （４カ年事業費 ８，６６２，１６４千円のうち、１９年度分） 

   （２） 同附帯工事費（工事作業用地整備等） ７，１３７千円 

 

３．予算額 １，４７０，２２１千円（財源内訳）企 業 債１，４３１，５００千円 

 （前年度 １，５８４，５０２千円）     一般財源   １５，７９２千円 

           自己財源   ２２，９２９千円 

 

 ※ 工事概要・スケジュール 

  ◎ 病棟増築‥‥‥７階建・11,569 ㎡、病棟、手術室（１２室）、中央材料室、 

           厨房、霊安室、ＭＲＩ室等 

  ◎ 既設病棟改修‥５～６人床室の４人床化、内装全面改装、トイレ・洗面所 

           の増設等 

  ◎ 循環器センター、脳神経センター、消化器センターの新設 

  ◎ 外来棟改修‥‥プライバシー確保のための診察室整備 

  ◎ その他‥‥‥‥中央診療部改修、サービス棟改修、電気・機械設備の更新等 

     

19年度 20年度 21年度 22年度
病棟増築
既設病棟等改修

 

 

 

病院施設整備事業 
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担当 市立四日市病院総務課 

      伊 藤 

       ℡ ３５４－１１１１ 
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１．目的 

   医療の高度化に的確に対応するため、最新医療機器を導入する。 

 

 

２．内容 

   （１） 透析中央監視システム 

   （２） 全自動錠剤分包機 

   （３） 超音波診断装置、他 

 

 

３．予算額 ５３２，５００千円（財源内訳） 企 業 債  ４５０，０００千円 

（前年度 ４９９，０００千円）      寄 附 金   ３２，５００千円 

                      自己財源   ５０，０００千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機器整備事業 

担当 市立四日市病院総務課 

      伊 藤 
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１．目的 

   患者サービスの向上や医療の質の向上、業務の効率化を図るために、診療情報を

電子データで一元管理する総合医療情報システム（電子カルテ）の開発を継続し、

平成２０年４月からの稼働を目指す。本年度は開発の最終年度となる。 

 

２．内容 

   （１） システム構築（ソフト導入、機器設置） 

   （２） 既存データ移設 

   （３） システムテスト、運用リハーサル、操作訓練等 

 

３．予算額 １，２８３，１５９千円（財源内訳） 企 業 債１，２７２，６００千円 

 （前年度   ７３４，７９０千円）      一般財源    ５，２７９千円 

                        自己財源    ５，２８０千円 

         

 

 

 

 

 

 

 
担当 市立四日市病院総務課 

      伊 藤 

       ℡ ３５４－１１１１ 

総合医療情報システム整備事業



（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

防災計画等策定事業費                      24 24 防災会議の開催、地域防災計画の改訂

耐震化促進事業費                             68,500 33,125 35,375
木造住宅の耐震診断、補強計画策定及び耐震補強工事等に対する補助金
共同住宅（分譲）の耐震診断費用に対する補助金

防災倉庫整備事業費 97,425 55,000 32,500 9,925
安島防災備蓄倉庫における資機材整備及び中学校等へのコンテナ型防災倉庫
の整備等

自主防災組織活性化事業費 28,000 1,500 26,500 自主防災組織の連合化促進及び防災活動に対する補助

防災大学事業費 635 635 防災リーダー養成講座「四日市市防災大学」の開催経費

管財課 本庁舎耐震改修事業 2,064,717 142,386 1,688,800 233,531 平成18～19年度に実施する本庁舎耐震改修事業の19年度分

集会所建設費補助金（耐震改修分） 15,000 15,000
平成１6～17年度に実施した集会所の無料耐震診断結果を受けて、要望が増えて
いる耐震改修分に対する補助金

文化会館耐震化事業                          72,000 64,900 7,100
平成18～19年度に実施する文化会館第１ホール・第2ホール・管理棟の耐震工事
の19年度分

介護・高齢福祉課 高齢者福祉施設耐震補強事業 1,800 1,800 西老人福祉センター等の耐震診断

障害福祉課 障害者福祉施設整備事業費 1,120 1,120 共栄作業所の耐震診断

児童福祉費 児童福祉課 保育所耐震補強整備事業 27,300 27,300
保育所等児童福祉施設の建物についての耐震診断
保育所等（公立）：２３施設　４０棟
保育所等（民間）：１１施設　１２棟（補助率１/２）

農林水産
業費

水産業費 農水事業課 磯津漁港海岸保全事業 63,000 53,550 8,500 950 磯津漁港海岸の整備･補修

橋梁耐震化事業 92,000 27,500 43,500 21,000 0 日永跨線橋に落橋防止装置等を設置、三重橋の下部工事

石原南五味塚線（磯津橋）橋梁整備事業 460,000 460,000 0 磯津橋下部補修補強工（５基）

都市計画課 新 近鉄四日市駅耐震化促進事業 21,667 21,667
国・県と協調して近鉄四日市駅の耐震化を促進するための市負担分
（参考）鉄道事業者1/3、国1/3、県1/6、市1/6

市街地整備・
公園課

霞ヶ浦跨道橋耐震化事業 56,000 56,000 霞ヶ浦緑地跨道橋の耐震補強、落下防止工事

住宅費 市営住宅課 市営住宅耐震補強事業                      20,000 20,000 簡易耐火ブロック造市営住宅の耐震補強

耐震性を有する消防水利整備推進事業 34,900 9,000 22,800 3,100 耐震性貯水槽の整備（４ヶ所）

自主防災組織関係経費                      3,094 3,094 市民防災隊に対する研修、運営費補助金等

市民防災隊ポンプ更新事業費             1,200 1,200 市民防災隊ポンプ２基の更新

会計 事業費
財源内訳

市民文化課

土木費

道路整備課

都市計画費

社会福祉費

一
　
般
　
会
　
計

事　　　業　　　概　　　要事業名新規所属項款

民生費

防災対策課

平 成 19 年 度 防 災 対 策 事 業 （ 地 震 分 ） に つ い て

総務費 総務管理費

消防費 消防費 消防本部

道路橋梁費
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（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源
会計 事業費

財源内訳
事　　　業　　　概　　　要事業名新規所属項款

平 成 19 年 度 防 災 対 策 事 業 （ 地 震 分 ） に つ い て

教育総務費 教育センター 新 適応指導教室事業 820 820 適応指導教室の耐震調査

小学校費 教育施設課 新 小規模施設耐震調査事業 20,800 20,800 平屋建て施設等小規模施設の耐震調査（24校）

中学校費 教育施設課 新 小規模施設耐震調査事業 8,700 8,700 平屋建て施設等小規模施設の耐震調査（７校）

幼稚園費 教育施設課 新 小規模施設耐震調査事業 9,800 9,800 平屋建て施設等小規模施設の耐震調査（8園）

新 霞ケ浦緑地運動施設整備事業 35,700 27,700 8,000 霞ケ浦緑地体育館耐震補強等改修工事他

新 その他運動施設整備事業 3,200 3,200 市営温水プール耐震補強工事設計業務委託

市税 固定資産税 資産税課 新 住宅耐震改修に対する税の減額
既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修を行った住宅について固定資産税を減
額

3,207,402 322,061 2,372,200 53,500 459,641

下水道施設地震災害対策事業 70,000 35,000 31,500 3,500 水管橋、浄化センターの耐震調査

水道基幹施設耐震化事業 1,157,100 578,500 578,600 基幹水道施設(配水管、水管橋、配水池等)の耐震化

1,227,100 610,000 578,600 3,500

4,434,502 322,061 2,982,200 632,100 463,141

上下水道局

教育費

保健体育費 スポーツ課

合　　　　　　計

企
業
会
計

企　業　会　計　小　計

一　般　会　計　小　計
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（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

国民保護計画策定等事業費 1,094 1,094
国民保護協議会の開催、国民保護計画の改訂及び国民保護に関する啓発や必要な資
機材の整備

防災危機管理室整備事業費 2,500 2,500 防災危機管理室整備の実施設計

防災システム事業費 21,907 21,907 防災機器維持管理、災害情報提供事業等

防災対策事業費 6,382 6,382 防災啓発、防災訓練等

地域防災関連事業費 2,726 2,726 楠地区防災関連情報提供経費、楠地区防災機器維持管理経費

楠防災会館管理運営費 606 606 楠防災会館管理運営にかかる経費

楠避難会館管理運営費 1,046 1,046 楠避難会館管理運営にかかる経費

農業用河川工作物応急対策事業費 2,800 2,800 羽津井堰補修事業（県営事業）に対する負担金

溜池維持修繕費 3,127 156 2,971
灌漑用水の水源確保及び防災安全上の両面を考慮し、溜池改良工事及び維持管理工
事等を行う

準用河川等改修事業費 237,000 79,000 150,100 7,900
米洗川、朝明新川、萱生川の３河川に事業を集中し、効果的に治水安全度の向上を図
る。

十四川雨水調整池整備事業費 108,800 107,400 1,400 十四川下流部への流出量軽減のため、平成２１年度までに雨水調整池を設置する。

治水度ジャンプアップ事業費 20,000 20,000
河川ネック点及び溜池の調査及びその整備計画を策定し、総合的・計画的に改修す
る。

普通河川三鈴川河川改良事業費 20,000 20,000 三鈴川土堤部分の護岸を改修し、堤防高さを確保する。

普通河川半谷川河川改良事業費 11,000 11,000
富田山城線の４車線化の伴う雨水流出量の増大に対応するため、河積の拡大等の整
備を計画的に実施する。

河川等改良事業費 109,500 109,500 河川改修事業、排水路改良事業

急傾斜地崩壊対策事業費 2,000 2,000 広永地区の県営事業費に対する負担金

防災対策課 水防事業費 4,901 4,901 先端屈折はしご車（北署）、水そう付消防車（朝川分署）、消防分団車（常盤）等の更新

消防車両整備事業費 214,300 84,541 81,000 35,796 12,963 泡消火薬剤、水難救助資機材、化学防護服等の整備

消防活動用機器整備事業費 24,250 19,000 5,250 泡消火薬剤、水難救助資機材、化学防護服

793,939 182,541 499,000 35,952 76,446

上下水道局 公共下水道雨水対策事業 2,562,000 1,280,204 988,400 10,000 283,396 雨水幹線整備、ポンプ場設備更新

2,562,000 1,171,462 988,400 10,000 283,396

3,355,939 1,354,003 1,487,400 45,952 359,842

土木費 河川費 河川排水課

合　　　　計

消防本部

小   　　計

小   　　計

一
般
会
計

企
業
会
計

農水事業課

総務管理費総務費

平成19年度 防災対策事業（地震以外分）について

会計 款 項 所属

消防費 消防費

事　　　業　　　概　　　要事業費事              業              名
財源内訳

防災対策課

農林水
産業費

農地費

振興課
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（単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

総務費 総務管理費 市民文化課 地区市民センター整備事業費 700 700 四郷地区市民センター玄関西側階段スロープ化工事

民生費 社会福祉費 障害福祉課 福祉環境整備事業費 3,113 3,113 点字ブロック工事、駅のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ化工事補助

交通安全対策費 道路整備課 あんしん歩行空間整備事業 50,000 27,500 10,100 12,400 四日市中央線バリアフリー化

都市計画費
市街地整備・

公園課
公園緑地活性化推進事業費 3,500 3,500 公園のバリアフリー化（出入口の改良）など

住宅費 市営住宅課
市営住宅高齢者・障害者向け改良
事業費

20,000 5,400 14,600 0
市営住宅のバリアフリー化
（高齢者向け７戸、障害者向け１戸）

小学校費 バリアフリー化施設整備費 80,700 8,772 63,300 8,628 段差解消スロープ、車イス対応多目的トイレ設置等（3校）

中学校費 バリアフリー化施設整備費 89,200 19,619 61,000 8,581 段差解消スロープ、車イス対応多目的トイレ設置等（3校）

247,213 61,291 134,400 14,600 36,922

事　　業　　概　　要事業費
財源内訳

款 項 所属 事業名

教育施設課

合　　　　　　　　　　　計

平 成 19 年 度 バ リ ア フ リ ー 化 事 業 に つ い て

教育費

土木費
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（単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

介護・高齢福祉課 日常生活用具給付等事業 7,300 7,300
一人暮らし高齢者等（市民税非課税世帯）に対して住宅用火災警報
機を給付

日常生活用具等給付事業 49,800 37,350 12,450
聴覚障害者（児）には、FAX・文字放送デコーダー等、重度障害者と
知的障害者Ａには火災報知器等を給付

手話通訳者派遣事業 8,350 6,263 2,087 聴覚障害者に手話通訳者を派遣し、コミュニケーション支援

福祉電話貸与事業 478 478
難聴者や外出困難な身体障害者に緊急連絡等の手段として福祉電
話を貸与

緊急通報装置貸与事業 121 121 一人暮らしの重度障害者に緊急連絡用の通報装置を貸与

消防費 消防費 消防本部 火災予防運動活動費 4,800 4,800
一人暮らし高齢者等に対して防災指導員が住宅用火災警報器を設
置

70,849 43,613 0 0 27,236

地域支
援事業

費

包括的支援
事業費・任意

事業費
介護・高齢福祉課 高齢者福祉電話貸与事業 14,186 14,186

一人暮らし高齢者等で、心臓病等で突発的に助けの必要な人に、福
祉電話を貸与

14,186 0 0 0 14,186

85,035 43,613 0 41,422

※　災害時要援護者対策については、災害が起こった場合に対応可能なものを掲載した。予算額は全体事業費で計上している。（災害時要援護者対策のみの予算計上は無し）

合　　　　　計

事　　　業　　　概　　　要

障害福祉課

小　　　　　計

款 事業費

民生費 社会福祉費

一般会計

介護保険
特別会計

平 成 19 年 度 災 害 時 要 援 護 者 対 策 事 業 に つ い て

財源内訳

会計 事              業              名所属項

小　　　　　計
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○一般事業 （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

総務費 ファミリー・サポート・センター事業 8,758 2,175 6,583
子育てを地域で支援するため、育児の援助を受けたい者と提供できる者からなる相互援

助活動

乳幼児医療費 338,238 142,704 195,534 就学前児童の医療費について、保険診療の自己負担分を補助

一人親家庭等医療費 116,659 58,156 58,503
一人親家庭等の父母及び１８歳以後最初の３月３１日までの児童の保険診療の自己負
担分を補助

不妊治療費 24,000 24,000 不妊治療に係る医療費の一部助成

児童手当 2,469,855 1,803,197 666,658
・対象　小学校修了前の児童
・手当額　　第１、２子　5,000円/月、第３子以降　10,000円/月
　但し、3歳未満児は平成19年4月から第１、２子も10,000円/月

児童扶養手当 1,055,100 351,700 703,400
・対象　母子家庭等の18歳以後最初の３月３１日までの児童
・手当額　　41,880円～9,880円

家庭児童相談経費 327 327 電話や面接で子どもとその家族に関するあらゆる相談に応じる

児童虐待防止対策事業費 1,711 1,711
虐待の早期発見、対応、未然防止に向けて、定期的に連絡会議を開催するなど、ネット
ワーク事業を実施する

次世代育成支援行動計画推進事業 391 391
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、次代を担う子どもを育成する環境を整備する
行動計画の推進

親と子どもの豊かな育ち事業費 288 288
保育園において、食育を通した基本的な生活習慣の改善を図るための事業に取り組む。
モデル園　６園

乳幼児健康支援一次預かり事業費 15,920 5,658 1,755 8,507 病気回復期の児童を預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援する

子育て支援ショートステイ事業費 1,030 113 917
保護者が疾病や出産などで養育が困難になった場合に、一時的に児童福祉施設にて預
かる。

子育て支援センター管理運営費 6,730 2,073 4,657 橋北・塩浜子育て支援センターの管理経費

子育て支援センター事業費 1,700 1,539 161
橋北・塩浜子育て支援センター事業費、笹川、大矢知、海蔵保育園での子育て相談や遊
ぼう会の実施

地域子育て支援センター事業費補助金 24,351 16,233 8,118
子育て家庭の支援活動のための職員配置等への補助
保育園併設　２ヶ所拡充　　　私立保育園　４、医療機関２

母子福祉センター管理経費 4,300 4,300 母子家庭及び寡婦の生活の安定と自立を促進する

母子生活支援施設事務費事業費 48,214 36,105 73 12,036
母子家庭の施設措置費・保護者の就職活動等の支援のため、菜の花苑の保育室に保
育士を配置し、母子家庭等の児童を預かる

母子家庭自立支援給付金事業 1,736 1,302 434
母子家庭の母が適職に就くために必要な技能や資格を取得するための教育訓練講座を
受講した場合費用の一部を支給する

児童館自主事業費 1,012 1,012 児童館事業の啓発、移動児童館事業の実施、児童館主催事業及び日常活動費

衛生費 妊産婦乳幼児保健指導事業費 5,034 5,034
育児学級、育児相談、訪問指導等を実施するとともに、引き続きアンケートによる状況把
握や電話・訪問相談により生後４か月までの乳児をもつ家庭への育児支援を行う

会計

一般会計

　　　　　　　平　成　19　年　度　　　子　育　て　関　係　事　業　に　つ　い　て

款 事業費 事　　　業　　　概　　　要事業名
財源内訳

民生費
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国県支出金 地方債 その他 一般財源

私立幼稚園保育料補助金 19,803 19,803 私立幼稚園に園児を通園させている保護者に６２００円（年額）の補助を行う。

子育て支援運営費補助金 1,360 1,360 地域住民が実施する未就園児の子育て支援事業への補助、下野、富洲原地区

園づくり支援事業 3,398 3,398
公立幼稚園の園づくりの推進及び、未就園児対象の園開放や保護者への子育て相談等
を支援する

不登校児童生徒ボランティア事業費 720 720 大学生のボランティア等による不登校児童生徒の家庭訪問等

私立幼稚園就園奨励費補助金 186,928 48,601 138,327
私立幼稚園に園児を通園させている保護者へ世帯の所得状況に応じて国の補助金を受
けて補助を行う

青少年相談員研修費 443 443 青少年相談員の相談活動が充実するための研修会を開催する

青年リーダー研修費 594 594 子ども会活動にかかわる中高生リーダーの養成講習会を開催する

子ども緊急避難所設置推進事業費 245 245
子どもを誘拐・痴漢等の被害から守る「こどもをまもるいえ」の地域団体による設置を促
進する

子どもと若者の居場所づくり事業費 3,296 3,296
青少年健全育成と非行防止を更に進めるために、主に中高生を対象とした居場所づくり
事業を推進する

青少年体験活動促進事業費 959 959
市民団体が企画・実施する青少年体験活動に対して助成するとともに、その成果発表の
場としてフォーラムを開催する。

学童保育事業費補助金 93,938 51,657 42,281 運営委員会が設置・運営する学童保育所の運営等に対して補助を行う

子ども広場整備費補助金 5,417 5,417 自治会等が設置・管理する子ども広場の整備に対して補助を行う

放課後子ども教室推進事業 3,324 2,216 1,108
福祉部局と連携を図りながら小学校の余裕教室を利用して、子どもの安全な遊び場、異
年齢や地域住民の交流の場を提供する。

「親と子ども」の豊かな育ち事業 5,117 5,117
生活リズムの向上、規範意識の向上、安全安心の3つの柱として、地域や家庭の教育力
を向上させる事業を実施する。

子どもの読書活動推進事業費 317 317 子どもにとって本が身近になるような環境整備を市民との協働により進める

4,451,213 2,523,316 0 1,941 1,925,956

保険給付
費

出産育児一時金助成金 169,400 56,467 112,933 出産前後の諸費用と家計負担が軽減されるよう、被保険者が出産した時、補助する

169,400 0 0 56,467 112,933

4,620,613 2,523,316 0 58,408 2,038,889

国民健康
保険特別

会計

小　　　　　　　　　　計

合　　　　　計

会計

一般会計

事業費
財源内訳
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○保育所関係事業 （単位　千円）

国県支出金 地方債 その他 一般財源

保育所事務事業費（児童一般分） 1,688,569 637,750 596,422 454,397 民間保育園の措置費

保育所事務事業費（市単民間施設） 105,514 9,025 96,489 ３歳未満児の保育機能強化のため、児童数に応じて加算

民間保育所運営費補助金 39,234 39,234 正規職員の給与改善及び、研修経費の一部補助

民間保育所園児健康診断補助金 11,378 11,378 園児の健康診断費用に対する補助

民間保育所障害児保育事業費 6,370 2,144 4,226 重度・中度障害児数に応じて補助

民間保育所乳児保育等事業費補助 11,844 11,844 年度内の乳児数の変動に対し、乳児担当保育士の確保のための補助。

民間保育所延長保育事業費補助金 128,540 58,540 70,000 実施園　５ヶ所拡充　　　公立１園（中央）、私立１９園

民間保育所一時保育事業費補助金 18,308 11,542 6,766 実施園　　４ヶ所拡充　公立2園（橋北、くす南）、私立９園

民間保育所特定保育事業費補助金 19,278 1,260 2,675 15,343
３歳未満児を対象に週に２、３日の保育　　実施園　２ヶ所拡充
公立2園（橋北、くす南）、私立７園

民間保育所休日保育事業 3,360 409 262 2,689 日曜、祝日に働く保護者のための休日保育を西浦保育園にて新たに実施

民間保育所地域活動事業費 4,000 4,000 地域の実情に応じた保育事業に対して補助

家庭支援推進保育事業費補助金 2,442 1,213 1,229 人権保育事業の推進のための補助

子育て支援推進保育事業費補助金 4,085 2,042 2,043 認可外保育施設に対する補助

認可外保育施設職員健康診断料補助金 538 358 180 職員健康診断費用に対する補助

2,043,460 724,283 0 599,359 719,818

6,664,073 3,247,599 0 657,767 2,758,707

小　　　　　　　　　　計

合　　　　　　　　　　計

款 事業名 事　　　業　　　概　　　要

民生費

事業費
財源内訳
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